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序章

豊島は，岡山県からも，香川県からも船便で 40分前後の距離にある離島である．筆者

と豊島との関わりは， 1995年から高齢な義父母の生活支援に通い，義父母の代理で豊島の

行事を手伝うことで始まる．祭りの裏方，「お大師さんJの当番（毎月 21日に大師堂を参

る人に食事をお接待する風習），葬儀の手伝い等々の機会ごとに早朝6時から夕方まで，も

しくは2日間に渡って地域の女性役割とされている 50～100人単位の食事作りに参加し

ている．同時に豊島産業廃棄物問題解決のための住民運動にも動員される．この時，豊島

の人々は産業廃棄物問題を巡って香川県との紛争状態になってすでに 20年が経とうとし

ていた．（産業廃棄物を産廃，香川県と県と略記する）

筆者は，了解された見学者でもなく外部支援者でもなく，高齢な義父母の代理＝嫁役割

という微妙な立場で、地域社会に関わっていった．いわば義父母の代わりとはいえ，それま

で何の縁もない筆者が，豊島の地域社会に入り込んだということになる．「00家の長男の

嫁」と言うラベノレは全ての小部落（町内会の斑にあたる）単位で行われる伝統的催事・住

民運動参加の切り札となる．同時に，義父の病気お見舞いの一連の行動に関わることで「イ

エの嫁Jとして，地域社会に張り巡らされている血縁・地縁の粋の連環の内に取り込まれ

ていく．筆者は，地縁・血縁を頼って地域の人々に調査や聞き取り等を依頼することで徐々

に「参与観察者」としての立場を明らかにするが，特に車L撲は生まれなかった．地域社会

を支える裏方として，「まな板を共有する嫁たち」である女性にまず受け入れられたことが，

車L繰を大きくしなかった要因で、あろう．

地域の人々と行動を共にする機会が増えるにつれ，人々が時々使う「義理が悪いJ「面

子がたたん」としづ表現が耳に入りだした豊島が伝統的慣習を大切にする地域社会であ

ることは日頃の関わり合いで、分かつているが，義理や世間体を大切にしていることに特に

注目する．病気お見舞い行動の一連の流れを経験し，筆者はその行動が地域社会にとって

重要な位置を占めているのに気づく．

1，本論文の視座

本論文は，病気お見舞い行動，産業廃棄物筒題，地域活性の方策としての CSR事例と

3つの事例分析をとおして，地域社会の疲弊と活性のダイナミックな変動に注目している．

人々が拘る義理や世間体の意識が，地域社会にどのように根づき，さらには，地域社会の

1 



変動に住民がどの様に対応しているのかに注目している．

1つ目の事例では，病気お見舞い行動をとおして，人々が拘る義理の関係性や世間体意

識について注目し，地域社会のあり様を考察する．

義父の病気入院を契機として，住民の繋がりに注目し本格的調査をおこなう．得られた

データの分析から人々の義理や面子が立たんとする世間体意識への拘りが，病気お見舞い

行動の一端としてみえてきた．病気お見舞い行動をとおしてみえてきた地域の粋が，非日

常の活動である住民運動と病気お見舞い行動を日常の生活の一環として繋いで、いる．

2つ目の事例は，豊島の認可産業廃棄物処分場でおきた産廃不法投棄事件をとりあげる．

病気お見舞い行動に認められた住民の義理の関係性や世間体意識へのこだわりと，産廃問

題を巡る香川県との紛争解決のための住民運動とが，どの様に関わっているのかに着目す

る. (2つめの事例が住民運動をあっかうことから，豊島の人々を住民と呼称する）

1975年 12月に住民の一人（豊島総合観光の経営者）が香川県に出した有害産業廃棄物

処理業認可申請を発端として，住民は認可反対の署名を携えて県に陳情したことから県と

の紛争に発展している．産廃処分場を巡る県との紛争は，県が業者にたいして産廃処理業

を認可したことで挫折する（1978年）．その後住民運動は長い停滞期に入り， 1990年に業

者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）違反で摘発され，産廃搬入が止まるま

で続くことになる．業者の違法な操業が摘発されるまでに，有害産業廃棄物を含む産廃 56

万トン（汚染土壌を含めると 65万トン）が豊島産廃処分場に搬入される．その撤去を巡

って弁護士らの支援を得て住民運動は活性し，2016年に産廃島外撤去の完了という経過を

辿る．（以後，豊島総合観光の経営者を業者，香川県を県と略記）

1977年に住民が住民運動をおこす直接の契機ともなる知事発言がある．知事自ら反対す

る豊島住民を説得するとして，住民を前に演説し後々問題になる「豊島の人のこころは灰

色かJ発言がとびだした．住民は知事の「豊島の人のこころは灰色か」発言を，自分たち

の体面（＝世間体）を傷つけるものと捉え，知事の謝罪を問題解決の最終目標とした経緯

がある．住民運動の事務を担い， 1999年に県議会議員に当選した石井亨の著書にも，住民

の世間体に拘る様子が認められる．石井が 1983年にアメリカでの農業研修から豊島にも

どったとき「親のできが悪いから息子が帰ってきたと世間から言われるのがつらい」と父

親の語りが記されている（石井： 174).

産廃問題を巡って県と闘う住民が勝ち取ったものはなにか． 住民は世間体に拘り，面

子がたたんと表現するが，実はそれはこの国に暮らす者の人権に関わることなのではない
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か．このことが豊島産廃問題に内在していた大きな課題であることを，支援した中坊公平

弁護士は「国民主権の実質化運動j （中坊： 172）と記している. 13人もの弁護士たちが

7年もの期間，報酬なしで問題解決に奔走したのは，国民の権利を確認する闘いという陰

の課題があったからである（第E部）．

現在，豊島では，闘いの後の次なる地域活性へむけて幾つかの動きがある．そのなかで

も，公害調停が調印され産廃撤去が本格的に始まった 2003年から，産廃問題に関心をも

っ企業の従業員たちが，ボランティアとして豊島の荒廃した農地を緑化する活動をスター

トさせ毎年豊島に来るようになった．ボランティアらと地元住民との橋渡しをするUター

ン者も出てきた．外部からの若い人たちと協働する地元住民との中から，これまでの血縁・

地縁とは違うグルーフ。が生まれている．その動きを本論は3つめの事例としてとりあげる

（第E部）．

2.本論文の論点

フィーノレドとする豊島は瀬戸内海にある離島であり，地域社会としては離島ゆえの社会

的課題を内在している．また， 1975年から産廃問題で県と紛争している地域社会であるこ

とを背景として，本論の論点を整理すると大きくは4つ考えられる．

【論点その 1]

豊島には，産廃問題勃発以前から，住民は外部からの様々な圧力に対しその都度車L擦を

乗り越えて地域社会をつくってきた履歴があった．豊島の先人たちは，戦前の義理の論理

を社会規範とし，世間体意識に拘ることで共同体社会を維持してきた．義理や世間体意識

は伝統として今に受け継がれている．病気お見舞いも地域のしきたりの一環として受け継

がれていることに注目している．

豊島が抱える社会的課題の一つに医療体制の不備がある．人々は病気や怪我の治療のた

め入院するが，豊島にあっては，単に個々人の問題だけではない社会的な関わり合いが顕

在化してくる．本論文では，普段によく見られる行為でありながら，実は社会的行為とさ

れるような病気お見舞い行動をとおして，住民が拘っている世間体意識や義理の関係性に

ついて論議する．

－なぜ病気お見舞いなのか

住民が拘っている世間体意識や義理の関係は，何らかの契機によって顕在化する類の規
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範意識である．代表的契機としては日本の贈答慣習があげられる．日本の贈答慣習といえ

ば中元・歳暮があるが，地域社会を領域とした人々の関わり合いを探る手段としては，交

流範囲が広すぎて適切で、はない．地域性が高く社会的行為でもある病気お見舞い行動を事

例とすることで，個々人相互の関係性や地域における社会的関係までもが明らかになると

考えられる．

住民はp 病気お見舞いしなければならない関係性がある人の入院を知ると，入院先を訪

れ互いの関係性を確認しあう．たとえ相手が島に帰ることがなく，二度と会えない状況に

なっても対処できるように配慮しているのである．豊島の病気お見舞い行動に注目するこ

とは，地域の日々の暮らしのなかでの人々の繋がりを，考察することになる．交わすべき

時に病気お見舞いを交わさないと世間から浮いてしまい，地域共同体の一員としては同調

しない変り者扱いの恐れがある．義理の関係性や世間体への拘りは，第E部の事例である

産廃問題に関わる住民運動へと人々が行動する要因に連関してくると考えられる．

【論点その 2)

なぜ産廃問題が地方で顕在化するのかについて，いくつかの構造的要因がある．

a）産廃処理場許認可権が国政の委託事務であることから，法的条件が整えば認可すること

になり，地方の事情が反映されない．特に当該地域の事情を考慮することは考えられない．

残念ながら，環境アセスメントなど環境に関わる法的規制は 1986年に施行され，瀬戸内

海国立公国内の豊島産業廃棄物処分場の認可は 1978年のことで、あった．

b）法的にも産廃は広域移動が可能だということ．

一般廃棄物が行政区を越えての移動が認められないのに対し，産廃は専門処理業者への

委託が可能となり，処理事業者の経営する産廃処分場へ広域移動が頻発することになる．

法的課題は，豊島の産廃処分場の問題に中央（国政）が関わることで解決されることにな

った後，産廃に関わる法律は排出者責任が厳密に間われる方向に改訂されている．

c）産廃処分場認可には法的処理されながら，紛争がおきると地域固有の問題とされる構造

的要因がある．またその解決には，地域住民が産廃処分場に関わる問題を共有し，解決に

は住民の結束した取り組みが出来るか否かが課題となることは飯島伸子の指摘するところ

である．特に不法産廃に対しては，産廃排出業者，運搬業者，処理業者，地権者などの確

定や被害の確定など，産廃問題解決の困難性を指摘する先行研究者は多い．豊島産廃問題

は，県の認可処分場でおきた不法投棄事件であったことで，紛争の相手方が既に確定して
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いた．相手方の確定していたことで，時間は 25年とかかったものの解決することができ

たと言える．

【論点その 3)

豊島の住民運動の生成停滞，活性のダイナミズムに注目する．

住民運動を論じる原田峻は，地域社会における「住民運動j と「市民運動」との連続性

にふれ，それぞれの運動組織は他の諸団体と互いに共存し補完していることを示唆してい

る（原田 2010: 126) .原因は，社会的規模の大きい地域社会では，住民運動による問題

解決するにしても，地域の諸国体との補完的関係を重要視することで目的を達成しようと

することに注目している．原田の示唆にもあるように，フィーノレドの社会規模によって住

民運動が辿る経緯の違いをみることができる．離島という閉鎖的空間の中での住民運動に

は凝縮された濃密な人的関係が介在することから，住民運動は状況の変化によって大きく

振幅する構造的要因を内在させている．豊島の住民運動のダイナミズムには，離島という

地理的要因の他，社会的・文化的要因が大きく関わってくると考えられる．豊島の地域社

会に埋め込まれた義理の関係性は，暮らしのなかで再確認されること住民の結束を強化す

るように機能する．同時に世間体意識は行動規範として互いに同調する機能を担う．しか

し，義理や世間体意識は住民を住民運動へと駆り立てもするが，住民運動の停滞要因とし

て住民の行動を抑止する方向へと向かわせることにもなる．

住民運動の定義について，早川！洋行は多くの論者の意を包含して「住民運動とは，地域

固有の社会問題に対して，階層や職業属性を越えて地域の人々が起こした自発的で組織的

な集合行動であるJと述べる（早川 2007:29）.豊島の事例と早川のフィーノレドで起きた

産廃処分場を巡っての地域紛争とは類似性があり，早川の定義は豊島の例にも対応できる

ものであると考えられる．だが，住民運動の生成，停滞，活性の要因を，義理の関係性や

世間体意識に求めたことが，早川！とは異なるところであり，本論文の意義といえる．

＜産廃問題解決の図難性について＞

。住民運動には，成立過程によって4つのパターンがみられる．

①住民有志団体が中心．②新住民と地っき住民が異なるグループ。を形成しながら互いに

補完関係を築く．③地域自治会が中心．④住民と専門家と行政のネットワークの形成

①のパターンは奈良県下の産廃問題にみられる．「奈良ゴミの会JのHPに記事には，住民
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有志が団体をっくり奈良県へのクレーム申し立てをしているものの問題解決に至らず，

住民運動をしようという呼びかけがある．

（孟盤11://wVv¥V1J(C弘主e.i2I～k・okutEn1./genfou.ht血）

②の例．山梨県明野町の住民運動がこのパターンにあたる．産廃問題に注目している寺田

良ーは，公共的関与型産廃処分場建設（県が環境事業団体を建設主体とする施設）認可

に対して，県と住民が 10年以上に渡って紛争し，認可を阻止して紛争解決した事例を

分析している（寺田 2006).

③の例．豊島の例にみることができる．行政の一方的な姿勢に対抗手段を見いだせないま

まに反対運動は挫折し産廃処理場が稼働した．その後，住民運動は停滞したが，外部か

らの弁護士の支援を得て住民運動を活性させ問題解決に至った． リーダー不在でスター

トした住民運動がどのようなプロセスを経て問題解決にいたったのか．住民がなにに拘

って県との紛争を闘ったのかについて第E部で考察する．

④の例．滋賀県栗東町の認可産廃処理場の増設を契機として，住民と県・事業者との間に

起きた紛争である．この事例を分析した早川洋行は社会学者として，また住民として紛争

に関わり合い，行政との対話をすすめているものの， 10年がたつ今も解決にはいたってい

ないという．

これら 4つの住民運動生成のパターンでは，解決に至った住民運動ですら 10年以上の

期間を闘いに費やしているという状況があり，産廃問題解決の困難さを示している．

【論点その4]

ポスト住民運動期の地域活性に向けた新たな粋の創生へのあゆみに注目する．

住民運動の目的が達成された後，豊島では地域社会の活性へ向けて幾つかの事業がはじ

まった．そのなかでも，豊島産廃問題に興味をもった企業のボランティア活動に注目する．

帯谷博明は地域再生を多義的としながらも，それを「住民や自治体が主体となって，環境

破壊などの主として地域外部からの作用によって大きな変容が生じた当該地域の住民生活

や生活環境の復元を行い，広義の地域の発展をめざす」（帯谷 2004:14）と定義している．

豊島は帯谷が指摘する地域外部からもたらされたゴミ紛争に巻き込まれ，著しい環境破壊

が起きた地域である．人々の願いは帯谷の言う「地域再生」にあることは明らかである．

しかしながら，地元経済が産廃の風評被害で壊滅状態であり，過疎・高齢・少子と疲弊を
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深める状況下では，経済生活や生活環境といった社会環境の復元が含意されている「地域

再生」は困難と考えられる．豊島の人々の精神的な活性をはかり，新たな発展の方策をさ

ぐることが近未来の豊島を描くことになると考えられる．本論でいう「地域活性j とは，

なんらかの複合する社会的要因によって，疲弊を余儀なくされた地域の住民が，外部から

の支援を契機として精神的な活性をはかり，新たな地域発展のスタートの緒につくことを

いう．

伝統的地域社会の粋で連帯する地域では，従前の血縁・地縁に依拠して張り巡らされた

紳は，ときには自発性を阻害する要因にもなる．地域活性には，本来の行動の自由度を高

めるような新たな関わり合いが求められる．

3.本論文の構成

本論文は3つの事例をベースに，第 I部，第E部，第皿部の 3部で

第 I部で、は，地域社会の粋のありかを探る．内容は3つの章で構成される．

第 1章では，戦前戦後の豊島の地域社会が辿った変容を，豊島の社会史と考察する．離島

という生活環境にあって，外部からやってくる人や物に対して住民が経験する葛藤に注目

している．

第 1節 豊島の概要一一離島での生活のリスクを確認する．特に医療体制の不備は暮ら

しへの影響が大きく，人々が病気お見舞いに拘る要因になっている．

第2節 「豊かな島」一一先人が築いた伝統的地域共同体を基底にした自給自足の暮に

注目している．

第3節 「福祉の島J一一戦後，福祉六法の措置対象になる社会的弱者のための社会福

祉施設がつくられている．

第4節 「産廃の島J一一産業廃棄物の不法投棄問題が発生した．有害産業廃棄物の野

焼きによってダイオキシンが発生し，住民の健康被害が予測され始めた．

第2章．病気お見舞い行動で再確認される義理という粋

地域社会が，なんらかの危機的状況に遷遇したときに求められる住民結束のカギともな

る義理を媒介とする粋のありかに注目している．離島という生活環境にあっては，病気に

なることは個人の問題にくわえて住民相互の社会的関係性を顕在化させることに注目し，

地域社会に張り巡らされた粋のありかを病気お見舞い行動を事例として考察する．

第 1節では，戦前の道徳として絶対的社会規範で、あった義理の論理が贈答慣行といかに
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結び、ついたのかに注目している．

第2節では，義理に付随するお返しに注目して3 義理の変容を考察．

第3節では，生活に組み込まれた「病気お見舞い行動j を調査票と事例の分析をとおし

て，地域社会に張り巡らされている幹のありかに注目している．

第4節では，住民相互の関係性を規定している義理が媒介する紳の役割に注目している．

第3章．暮しのなか埋もれている「世間体Jというもう一つの粋をテーマに，豊島の人々

が拘る世間体の意識を病気お見舞い行動の事例分析をとおして考察する．

第1節では，準拠集団としての世間と病気お見舞いに関わる世間について考察する．

第2節では，事例をとおして，「世間体」を意識する豊島の特徴的な関わりあい明らか

にする．

第E部は，豊島の産業廃棄物処理場を巡って起きた社会紛争を事例とする. 3つの章で

構成される．

1章では， 日本最大の産業廃棄物不法投棄事件の公害調停成立にいたった一連の豊島事件

の経緯を住民運動の流れに沿って検証する．住民運動の展開の過程を 3つのステージに

分けて，その期の特徴を明らかにする．住民運動の生成から挫折の経緯を第一ステージ，

停滞期を第二ステージ，活性から解決への過程を第三ステージとした．住民のこだわる

義理と世間体意識を分析枠組みとして住民運動と住民の関わりに注目している．

2章では，公害調停の場に委ねられた不法投棄廃棄物問題解決の過程で見えてくる各アク

ターの力関係に着目して考察する．本章は2つの節からなり， 1節は各アクターの特徴

を捉え， 2節ではそれらの各アクターの力関係に着目して解決へのコースを明らかにす

る．

第E部のまとめ．住民が県に求めたのは，産廃の島外撤去だけではなく，知事の謝罪だっ

た．県との紛争の直接の引き金になったのは知事発言による，住民の世間体が傷ついた

ことによる．住民に対して強硬姿勢をつらぬく県は，交渉の過程でさまざまの踊しの手

法を駆使して住民の主張を抑え込もうとし，住民は戦略的住民運動を展開し世論の支持

を味方にして日本で初めて公害調停成立を勝ちとった．

第皿部はポスト住民運動期における地域活性への方策を考察する. 1章と 4つの節で構

成される．
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第 1章では，地域活性化への多様な試みとして 3つの事業に注目する．そのうちの 1つで

ある住民の自発的活動を誘発した事例をとりあげる．地域活性の方策としての CSRの

有効性について事例分析をもとに考察をすすめる．

第 1節では，地域活性の試みの 3つの事業について検証する．

第2節では，地域活性の方策としての CSRの有効性に注目する．

第 3節では，ユニクロボランティアたちと住民との協働の事例を検証する

第4節では，新たな展開として，企業従業員と住民との関わり合いに注目する．

第軍部のまとめ一一ー企業の CSR活動は，本業とは関わりのなかった周縁地域においても，

あらたな発展を誘発し住民との粋の生成も可能で、あるこことに注目する．地域社会が疲

弊から活性へ舵をきったとき，単に経済的充足を求めるだけではなく，修復された個々

人の世間体を保持しつつ，よそ者の支援を受け入れ元気に暮らし続けられる新たな活力

ある地域社会の創造には，住民は更なる行動を求められている．

終章 自立への歩み

本論文の各論の総括．特に住民が拘りつづ、けた義理と世間体意識と本論文の3つの事例

の相互関係についてまとめて総括する（第 1節）．豊島の人々が近未来に向かつて，どの様

な歩みがあるのかについてまとめる（第2節）‘

豊島の住民が，先人から引き継いだ豊かな地域社会は諸々の社会的要因によって衰退し

たが，意志に反しての産廃処分場の受け入れで「産廃の島」となった．しかし，住民は産

廃撤去に向けての住民運動の過程で，生活を守る意味に気づき，県への依存関係（義理の

関係）から自立してきた．住民運動は住民の自立の過程と捉えなおされる．

本論文は戦前・戦後・現代という時の経過のなかで，豊かな地域社会が辿った疲弊から

活性というダイナミックな変遷の過程で住民が遭遇した出来事に注目し，住民が拘る義理

と世間体を分析枠組みとした地域社会学的研究である．
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第 I部地域社会にみる粋のありか

住民がどの様にして地域社会を築いてきたのかに注目し，地域社会をみるうえで病気お

見舞い行動を事例とした．事例検言すからは，義理と世間体意識を媒介とした社会的幹が地

域社会の内に広く張り巡らされていることが認められる．義理と世間体という社会規範は，

第E部で、あつかう豊島産業廃棄物問題の解決のための住民運動にむかう住民の支えにもな

る．

はじめに

1995年から諸事情（老親の世話）で奈良と豊島を行き来するようになり，住民との交流

がはじまった．既に豊島では産業廃棄物処理場をめぐる香川県との紛争に関わる住民運動

が始まって 20年が経っていた．筆者も老いた両親の代わりに，住民運動に参加するよう

になった．香川県議会議員改選期には，香川県議会に住民代表を豊島から送り込もうとい

う機運が盛り上がった．筆者は「豊島をよろしく」というパンフレットをもって，近隣の

小母さんらと共に小豆島での個別訪問に参加した．地域に残る産業廃棄物撤去の目途も立

たないなかで，小母さんたちの表情は明るかった．運動に駆り出される苦労話などおくび

にも出さず，どう票読みしても勝てない選挙をしている様子ではなかった．結果は豊島住

民の票（約 1000票）に小豆島（約 6000票）の票が加算され，住民運動事務局の若者は当

選し，その後県会議員を 2期務めた．

豊島の生活状況はどうかというと，ダイオキシン汚染の風評被害で、捕った魚も育てた野

菜も売れず，行政を闘いの相手としている関係で公共事業の受注も少なく，地域経済は壊

滅状態になっていた．さらには歯止めのかからない人口減少と住民の高齢化も加わり地域

社会の状況としては疲弊を深めていたといえる．しかし，出会う住民は穏やかに日常を暮

らし，住民運動への参加も日常生活の一環のようになされていた．そこに起きたのが義父

の骨折入院を契機とした一連の病気お見舞い行動だった

豊島の病気お見舞い行動は，当該者相互の関係性に止まらず，当該者の体面にも連関す

るような事柄であった．また，病気お見舞いを契機にして，地域社会での互いの役割の再

確認ともなっていた．言い換えれば，豊島の病気お見舞い行動は，地域社会に埋め込まれ
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た社会的粋を顕在化することになった．病気お見舞い行動の詳細な考察は，地域に広く張

り巡らされた粋を明らかにすることになると考えられる．病気お見舞いに限らず，住民と

交流していると「義理が悪いj「体裁が悪い」「面子がたたんJとしづ言葉をよく耳にする．

筆者は，住民が義理とか世間体に拘っていることに注意をはらって付き合うようになった．

住民運動への参加の時にも，「あんた 来たんか よかったなあ」と顔見知りの住民が声を

かけてくれる．筆者のイヱの嫁としての義理をはたし世間体が保たれた場面である．

豊島の病気お見舞い行動の詳細な考察は，住民が拘る義理や世間体にも連関し，地域社

会のあり様があきらかになると考えられる．ひいては，義理や世間体への住民の拘りは，

本論2つ自の事例である豊島産業廃棄物問題に関わる住民運動への結束に関連してくる．

住民が築いてきた地域社会は，どのような経緯を経てきたのか．第 I部では，豊島の概

要を含めて，豊島に貼られた 3つのラベルにそって，豊島の社会史として時系列で検証す

る（ 1章）．次に贈与と返礼が付随する「病気お見舞い行動Jの契機や相手を調査デ｝タを

検討することで，住民の拘る義理の論理について考察する（ 2章）．病気お見舞い行動のも

う一つの側面として世間体を意識する住民の拘りについて考察する（ 3章）．

病気お見舞い行動を事例とすることで確認される社会的粋は，地域疲弊の要因ともなっ

ている産業廃棄物処理場を巡って香川県と闘う住民結束の手段に連関し（第E部），さらに

は疲弊する社会の活性へと歩む住民の拠り所となっていることにも連関してくる（第亜部）．

（以降，産業廃棄物を産廃，香川県を県と略記する）
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第 1章豊島の社会史

［認LlJ

図 1 豊島の位置（パンフレット「豊かさを問うからJ転載）

「ほしやほしゃにぎりめしほしゃ星の数ほどゴマ塩ふって 富士の山ほど味噌

つけてほしやほしゃにぎりめしほしや J

「あぶのたかやまに振袖きせて あぶの もひちに嫁にやろ」

（あぶ＝地区の名 たかやま＝あぶ地区にある石の山 もひち＝あぶ地区に住む名家）

(2000年収録，豊島85歳女性）

豊島に伝承されている 2つの唄がある．一つは田植えの時の唄で、あり，二つ目はあぶ地

区の金持ちの家を揖院議した唄である．戦前の豊島の穏やかな暮らし振りが表れたなんとも

おおらかな唄は，豊島のイメージを伝えてくれる．

20世紀後半，豊島におきた産廃問題によって，豊島は産廃の島とのイメージが一般に共

有されるようになったが，豊島はもともとその名の通りに稲作の盛んな島として明治期よ

り栄えた地域で、あったa 上記の唄はそんな豊島をよく表している．

第 1節豊島の概況

豊島は離島振興法の対象となる離島（県庁所在地と陸続きではなく，過疎化が進んだ有

人島）ではあるが，一般的な離島のイメージとは違い，近隣の都市部へのアクセスは船便

利用で40分前後であり，都市部への通勤も十分可能な島である．しかしながら， 1970年

代に車を搭載する大型フェリーが就航するまでは，電動発動機っきの客船しかなく，島外

への交通は困難だ、った．大正6年生まれの義母は，「（船で海を渡るのが）こわくて，娘時

代は島から出たことはなかった」と語る．
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｛島と本土との交通環境｝

＊小豆島フェリー

岡山県宇野港発－40分一豊島家浦港－10分一豊島唐櫨港－30分一小豆島土庄港着

1日6便最終便一宇野発 rn:25分

料金宇野～家浦人 750円・普通車 5240円・自転車300円・小荷物 500円

＊豊島フェリー

豊島家浦一高松港（祝祭・日は休み・）

所要時間 70分一日朝夕の 1便のみ 料金人 1000円 普通車5700円

＊海上タクシー（高速艇 10人乗り） 6000円（20時～ 8時 50%増し） 所要時間 30分

＊水口運送店一貨物運搬専用船一日 1便

豊島唐橿港一小豆島土庄港 料金荷物 1個 300円

＊豊島～高松間の高速艇（豊島フェリー）

家浦と高松を往復所要時間 30分料金 1300円 曜日によって運行時間が異なる．

一日 3便～ 5便

近隣の都市への交通費は玉野市へは往復 1500円，高松市へは 2600円の出費となり，陸

上の交通機関利用料金より割高となっている．また，船の利用は天候に左右されやすく，

春は瀬戸内海特有の霧，秋は台風による警戒警報が発令されると止まると人も物も交流が

途絶える．特に小型の高速艇は天候の影響を受けやすく，乗客は怖い思いをすることがよ

くある．

物資への運賃の加算は，いわゆる離島価格といわれる要因になる．食料品を例にとると，

牛乳 10本を小豆島の牛乳販売店に頼むにしても 300円の運賃がかかる．牛乳 1本につ

き30円が物価を押し上げる要因となる．特に日配品への影響が大きい．

医療にも思わぬ影響をもたらす．豊島診療所で午前中に診療を受けないとその日のうち

に薬がもらえない事になる．薬は診療所からの連絡を受けて，小豆島の町立病院から 4:

40分の船で運ばれてくる．したがって，住民は午前と午後の 2回診療所に足を運ぶことに

なる．高齢者にとって負担が大きい．

2010年まで，島内の公の交通機関はなかった. 3つの集落に分かれて暮らす住民は，文

教地区となっている家浦地区まで歩いて 40分～60分かけて出かけてくる．タクシーの営

業もあるが，定額料金制をとり集落から港まで 1300円と割高料金となっている．

瀬戸内国際芸術祭（2011年）後は周囲のシャトノレパス（マイクロパス）が一日 2回走る．
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｛医療体制】

島内には入院施設の整った病院がなく，入院加療は必然的に島の外に出ることになり，

当該者はもとより支える家族の負担も大きい．

・豊島診療所（家浦地区）があり，土庄中央病院から医師が派遣されている．風邪，高血

圧などの投薬など簡単な医療に対応するが水・土・日は閉院．前述したが，午前中に受

診しないとその日のうちに薬が貰えないシステムとなっている．

• 2002年から公民館に週一回歯科医が高松から来て診てくれるようになったが，医療器具

の不備（レントゲンなど）で簡単な診療しかできず，本格的治療は高松市の本院に行か

ないとできない．

－緊急医療体制ー岡山の川崎医大のドクターヘリでの緊急搬送エリアになっている．

・日常的には，救急搬送手段として海上タクシー（高速艇）を利用するが，運賃の半額が

町から補助される（往復代金 1.2万円，夜間・ 20時以後 50%増し）

＜入院治療の現状＞一一島で暮らせない社会的状況がある．

病気や怪我による入院治療は，島内外で暮らす親族にも大きな影響を及ぼす．特に入院

治療する場合，世話する家族が豊島にいるか，いないかで、状況が変わる．

世話する家族・親族が豊島以外に住む場合は，その近くの病院に入院する場合が多い．

すると住民はお見舞いに行けなくなる．それは，日常の付き合いが途切れることを意味す

る．もし島を離れた入院者との間に「お返しj しなければならない事情がある場合は，「義

理が悪いJ状況になる．「病気お見舞いの品（金封を含む） j は郵送ではなく，病院に行き

本人と顔を合わせるか，又は付き添いの者に預けるなどと，守らなければならない規範が

ある．しかし，在宅で療養する場合は，重病でもない限り病気お見舞いはされていない．

入院治療にのみ病気お見舞い者が訪れるのが豊島の慣習である．

通院や入院治療をすることは，本人にとっても家族にとって危機的状況になることは豊

島に限ったことではない．しかし，豊島が離島という状況下で、は違った様相を呈する．ま

ず，通院の場合でも，船便の時刻に左右され，高齢者が船にのることの身体的負担も大き

い．通院時の負担を考えて，高松や宇野の病院に入院するという，いわば社会的入院が豊

島ではよくおきる．
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図2は豊島の人が病気になることでおきる生活の変化を表したものである．

図2 病気になることで変わる暮らし

＊病気になることでおきる経済・社会的問題

救急医療一外科医療体制がないので，船での救急搬送か救急へりを利用するしかない．

例えば，夜間に子供が発熱しても島外の夜間診療にかかるまでに 3時間をみておく必要

がある．

・金銭的負担一家族の交通費などのほか お見舞い金やお返しの負担などがある．

－退院後の療養生活を送るにしても，生活の自立，リハビリ・投薬・病後管理などの問題

から在宅療養が出来なく，慣れた環境から離れざるをえないことになる．

－老人・病弱者の自立生活支援状況の厳しさ．

（例）介護度5のケアプラン 身体ケア週 3回1時間 デイケアサービス利用週2回

島内にヘルパーがいなくはないが，介護対象者が多く必要なニーズを満たせない事情が

ある．小豆島からヘノレバーに来てもらうにしても，船便利用による時間的制約があり，融

通性がないなどの問題が指摘されている．
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く三つ集落の特性＞

図3 豊島地図 2 （国土地理院製作地図から転載）

豊島には甲生地区，唐橿地区，家浦地区の 3つの集落がある．島の中央に標高 399mの

壇山があり，島の水源地となっている．歴史の流れの中で，地区ごとに栄えた時代のずれ

があり，その時代の主たる交流先の経済的繁栄にも関係する．

3地区の位置関係は図 3を参照されたい．

（イ）甲生地区

江戸末期から明治・大正と最初に栄えた地区で，高松市に面して集落がある．

県指定の文化財「片山邸Jがあり，付近には「ネ申子ヶ浜」の名を持ち神話が伝承されて

いる海岸がある．海上には，源平合戦の舞台となった屋島が近くにあり，平家落人狩りの

伝承が残されている．

「堆も鳴かずば 撃たれまいJとの伝承がある．平家の落人が逃れてきて隠れ，その時

に維が鳴いたことで落人は撃たれてしまったという．だから，豊島には維がいないと伝承

されている．

高松港～甲生港の航路があったが早くに廃止になり，殆んど世帯数の増減のない地区で
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ある．江戸の末期に直島から移り住んだ片山家が開いた地域で明治期は地区全域が片山家

の所有で、あったという．片山家は江戸～明治期に九州から丸太を運び豊島で製材し江戸へ

運搬することで財をなし，豊島の「島四国J（八十八か所の札所を配置）を開いた（豊島村

史から）．

（ロ）唐櫨地区

漁業を生業とする住民が多く暮らす．漁港は小豆島に向いている．

本州・四国・小豆島に向いて大阪・四国間で海上交易が盛んに行われ，唐橿港が歴史的

には最初に開けた．キリシタン大名高山右近が小豆島に来た折，唐権の浜に上陸したとい

う．弘法大師が来島のときも唐橿の浜に上陸し 弘法大師ゆかりの「八幡さんの清水j が

あるのが壇山の唐権側斜面である．唐橿の岡地区は，豊島で最初に人が住み着いた所であ

り，それは瀬戸内海の海賊から逃れるために，海岸を避けたといわれている（豊島村史）．

（ハ）家滞地区

岡山県に向いて港が開いている．昭和以降は家浦地区が栄えた．昭和 60年代に大型フ

ェリーが接岸できる港に改修されてからは，海上交通の拠点となった．

唐植地区から見ると方向が裏にあたるので家の裏ニ家浦との由来であるという．大正時

代に対岸の岡山県宇野港との海路が開設され港が整備されてからは「家浦千軒Jといわれ

るほど人口が密集し，食品店，銭湯，豆腐屋，米屋，洋服屋，飲み屋，料理旅館と集落の

機能が充実していた． しかし 1960年代に入り人口の減少とともに次々と廃業していった

という．現在は食料品店のみが営業している状態である．戦後は家浦地区が島の文教地区

になっており，小・中学校，公民館，土庄町支所，郵便局，農協（各種銀行の窓口），漁協

がある．

ちなみに，産廃を運ぶダンプカーは家浦港に接岸した船から産廃を積み込み，家浦地区

の通学路や生活道路を通って， 10分位の岬の産廃処分場に産廃を運んだ．集落内の生活道

路は普通車一台が通れる道幅しかなく，人と車がすれ違う時は危険を感じるほどで、あった．

｛教育機関｝

図4は離島年報から作成したグラフである.1975年は産廃処分場が申請・稼働した年で

あり，その後の 20年間で児童数は激減している．

それはとりもなおさず生産年齢層の減少を意味する．家浦地区が文教地区となり，保育

所，小学校，中学校がある．今のところは，学級編成は単式だが，今後児童数の減少が続
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図4 児童数の推移（離島統計年報から作成）

くようなら，複式学級や，小中

学校の統合も視野に入ってくる

と住民は心配する

産廃を運ぶダンプカーは家浦地

区の生活・通学路を通って処分

場へ行くため，通学する子供た

ちの安全が脅かされる状況が

1975～1990年のまで続いた．

1985年ごろから子供の暢息が多くなり，産廃による公害が心配され始めた．

・高校進学の場合は小豆島の土圧高校が唯一通学できる範囲にあり，その他は四国か本州

の高校に進学し，子供たちは下宿生活をすることになる．しかし，家浦一高松聞に高速艇

が就航するようになって（1995年以降），近年は高松市内の高校への通学が可能になった．

しかし最終便が 18時なので部活動等の学校生活には影響がでる. 1985年のデータだが大

学進学率が 70%という数字がある（離島年報から） . 10人のうち 7人が他県の大学へ進学

し，卒業後に地元へ戻るにも就職先がない現状（産廃問題で地元産業は壊滅状態）にあっ

ては，地域の過疎化を推し進める要因のーっとなっている．

【人口の推移と土地利用の推移にみる地域社会の衰退】

昭和の大合併時（1953年）に豊島村から香川県小豆郡土庄町に併合され， 2011年に

は 1044人が暮らす．戦後の 1950年 3626人の最盛期に比べると，三分のーに人口は減

少している．また，人口動態を高齢化率でみると 1995年 36.7%だ、ったものが 2005年に

は 43.7%と，近年の 10年間で高齢化率は 10%増加している（国政調査統計資料から）．

2008年には 45.3%という数値が出ている. 2008年の日本の高齢化率 22.1%と比較する

と2倍以上の数値となる．
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図5 豊島の人口推移（豊島村史・離島年報・国政調査統計資料・豊島公民館たよりから）

図5は，豊島の人口推移を示す．明治24年（1891年），明治 45(1912年），大正9

年（1920年），昭和 5年（1930年）の戦前の人口を参考値と挿入しである．戦，前の人口

推移と戦後 1950年からの人口推移を比べると，戦後の減少傾向が顕著である．本土との

交流が限られていた戦前の豊島の自給自足的経済にあって， 3000人前後の一定した人口

を養える豊かな島であったことが裏付けられる．

250十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…

150÷一一一一一一一·－－~メー…一一－~·一一一一一－ －耕地面積

幅一・田

由骨・畑

…樹園地

図6 土地利用状況 （離島年報・国政調査資料から）

図6は豊島の土地利用状況である．人口の推移と同じように 1975年から下降し 1981年

には一時上向くが，その後は限りなく下降している.1985年に耕作地が広がったのはイチ

ゴのハウス栽培が始まったのが要因と考えられる．現在6世帯がイチゴ栽培をしている．

しかし果樹園や田畑の荒廃の拡大を抑止するには至っていない．
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図4，図5，図6の3つのグラフと高齢化率を総合すると，人口減少とともに少子化・

高齢化が進み，田畑の荒廃がひろがり地域社会の衰退は 1970年代から進んでいたことが

認められる．

数値にみる地域衰退の状況は，過疎の問題をかかえた周縁地域にも同様におこると考え

られる．しかし，豊島では瀬戸内海国立公圏第二種指定地域に産廃不法投棄事件（豊島事

件 1975～2000年）がおき，ダイオキシンによる風評被害がたち第 1次産業が壊滅状態に

なった．地域社会はさらに疲弊を深めてしていったといえる．

以下の節では，戦前戦後を通して豊島に貼られた 3つのラベル「豊かな島」「福祉の島J'

「産廃の島」をとりあげ，豊島の地域社会の歴史的側面に注目する．

第2節 f豊かな島j

豊島に人の住み始めたのは石器群遺跡からみても，紀元前2500年前後まで遡るという．

平安時代（12世紀）の源平合戦の後に佐々木一党豊島様之介が家浦地区に城を築き 24人

の武士が移り住んだ記録が豊島村史にある．明治 45年に書き起こされた豊島村史は，明

治元年からの古文書を精査し， 20項目に分類して書かれた豊島の豊かさの記録でもある．

産業として最初に島の経済を潤したのは戦前に「豊島千軒，石工千人」と言われる豊島石

の生産である．豊島出身の石工たちが皇居の二重橋の造築に関わるなど，石材産業は豊島

だけに止まってはいなかった． 日本各地に残存する豊島石製品の履歴からすると鎌倉時代

にまで遡るという．だが，戦後，安い輸入石に押されて産業としては終息してしまった．

瀬戸内海の島々でも数少ない有人島で、あった背景には自給自足の可能な農・漁業があっ

た．

［農業］

明治期から，豊島の先人たちは湧水だけではなく自ら溜め池を大小 352あまりも作り，

水田面積は一時1200はに及んでいる．唐植地区の壇山から海岸へ向かつて棚田が広がり，

豊島の景観としあげられている．海岸沿いの平地に限らず斜面にも棚田が聞かれている．

また，壇山斜面や海岸地区では柑橘類の栽培が盛んである．大きな溜池の普請には各戸あ

たりの負担金が課せられ，払えない小作人は田を地主に返したり，地主が肩代わりしたり

したとの記述がみられる（豊島村史）．図 5にもあるように，戦前までは人口 3000人前後

の住民の食を賄い，余米を他県に移出し，戦後の食糧難の時代にも「豊島のお接待は白い

米がでる」と伝えられている．終戦直後は復員者とベビーブームで人口は再び3200人台
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に膨らんだが，豊島の壇山の開拓などもあり生産意欲は盛んだ、った．しかし，戦後の消費

社会の到来で，自給自足の経済は成り立たなくなった．現金収入を求めて島外へ移住する

者が増えてきた．それに追い打ちをかけたのが， 1970年にスタートした国の農業政策の転

換による強制的な田の休耕だった．他県に移出していた豊島の稲作は自家消費米のみの生

表1 第一次業の地位とその推移（就業人口比率%）

区分／年度 1960 1970 1980 1985 1988 

第一次産業 32.6 19. 3 10.9 9.3 

第二次産業 29. 2 34 33.6 33 

第三次産業 38. 2 46. 6 55.4 57.5 ー

出典数字は国政調査資料『豊島活性化へのビジョン』引用

産へと縮小されていった．

ただ，豊島の田畑の荒廃は，

国の農業政策だけではなく，

生産世代の島外移住によっ

て，高齢の親世代のみで田

畑を維持することが困難に

なったことも要因の一つで

ある．表 1からは 第一次産業は 1960年 1985年までに急な下降線をたどる. 1988年以

降のデータがないが，この傾向に歯止めをかける要因は今のところ見当たらない．

瀬戸内海の温暖な気候を利用して，みかん類やオリーブの植栽などが壇山の麓の斜面を

利用して戦前から盛んである.1950年に「東洋オリーブ株式会社」が豊島で操業し，その

後は小豆島にも栽培を広げていった．豊島で 13ば，小豆島で 10;tと東洋一と評されてい

る．第E部の事例である CSR活動が荒廃地へのオリーブ植栽から始まっていることと関

連してくる．

【漁業｝

戦前は，瀬戸内海の豊かな恵、みを享受した豊島の漁業があり，鯛や平目の高級魚やワタ

リガニも沢山獲れたという．しかし，戦後復興期に進められた日本各地の港湾の埋め立て

用に，豊島の沖の良好な漁場となっている「瀬jの砂が採取されたことで漁獲は激減した．

さらに産廃処分場問題による風評被害もあって，豊島の魚は完全に市場から締め出されて

しまった．だが，海砂の採取で漁獲高が減ったことに対して補償金が支払われ，一部は漁

業組合預かりになっていた補償金が，産廃反対住民運動の資金に充てられたという事情も

あった．

産廃処分場に近い家浦の海で、ハマチの養殖業を営み，産廃の住民運動の中堅を担ってい

た人は，加害者になりたくない（産廃による海洋汚染さす）と養殖業を廃業した経緯があ

る．近年は，産廃処分場とは反対に位置する麿橿の海で，海苔の養殖が盛んである．
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｛伝統文化】

神社・仏閣のほかに農・漁業の収穫の杷りに由来する豊島石の絢や御堂があり，地

区住民によって守られている．それぞれの記りを地区が担うことでF 地区住民の結束

が維持され，住民相互の関係性の確認の場となる．記りの場では，長老（高齢者）が

もてなされ，中堅が仕切り若手が奔走し，女性たちが台所をまもる．特に，戦後は専

任の神主が島に不在となり，地区の中堅どころの女性が「先達Jとして祝詞や般若心

経，ご詠歌をリードする役割を担うようになった．

現在伝承されている把り一一一戒さん（海の神）．山の神さん（豊島の岡地区に御堂が

配置され地区住民によって守られている）．地霊さん（春の稲作の合間の紀り）．それ

ぞれに紀りの日が決まっていて，その地区の住民が寄って伝承されているお供え物と

祝詞をあげ，会食をする慣習が守られている．近年は澗の守り人がいなくて，伝承の

途絶えた地区もある．

唐櫨・家浦・甲生の 3地区には八幡神社が配地され9 海にまつわる八幡信仰が地元

住民によって継承されている．八幡さんの秋祭りには，「神輿Jと「太鼓J（太鼓をた

たく子供をのせて担ぐ）が住民によってかつがれる．「太鼓jに乗る順番にあたってい

た子供が，その年に一族に不幸があったからと辞退させられ泣いたというエピソード

が昨年おきた．残されている昔の祭りの写真には，ねじり鉢巻きで浴衣着流しの男た

ちが映っていた．

弘法大師由来の伝承も多く，唐橿や壇山の名称も弘法大師に由来する．甲生の片山

氏が明治期に四国 88か所に倣って札所を配地し，拠点に東西南北の弘法大師堂がある．

4月の 21日の大祭には島外から観光パスでの巡礼者が集まってくる慣習が今もある．

その時は参詣者にお接待するお弁当を 200～300食を地区の女性たちが用意する．人

口の減った地区では食事ではなくパンや菓子類で、お接待する所も出てきている．

神社は春日－大社の末社の他，玉姫神社，権現神社が現存している．仏閣は十輪寺，

妙光寺がある．

8月の夏祭りに合わせて豊島盆踊りが披露される．夏祭りには「はなj と称される

寄付制度があり，寄付者名と金額が会場に張り出される慣習がある．張り出しに常連

の名がないと，どうかしたのかと住民は噂することになる．豊島盆踊りの音頭は大正

7年嘗用日記補遺として記録が残っているが，現在音頭を歌えるのは 80歳代になる男

性と 60歳代になる男性（次期継承者）のみである．音頭をとる人は浴衣着流しで右手
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に番傘，左手は帯に置く姿が伝承されている．住民のよる豊島盆踊り保存会が結成さ

れ，踊りの伝承に取り組んでいる．

第3節 「福祉の島J

豊島には保育園の他に知的障害者更生施設，児童福祉施設（乳児院），老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）がある．現在閉校されているが豊島福音農民学校があった．それらは

国家による福祉体制が整わない昭和 10年代に，キリスト者賀川豊彦とその招鳴を受けた

キリスト者らによって基礎が築かれた．賀川は最初の豊島の印象を「豊島は実に面白い島

で，東西南北，ーヶ所として同じ景色を見せてくれなしリ（賀川豊彦全集 24巻： 266）と

書き，昭和 14年 5月5・6日には「海は美しいし，山は緑だし，私は阿武山の麓を去るに

忍びなかったJ(24巻： 280）と書く．同年 6月の記述には「島に棉が植わった．山羊が

玉頭入った．牛が入った．除虫菊の収穫があった．農園もだんだん発展しゃう」（24巻：

284）と書く．賀川iが 1938年に関所した結核療養所「親愛保養農園Jは風評被害を訴える

住民の反対にあって 1939年閉鎖されたが，翌年には「神子ヶ浜保養農園」が関所され，

1941年から終戦の年まで賀Jll自身が結核療養者の世話をしながら暮らしている．戦後し

ばらくは関係者の宿泊場所として使用されたが現在は荒廃している．

都市部で展開されていた賀川の社会事業の多くは戦災で壊滅状態となるが，豊島では戦

後も賀川に招請されたキリスト者たちが閉鎖された神愛保養農園の跡を利用して種々の社

会福祉事業を起こした．賀川が創設したイエス団（社会福祉法人・学校法人）が経営母体

になる豊島神愛館（1946年乳幼児養護施設），豊島ナオミ荘（1990年特別養護老人ホー

ム）と，賀川に招請され京都から来島した寺田徳太郎夫妻が創設した社会福祉法人みくに

園が設置運営するみくに成人寮（1987年知的障害者更生施設）がある.2008年 5月現在，

これらの福祉施設に関わる人々は，入所者総計 134名と職員総計 97名とを合わせると都

J 合 231名を数えるほによって若干の変動がある）．豊島の登録人口は 1116名（2008年4

月現在）であり，この規模の地域社会で 231名もの人々が関与しているこれらの社会福祉

施設の存在は大きいといえる．

住民は，これらの福祉施設の関所説明に集まっては，地域の住環境が脅かされる不安を

顕わにし，開設者らと乳事業をおこした．世間体に拘って福祉施設関所に反対するものの，

しかし最終的には「因った時はみなおなじ」と受容する．車L撲を覚えながらも社会的弱者

らを受けいれたのは，住民が拘る義理が関わってくる．川島武宣は「（義理が）情緒的な結
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合であること．単なる利害の計算や判断によって維持される関係ではなく情緒emotionに

よって維持される関係である．義理は常に一定の仕方で人情とむすびっく j と述べる（川

島 1951).

しかしながら，「赤子も，障害者も，老人も，ゴミも，みんな豊島かj との住民の憤り

を，施設関係者から聞いた．障害者更生施設や老人施設の開設時期の 1980～90年代は，

豊島産廃問題の解決の方向性を見いだ、せない時期で、あった．ダイオキシンによる風評被害

もあって，住民は怒りの吐き出し場所がない状況で、あったと考えられる．しかし，住民は，

葛藤を克服したあとは，施設に米や野菜を差し入れし，金銭的支援をし，盆踊りには入所

者と共に踊る．

豊島は，その昔弘法大師の父の采地で、あったとの豊島村史の記述もあり，弘法大師にま

つわる伝承があり，弘法大師信仰の篤い島である．豊島のキリスト者たちは，村祈祷（住

民総会）では共に祝詞・般若心経を唱和し，教会で賛美歌を歌う．住民はまた，天理教会

の集会に参加し，豊島キリスト教会の講演会に出かけ「良い話を聞かせてくださったj と

感謝の言葉を述べる．そこには節操のないと言う言葉は当てはまらない．住民は，社会的

弱者とされる老人，乳児院の子どもたち，障害者らと「困ったときはみな同じ」といい，

共に暮らす．

産廃問題解決が長引く中で，福祉施設の受け入れには雇用機会の創出という経済的側面

も見逃せない．施設就労者が 97人というインパクトは大きい．しかしながら，これら社

会福祉施設の先鞭はキリスト者賀川豊彦によってなされ，このことは豊島の伝統文化とも

なっている弘法大師信仰とは本来は馴染まないもので、あった．また，就労者が主に女性で

あったことで，主たる世帯収入とは位置づけられなかった．特に伝統的自治組織にあって

は女性の社会的位置づけが低いことが一因にある．それらのことが相乗して，地域資源と

しての社会福祉施設の位置づけが低く 「福祉の島」のラベルは置き忘れられている．

第4節 「産廃の島J

このラベノレは文字通り 1975年から始まった産廃処分場の稼働をうけてつけられたもの

である．調停作業報告の住民大会の会場でマイクを握った中学生が「僕たちは生まれた時

から産廃の島だった．きれいな島をみてみたい」と発言した．その場に立ち会った住民は

「大人はみんな頭をたれたままだった．わしも なんとしてもこれを（産廃撤去）しない

と（子孫と先祖に）顔向けならんと思った」と語る（2010年収録 T 75歳）．

24 



ミミズの餌という条件のもとで運び込まれた産廃は，稼働まもなく大量に持ち込まれ産

廃処分場となり，次に事業者は自動車のシュレッダーダストを大量に持ち込み，金属回収

のために穴を掘っただけの場所で野焼きを開始した．産廃焼却で発生するダイオキシン類

1）による土壌汚染・健康被害が新聞紙上を賑わすようになって，市場は素早く「化学汚染j

に反応し，豊島産の農魚貝類は「毒で汚染されているJと市場から閉め出された．

豊島でダイオキシン被害が予測されだしたのは 1980年代であり ダイオキシンの法規

制は 1999年ダイオキシン類特別措置法であり，約 20年間規制されることはなかった．

表 2 豊島産廃ダイオキシン濃度

ダイオキシン濃度 最高 TEQ 基準値

廃棄物 39ng/g lng/g 

浸出水 28ng/g O.OOlng/g 

沖積層地下水 0.038ng/g 

花嵐岩層地下水 0.040ng/g 

公害等譲停委員会害時査結果 l押さ年（基準（症は追加添付）

表2の数値が示すとおり，豊島の

廃棄物にはダイオキシンが基準値の

約40倍，浸出水は約3000倍となる．

ダイオキシン類は水には溶けにくい

性質がある．ゴミなどの焼却によっ

て大気中に放出されダイオキシン類

が大気中の粒子に付着したものが水

に含まれて水や土壌が汚染されると

いうことになる．人間が大気中のダ

イオキシンの付着した粒子を吸い込み，あるいは汚染水を飲むことで健康被害がおきる．

健康被害としてよく知られているのは，人体に対する発がん性（人工物質としては、最も

強い毒性を持つ）の指摘である．豊島では， 1983年にはシュレッダーダストの野焼きが常

態化し，ダイオキシン類の被害が予測されはじめ，底評被害が顕著になった．しかし， 1980

年代にダイオキシン類を規制する法的根拠はなかった．また，こどもや住民の端息発症に

たいする疫学的調査はされず，被害は確定されていなし、．

県庁からも見える豊島処分場の黒煙をしりめに，香川県は「適切に運営されている」と

の答弁を変えることはなかった．産廃処理場申請の段階から，県庁に異議を申したてて「住

民エゴJと誘られ，条件付きながらも受け入れさせられ，つけを払うのは住民たちである．

住民の一人でもある産廃事業者は 15年間にわたって有害産業廃棄物を持ち込み「産廃

の島j のラベルが貼られた．住民は有効な阻止手段を見いだせないまま住民運動は停滞し

たものの反対姿勢は分裂することはなかった．住民を結束させたのは先人たちが共同体を

維持する規範とした従前の義理の関係であり世間体を意識する社会的規範であった．しか

し，住民運動の停滞・活性の要因になったのも義理と世間体という 2つの社会的規範であ
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った．

1993年には，住民は弁護士の支援を受けて公害等調停に申請し， 2000年には調停成立

し，産廃は島外撤去と決まり，産廃問題は解決の糸口をえた．しかし産廃撤去は 2012年

までかかる事業であり，関連施設の撤去をおえて産廃処分場が住民に返されるのは 2016

年である．住民は産廃撤去作業を監視しつつ，疲弊した地域の活性にむけて一歩踏み出し

ている．

産業廃棄物問題の詳細は本論H部の事例として考察する．ポスト住民運動期の豊島活性

化への歩みは第 E部の事例としてとりあげる．
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第2章 「病気お見舞い行動Jで再確認される義理という幹

本章は，離島という生活環境にあっては，病気になることは個々人の問題にくわえて住

民相互の社会的関係性が可視化されることに注目する．先人が住民結束の手段とした従前

の義理が豊島の暮らしおいてどの様に継承されているのかに注目し，病気お見舞い行動を

事例とする．

2002年，「豊島Jに住む 85歳の義父の骨折入院で贈られた 115件の「病気お見舞しリ

と退院後の「快気祝いj の一連の流れを簡近に経験した．それは筆者が抱いていた「病

気お見舞しリのイメージを覆すものであった．そのイメージは，ヨーロッパの伝承物語「赤

ずきんちゃんJ（ベロー再話版 1697年）から得ている．物語の官頭に，「隣村のおばあさ

まの所にお見舞いに行ってらっしゃい．おばあさまがご病気だと聞きましたからね‘この

ケーキとバターの小瓶を届けてあげてちょうだいJとあり，生活に密着したもので、あった．

ところが義父が入院した翌日から見舞金を携えた近隣の住民が時を空けず，船とタクシー

を乗り継いで、病院へやってきた．看病にあたる義母はノートにメモしつつ，遠いところを

来てくれた親戚や近隣の者に頭を下げていた．その数は 115件にも及んだ．義母はお見舞

いを受け取る度に「あァー，また借金がふえた」と嘆いた．入院施設のない豊島では3 島

外の玉野市か高松市の病院で入院治療を受けるが，どちらも船便を利用することになり，

病気お見舞いは半日仕事と多額の交通費を要することなる．特に朝 7;45の宇野行きの船

便は「病院船Jと俗に言われ，住民の病院通いの足となり，「あんた，どこじゃJ「病院じ

ゃ，帰りにちーっと 見舞いに寄ってこんかなJとの会話が交わされる. 5ヶ月の入院治

療後義父が退院し， 115件のお見舞いの「お返し＝快気うち祝しリを配ることになった．

島内の見舞客には直接訪問手渡されることになり，大変な手間暇がかかることであった．

あらためて暮らしの中の贈答をみると実に多くの贈答がある．子供の成長や長寿を祝う

贈答のほか，結婚や葬儀に関わる贈答，中元歳暮といった今や季節恒例の贈答など，その

ほとんどに「震斗をかけた贈り物jや「金封J，あるいはそのお返しとしての「嬰斗をかけ

た内祝いの品j が贈り・贈られる．そこには守らなければならない作法・儀礼が伝えられ

ている．われわれはその都度「何時，なにを，どの位Jと悩む．そこには，自身の行動規

範ではでき得ない「何かj の存在が暗黙裡に認められる．義母は，「お見舞しリを「借金一

返すべきものJとの前提にたち，「貰ったものに，返さないと義理が悪いJと言う．また近

隣の者は「借金してでもお返しをしなければ，面子がたたんJという．
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暮らしの中で何気なく行われてきた種々の贈りものの慣習は，深く日本の文化・社会に

根ざした義理にかかわる事柄なのか．残念ながら筆者の義理への認識は「なんとなく，そ

んなもの」の域で、あった．「子供のお使いJという日常性を内在させる「病気お見舞しリが，

それを受け取った者に「嘆き」を起こさせるのが義理とするなら，なぜ義理がかかわって

くるのか．本稿は，「病気お見舞いをしますかj の聞いに 98%の住民が「病気お見舞いを

するJと答えるような「病気お見舞い行動Jを，義理の論理に注目して考察する．

第 1節は，病気お見舞いが日本の贈答慣行として慣習化していることに注目し，稲作の

作業構造を文化的背景とした義理の生ずる関係性を考察する．第2節では，初期の「儒教

的義理Jと農村の義理的関係が出会い「日本の義理」となり，現代社会の民主化の影響を

うけて「現代の義理」へと変容するプロセスを考察する．第3節では 1・2節で明らかに

した贈答慣行と義理の論理を分析枠組みとして，豊島の病気お見舞い行動の事例を考察す

る．

第 1節 目本の贈答慣行の生成と義理の関係性

「病気お見舞しリは，単に病人を見舞う行為ではなく，日本では「病気お見舞しリとし

て「水引Jをつけた品を入院先に持参する行為と 見舞われた入院者は退院後に「快気内

祝い＝お返しJをする行為を一対とした贈答行動であり，相互授受の「かたちJとして慣

習化している（以後，慣習化された贈答を贈答慣行と表記）．贈答慣行の返しとしての「内

祝い」の形態は，江戸時代すでに今と変わらずに行われていることは当時の日記（川合小

梅，幕末～明治） 1）などに認められ，極めて日本的な贈答慣行のー形態と考えられる，

日本の贈答の慣習について，井下理は新婚旅行のおみやげの契機とした義理を指摘して

いる（井下 1979)2）が，われわれの日常経験からも知るところである．

暮らしの中に根づいている「もらうモノに，お返しをしないと義理が悪い」との人々の

贈答意識は，日本の文化・社会的な義理の論理に連関する．この贈答意識は，「病気お見舞

い」の「お返しJ行為に諸々の意味を付随させる．本章は，そのような「日本の義理Jが

いかに生成し，存続するかに注目し図6の義理と贈答の関係講図を表した，日本の贈答慣

行の背景には日本の稲作の作業構造があると考えられる．稲作は水の共同利用・管理を必

要とすることから，主に集落単位で行われる．その作業は互いの提供できる資源（物に限

らず，労力，知恵など）を，共同作業を通して融通し合い，金銭に換算できない関わりの

中で行われる．たとえば，主が病気で田植えが出来ないと近隣の者が寄って作業を完了さ
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「田Jが維持できないことで，村落全体としての稲作それは，せる（暮らしの中の贈与）．

したがって親戚に限らに影響を及ぼすことにもなりかねない事態を避ける意味をも持つ．

しかし「家の主j は生ず近隣の者は，提供した労務への報酬を当然の様には期待しない．

活の危機を免れることになり，提供された労務に対して，何時か何らかの機会に報いたい

「贈与jは，「贈与と返礼jただ日常生活の中で行われると思うだろう．（報いる心情）

贈与（暮らしの中の贈与）
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として人々の「特定化されない義務」は，

こころの内に醸成される．「特定化されない

義務Jは，当間の互いの義理の関係に転換さ

義理と贈答の関係構図図6「お返しJあるいは次の「贈与」の契れ，

機になり，贈り・返される「贈答の環」が

つくられる．「贈答の環Jは繰り返されることで，贈答慣行として人々の暮らしに根づいて

し1く．

人々の暮らしの中の贈与に対する「何時かこのお返しをJと考える「日本的義理の心情j

は，「贈与Jから「返礼Jに至るこころの過程で醸成される．「暮らしの中の贈与とお返しJ

の構図を通して日本の義理は，人々の間で了解されていくことになる．源了圏は「農村に

みられる義理の原初的形態は，義理的事実として古代社会からあり，義理という社会的事

（源了園 1969: 60) . 

アジアの稲作地帯にも共通に見られるという．

とする実を自ら生きながらそれを義理とは自覚していなかった」

このような農村の暮らしは，

中国・インドネシア・韓国・マレーシア・タイ・フィリピンにも「家」をもとにし

た関係性が重んじられ，地域社会は「水の潅統制度jのあり方を反映した組織であり，

その生活は小規模な階層性や共同体的な社会組織を必要とした．

（加藤秀俊 2003:17・18)
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このように，稲作作業には共同体的，階層的な側面が普遍的にあり，その作業構造は住

民の暮らしを規定している.J II島武宜は「義理の生じる関係性は，ほとんど全ての関係が

共同体的・階層的であることから，そのような社会を構成するところでは，義理はどこに

でもみられる」とする（川島 1951).しかし，義理がどのようなかたちで暮らしに根づい

ているかは，その国の特性によると考えられる．本節では日本社会の稲作作業構造に依拠

して，日本の義理から派生する日本の贈答慣行の構図をかいた．

第2節義理の変容

初期の儒教的義理と日本習俗としての義理とが出会って， 「返礼」が付随した日本の義

理となり，次に現代の義理へ変容するプロセスを考察する

前節で示唆した農村の「贈与と返礼Jの様態は，農村社会特有のことではない．それは，

室町時代の武士社会にも見られる．たとえば＼当時の文献『伊勢定親教訓』に「他家より

人の物くれたらんには，相当の贈るほどの返しをすべき也」とある（源 1969:43）.習俗

として暮らしに定着していたこれらの様態が，どのようにして義理として日本の社会で語

られることになったのか．

【儒教的義理の観念一一返礼が付随しない｝

観念としての義理が用語として使われたのは儒教の一派である朱子学が，江戸幕府によ

って武士階層に採用されたことに関連する．朱子学の正統的用法では，「『義理』は武士社

会において人の履むべき道J（源 1969:49）として用いられた．たとえば『東照宮御遺訓』

には「武道は命を的にかけ，義理を勤めることを第一とする」とある（源 1969: 49）.こ

の時点では義理は一方的で、あり，「お返しJの観念は義理に付随していなかった．この儒教

的義理の用法は，短期間のうちに本来の意を失い日本の習俗と融合して新しい意味を獲得

し，「日本化された義理Jとなったと考えられる．

【日本的義理の観念ーー貰ったより少ない返礼｝

義理の「原初的形態Jは，源が指摘するように農村における習俗となっていたが，住民

に観念として自覚されたのは，江戸時代の伊原西鶴の『武家義理物語』（源 1969:49）に

よってで、あった．その後江戸の俗文学者や講談師等によって，歌舞伎や人形浄瑠璃の演目

などで武士の義理に世俗の情を付与され「演出された義理」として演じられ，住民の暮ら
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しのなかで義理が「語られるj ことになる．近世封建社会において，農村の習俗と演出さ

れ観念化された義理が出会い，広く人々に了解されることになった．このプロセスのなか

で，義理は「返されるものJとなり，「贈与と返礼jの贈答の慣習は義理に意味づけられ日

常化したと考えられる．

川島 3）は「義理は社会秩序としてその関係性において独自の様態を持ち，道徳教育とし

て深く国民に絶対的モラルとして染み込んでいて，社会の権力構造や法則や社会秩序は義

理によって構成され支えられるJとした．また「義理を生じる関係とは，特定の他人との

間に一定の共同体的関係を維持・強化するに必要な行為の履行を要求しているj とする．

そして「義理を生ずるところの関係内容Jを6つ指摘する．①継続性，②生活関係の包括

性，③個人の支配領域の弱いこと，あるいは欠けていること，④「人的J(personal)な結

合，⑤情緒的な結合であること，⑤身分階層社会的性質，である（川島 1951: 24・26).

贈答行動にこれら義理の関係性を意味づけると，以下のことが考えられる．①個々人に

限らず「家」や「会社j などで栂互に交わされる贈答行動は，将来にわたって社会的結合

関係を期待する「継続性Jに意味づけられ，互いの関係を強化する手段となる．「病気お見

舞いJもこの範障になる．②「生活関係の包括性J（その人の全生活を結合関係に入れてし

まう）は，親方と職人の関係や，家元制度などにみられるというが，それらの関係は今も

いろいろな師弟関係や日本型経営をとる会社組織に存続しており多くの贈答を派生させる．

③お見舞い品の炭斗紙に書かれる「上書きJに「姓＝家」の名が書かれることは，「個人の

支配領域の弱いこと，あるいは欠けていることj に対応する．④の人的な結合は特定の具

体的個人の間に成り立つ結合関係であり，⑤情緒的な結合は単なる利害の計算や判断によ

って維持される関係ではないことを意味し，特定の他者との間で贈答が繰り返されること

になる．⑤身分階層的社会性質は，暮らしのなかの贈答に見られる当事者の間の上下意識

に関わっていると考えられる．封建社会において，生活を規定してきたこれらの義理の関

係性は，その後の戦後の暮らしの中で起こった民主化によって変容を余儀なくされる．

【現代の義理一一対等な返礼一一｝

戦後日本の「一億総中流化J現象は川島の言う「身分階層社会的性質Jの希薄化を意味

する．しかし「義理jの基本形態は，］If島が示唆するように「住民の人的・情緒的結合関係J

によって生起する心情であるため，外的環境の変化を受けにくく意識下に温存されている．

川島の論じるこれらの「義理の関係性」は，今も長幼の序，性差，社会的役割規範意識，
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地位階層性などにみられる上下意識のベースとなっている．

現代社会の民主化への変容は，義理を絶対的規範とする道徳観念の融解をまねいている．

その結果，現代社会に暮らす人々は，「贈与」に対する「お返しJを考えるとき，その相手

との関係をどのように判断するかは難しく，煩わしく感ずることになった．人々は，心情

的には意識下に温存された義理に拘束されながら，現代社会への変容のもとで生活するな

かで，さまぎまなもののやり取りをしてきた．そのような暮らしのなかで，人々の意識下

に温存された義理も以前のままであるわけで、はない．「お世話になっているJという互いの

上下の関係性の確認でもあったこれまでの義理の関係性での贈答行動は，「お世話をかけた

から贈るJあるいは「お世話になるから贈るJというように，互醐i性や均衡が高まるように

変容すると考えられる．人々の贈答にみられる義理の関係性は，貨幣価値に換算され，プ

ラス・マイナスに置き換えられることになる．従来の上下意識のつよい義理ならば，たと

えば先輩・後輩の関係があるなら，当然その関係を優先させなければならない．だが「現

代の義理Jは3 「水平な関係Jが付与されることで「親しい友人」関係が前面にでてくる．

たとえば友人として「病気お見舞いJをするなら，先輩も後輩も同じお見舞金額を「金封J

に包んでもよいことになる．しかしながら，現代にあっても強い役割規範意識は温存され

ているのは周知のことで，人々は義理が生ずるような相手との関係に意図的な差異化（ズ

レ）を図ることで車L撲を避けようとする．

第 3節 生活に組み込まれた病気お見舞い行動と義理との関わり

住民が拘る義理の関係性が，どの様に暮らしに根づいているのかを探るために，「贈与

と返礼Jの実態を調査した．「大根 1本」から日常的に交わされる経済交換には当たらない

「もののやり取引の記録を依頼した．調査方法は，井下理の調査方法を参考にした．贈

答行動の地域差を考慮して，筆者の住む都市化の進んだ奈良市に住む人々にも 3 同様な記

録を依頼した．

本事例の病気お見舞い行動分析のベースになるのは，豊島と奈良市の既婚女性各 13名

を対象者とした6ヶ月間の日々の「もののやりとりJの記録である．贈答の日付・品・相

手・種類・契機に分けて記録を依頼した．調査対象者を既婚女性としたのは，井下も記し

ているが，多くの人々は結婚を機会に仲人や互いの親族・職業の関係者などとの贈答にか

かわってくることに注目する．特に，結婚し「イエ」をもつことで，個々人の関わり合い

に加えて「イエJの付き合いが新たに派生することで，贈答関係は複層化することから多
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くのデーターが得られると考えられる．男性を省いたのは，「イエJの外で日中を過ごすこ

とが多く，地域社会との交流が頻繁ではないことを考慮した．

調査期間は 2003年 9月～2004年 3月である. 26名の対象者の抽出は雪だるま式抽出

法による．調査対象者の平均年齢は，奈良市 56.8歳，豊島61.9歳である．世帯収入源は，

奈良市対象者は給与収入 77%，公的年金 23%，豊島対象者は給与収入 23%，公的年金

61.6%，商業・漁業各 7.7%である．

［病気お見舞いと虚礼｝

「病気お見舞しリには，義理が生ずる関係性のひとつで、ある「継続性Jが内包されてい

た．そして「病気お見舞い＝贈与」にたいして，時間差をおいてされる「快気内祝しリは

病気お見舞いのお返しを意味する．人々がお見舞いで相互に確認された義理の関係につい

て，「お返しJをすることで継続が意味づけられた．「病気お見舞いのお返しJには，「豊島

は7割返しJ，奈良は「半がえしJ等とその地域なりの「お返しJが伝承されている．なぜ

等価ではないのか．その「差異」はつぎの「病気お見舞しリの契機となり，ときには世代問

機会返済（先代にもらった病気お見舞いを子どもが同じ機会を得て、病気お見舞いをする）

となって互いの「イエJや個々人のつきあいは「末永く継続Jされていく．返礼の「差異J

があるのは，当該者間に義理の生ずる関係性が相互に確認されるからである．

「お返しj の扱いは地域や個々人によって，あるいは団体や組織よっても違う．たとえ

ば，公職選挙法では「病気お見舞しリは贈収賄として禁止の対象になり，賄賂的側面をみ

せる．逆に会社や各種団体などでは，「病気お見舞いJを構成員の福利厚生対象として約款

や規約で規定し「団体名」で用意したりする．あるいは社員や趣味のグループ間でも「お

見舞いの取りまとめj をすることはよくある．だが「お返し」は個々人宛にされなければ

ならず，受けた側では「一同」に連なる各人を特定でき，お返しを持参あるいは郵送する

ための住所などの情報を事前に確認できることが必要である．したがって病気お見舞いを

交わす相手とは，それまでに何らかの交換関係が成立していると考えられる．調査対象者

へのインタピ、ューでは，見舞い客の 85%に年賀状の交換があると回答されていた．

しかしながら，日本の贈答慣行については「病気お見舞しリに限らず，明治時代から虚

礼廃止の国民運動が断続的に起こっていたが，なかなか定着していない．贈答の関係にお

いて「病気お見舞いjや「快気祝い・内祝い」の受け取り拒否は至難で、ある．それは義理

の関係を断り，相手の「面子をよごすJことにもなる．そして「快気祝い」をする側は，
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従来の「義理を返すjの意味に加えて，「気持ちに区切りをつけるjの意味もあり，それを

断られることはつらいことなのである．調査対象者の 1人は回答の中で夫が病気入院時の

お返しの気持を下記のように記している．

お返しをすることで，自分と夫の気持ちのけじめとなるような気がします．健康な

人と同じになりたいという気持ちの表れかもしれません.10害Ij返すことで，先方のお

気持ちを無にしてしまうのは失礼との思いがありました．

(2003.奈良市，女性， 62歳）

「病気お見舞いのお返し」の廃止に成功した例もある.1997年秋田県田沢湖町荒町壮年

クラブが「病気お見舞いのお返しjの廃止運動を起こし，それを徹底することができた 4).

成功した要因のひとつとして，贈る「お見舞い額」を規定し，お返しの品に代わる「お礼

状」を一律に用意し，お返し廃止の趣旨が住民に受け入れ易かったのも一因であろう．

しかし，豊島では，現在，混乱した状況に陥っている．豊島に「虚礼廃止」の動き入っ

てきたのは， 1970年代に主婦連合会が進めた「新生活運動」による．豊島婦人会の母体で、

ある土庄町婦人会が，「お返し廃止Jを申し合わせ下部組織におろした．豊島婦人会が自治

会長に伝えると，「女子（おなご）が，そんな勝手なことを決められたって，そのまま受け

入れられん」としながらも，自治会に諮り「お返し廃止」を地域の申し合わせとした． し

かし住民に「お返しの廃止Jは徹底されていない．その理由は「お返し廃止」を冠婚葬祭

の全てに適用させたことである．前記の成功例は「病気お見舞いのお返しの品」に限って

廃止したが，代わりとして統ーした「礼状」を用意していた．豊島の自治会組織にも，「お

返し廃止Jが徹底されない要因をみることができる．豊島が自治会役員を「長老Jと呼ぶ

ような自治会組織をもち，上部・下部の位置づ、けのはっきりした階層性を維持していた．

自治会組織の下部に位置する「おなご」が地域の伝統的文化の変更に口を挿む事態を，男

性たちは喜ばなかったと考えられる．調査対象者の 1人は，「お返し廃止jのエピソードを

下記のように語る．

昭和 50年に夫が病気入院しお見舞を頂いたが，お返しを廃する申し合わせがある

ので困りました．かわりに学校へ図書を寄贈しようと申し入れたら，「前例がないからJ

と断られました．昭和 52年に夫が亡くなって葬儀をしたのですが，「香典返しJをし
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ないことで親族から非難されました．「それでは」と持ち帰り用に「お料理Jを用意し

ましたが，婦人会から横槍が入ることになりました．結局，夜分に裏の畑に大穴を掘

って「お料理Jを埋めました． (2003.豊島，女性， 68歳）

現在でもその混乱は続き，「お返しする・しなしリと人によって違う‘「しないj 人でも

「島外の人にはお返しをする」．「するJ人でも「お返しJを形式通りにはしない（庚斗を

かけない），あるいは「しきたりだから常のようにする」と分かれる．一部の人は「申し合

わせがあるから受け取れなしリと回答している．

このような虚礼廃止の国民運動が歴史的に繰り返されながら，しかし「贈与Jと「返礼j

の日本の贈答慣行が連綿として続いている．「絶対的規範としての義理Jに長く生活が規定

されてきた日本では，戦後社会の急激な変容があったにしても，日々暮らしている人々の

「お返しJの贈答意識の変容までには未だいたっていないと考えられる．

｛調査票にみる病気お見舞いの状況｝

表3は「日々のもののやり取り」の調査票から病気お見舞い行動j とその他の一般贈

答の回数を集計した．豊島では 13人のうち 10人が半年間で、延べ 39回の病気お見舞いを

期間 0319～ 病気お見舞い快気内祝いを
一般贈答

04/3 6ヶ月 を贈った 受けた

豊島 13人 2433回 39回 3回

（受 1083回授 1350) 13人中 IO人 （不明 36回）

奈良市 13人 1151回 13回 10回

（受 540回授611) 13人中 9人

表3 病気お見舞いとその他の贈答の回数

している．

都市化が進んだ奈良で

は 13人のうち 9人と人

数はさほど変わらないも

のの，病気お見舞いの回

数に大きな差異がみられ

る．

2000年博報堂生活意識調査の「この半年間にしたお見舞いは？ Jの間いに対して「病気

お見舞いをした」と答えた人・阪神圏42.8%.首都圏 35.6%の結果と比べるとかなり高い

比率である．豊島の快気祝いを受け取った数の（不明 36）は，先に記述した「お返しをし

ない申し合わせがあるので，水引をかけた正式な「快気内祝しリの体裁をとならい贈答が

記録されている．形としては体裁をととのえないが，体面は保たれることになり世間体は

保たれる．
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図7は，回答データか

ら病気お見舞いの相手を

分析する．豊島では地域

性の強い近隣3 親族とい

った義理の関係性のある

相手が分類されている．

両地域の違いが顕著に表

れている．特に豊島では

近隣といった地縁との結

び付きが強し＼

40 
6ヶ月間のもののやり

図7 病気お見舞いの相手 （単位%） 取りの記録（調査票）に

は，もののやり取りごと

に（豊島 2433回，奈良市 1151回）， 日時，品，その相手，贈答種類，贈答契機の 5項目

にそって分類記入しである．この 5項目のうちの相手・種類・契機の 3項目に注目して，

贈答行動の様態としてカテゴリー化をおこなった．その結果①「主として表出」一一一当事

者間に情愛の関係が認められる（以後表出と表記），②「主として義理J一一贈り手とその

相手の問に介在する義理の関係性がある（以後義理と表記）．③表出／義理の区別が難しい

関係を持つ両義的行動様態を「表出／義理」（以後両義性と表記）の 3つの行動様態のカテ

ゴリーをえた．

図8はそのプロセスを表す．病気お見舞いをみると，表出と義理と双方を併せ持った両

義性のカテゴリーに体系づけられている．「病気や怪我で入院」という個々人の危機的状況

を見舞うには，情愛の感情が根底にある．しかしながら，相手との社会的関係性に根底に

した血縁・地縁といった社会的粋を繋ぐ手段となるような，特殊な関わり合いを内包して

いる義理に関わる病気お見舞い行動も確認された．
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贈答相手一同居家族．
贈答種類ープレゼント．
贈答契機ーはげましお詫び．

援助．感謝．喜び．

贈答相手
親族．近隣．婿嫁の実家．
夫・妻の仕事や趣味の関係者．
自治・婦人・老人会．
寺・神社・その他の宗教施設．

贈答の種類

お土産．てみやげ．お返し
歳暮・年始．お供え．
挨拶代わり．宗物搬へ．

贈答契機
お返しおつきあい．
今後よろしく・挨拶．
しきたり．宗教にかかわる．

贈答相手一友人別居家族．孫
医者

贈答種類ーお礼．おすそわけ．
お祝い．病気お見舞い．

贈答契機ーお礼何時もありが
とう．おめでとう．

相手との直接的な関
係・情愛の関係が認め
られる．即時性がある

相手との間に媒介関係
が認められる．例）
「家J.地域社会集団．
仲間集団．会ネ土組織．
宗教等

長期交換F 機会返
済等の継続性が認
められる

相手との継続的関係
の維持が認められる

即時性・継続性の混
在が認められる

図8贈答行動様態のカテゴリ｝化のプロセス

［病気お見舞いと義理との関わり合い｝

図8の贈答行動様態の 3つのカテゴリーに注目して，調査票に記録された「もののやり

取り Jを分類したのが下記図 9・図 10である．図9は，病気お見舞い以外の贈答行動の

契機の割合を表す．図 10は，病気お見舞いの契機の割合を表す．病気お見舞いに関して

は，図8のカテゴリ一分類では「両義性j に分類される．これは都市化された奈良市の病
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気お見舞いも含まれているためである．奈良市と豊島を分けて病気お見舞いを分析すると，

それぞれの違いが鮮明になった．豊島の病気お見舞いの契機は義理が突出しているのがわ

だからといって奈かる．それに反して奈良市では情愛での病気お見舞いが突出している．

良市の人々が贈答慣行において義理を契機とすることが低いということではないのは図 9

l 60 0 T'-----・ 
i ! 70 

! 50.0 .j .. ~ 
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図9 一般贈答契機 図 10病気お見舞い契機

の表にも明らかである．病気お見舞いという行動が社会的行動といわれる由縁であろう．

一般的贈答慣行においては，義理に関わる贈答が多地域社会の都市化とは関わりなく，

くを占めていることが認められる．病気お見舞いに関しては都市化の進んだ地域とそうで

そはない地域の差異が顕著である．両地域に暮らす人々は「病気お見舞いj をするとき，

しかし， JII れを義理でするのか，情愛の感情でするのか，当該者は明確に意識している．

島も指摘するように，義理の関係はときには一方向性が認められる場合もあり，お見舞い

をした方は情愛の気持ちで、あっても，受けた方は義理の関係と認識して「お返し」を用意

「お返し」があったことに戸惑いを覚えることになる．お見舞いした方は，する．すると，

互いの関係性贈与と返礼の病気おみまい行動の一連の流れは，江戸の昔から続いていて，

の確認の手段となる．

一般贈答と病気お見舞い双方ともに義理豊島と都市化の進んだ地域である奈良市では，

しかし，病気お見舞い行動に限つては，豊島では義理が重要な要因ととする割合が高い．

互いの日常のものやり取りの延長線上に病気お見舞い行動を位置づけ，なる．豊島では，

関係性に義理がからんでいることの再確認の手段ともなっているといえる．
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今もなお，日本の贈答慣行が義理に関わる行動であることが明らかとなったが，それは

戦前のままの義理ではなく，戦後の家族や社会の変化を受けて変わり，現代の人と人の関

係性を反映した「現代の義理Jである．戦前のような「命令され，おしつけられる道徳と

しての絶対的社会規範Jが融解した現代社会では，人と人との関係性である「義理Jを，ど

のように贈答行動に反映するかは個々人に負うところとなる．すなわち，義理の履行を貨

幣に換算しなければならない．従来の身分階層性にかかわる上下意識のつよい義理の関係

性は，社会的役割規範に置き換わる．自身がお見舞い相手に対してどれだけの義理をもっ

ているのか，その判断は難しく，「前例」に倣うことでなんとか事態をおさめようとするの

が現状であろう．その病気お見舞いが機会返済（同じような機会に同じ行為で返す．返す

相手が代わることもある）にあたるなら，以前に貰ったお見舞金額を超えるお見舞金は当

然避けなければならないが，物価変動なども考慮しなければならず一概に決められない．

また，お見舞い返し（快気内祝し、）は義理を繋ぐためには等価で、はなく，若干の差をつけ

なければならず，それは当事者の互いの関係性だけではなく 先にも指摘した地域性も考

慮しなければならない，これらの事情によって，貧富の差はあれ身分階層的には水平の関

係にある現代の人々は「病気お見舞いJや「快気祝し＼j をするおりに，日常では意識下に

ある義理の関係性をどのように判断するか悩み，「前例」探しをすることになる．

「前例」は「世間の相場Jと言い換えられる．病気お見舞いの派生する範囲は限定的で

あり，その範囲は「世間の範囲」となり，そこには行為規範としての世間体が現出する．

井上忠司は世間に生きる住民を次のように描いている．「世間の基準から自ら逸脱しないよ

うに，世間と自分とのズレを絶えず微調整しながら世間並みに，世間の白（まなざし）に

とらわれる状況のなかで，自己規制を働かせながら，他者の期待に向調していく過程のな

かで生きてきたJと述べる（井上 1977:182 ) .この井上の指摘に注目して，病気お見舞

い行動をみると，「自己の期待」と「他者の期待」の「ズレj の調節として働いたのが，病

気お見舞行動に認められた義理の関係性であるといえる．意図的に差異化を図る義理に付

随する互醗性・均衡のアンバランスを補い，集団としての秩序を維持し，世間や「自己J

を納得させてきたのが世間体であると考えられる．贈答慣行と贈答の範囲としての世間，

行動規範としの世間体については次章で、考察する．
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第4節豊島の義理という紳

日本の贈答慣行の一形態である病気お見舞い行動には， 3つの要素が指摘できる．①「お

見舞いの品」と「快気祝い＝お返し」の授受の行為の相互性．②授受の行為には，非等価・

時間差が設定される．③授受の品は，奉書紙が掛けられ結び切りの水引が結ばれ，上書き

は「家」の名を書く．これらの「病気お見舞しリの体裁は，日本の文化として江戸の昔か

ら継承されてきた．今も人々はこれらの「病気お見舞しリの体裁を，義理を表すかたちと

して維持している．特に，豊島の病気お見舞い行動は，贈答慣習として住民の間を繋ぐ手

段となっていた．病気お見舞いを交わし合うことで，義理の関係性を媒介とした社会的粋

は地域社会の内に張り巡らされ，住民が拘る互いの義理の関係性は維持・強化されている．

住民は，先人たちが築いてきた伝統・文化を継承し，伝統・文化に内在する従前の道徳

規範としての義理をも引き継いできた．先の「義理の変容」でみたように従前の絶対的道

徳規範といわないまでも，住民が拘る義理には，社会的規範とする意味合いが強い．贈与

と返礼で紡がれる互いの粋は，日常の暮らしの内では意識されることなく地域社会の基底

に埋め込まれる．しかし，危機的状況で暮らしが脅かされると，相互に連帯させる手段と

して顕在化する．川島が指摘するように「義理の基本形態は住民の人的・情緒的結合関係」

であるとするなら，産廃を巡っての住民運動に求められる住民の結束を強化するように，

義理が働いたと考えられる．

ここで得られた知見は，豊島と奈良市という特定の地域社会の特定の人々に関する限定

された調査データに基づくものであり，病気お見舞い行動に関する探索的なものにすぎな

い．だが，ある地域社会がなんらかの危機的状況に遭遇したとき 求められる住民結束の

カギともなる粋のありかを探る手段として，その地域の病気お見舞い行動を事例とするこ

とは有効であると考えられる．
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第3章 暮らしのなかに埋もれている世間体というもう一つの緯

病気お見舞い行動は，お見舞金やお見舞いの品を用意するのが慣習となっていることか

ら，互いの関係性を貨幣に換算しなければならない．お見舞い金の多寡は互いの関係性を

表すことになり，包む金額の判断は重要な意味をおびる．われわれは「病気お見舞しリや

「快気内祝しリをするおりに，自らの判断だけではできない場面に遭遇する．近隣や親族

ゃあるいは会社の同僚に問い合わせ，適切な病気お見舞い金の「棺場j を模索し，それに

倣った病気お見舞いを心がける．お見舞金の相場を模索する場はいわゆる世間であり，相

場に倣うとは世間体を意識する日本人の行動原理に拠っている．

病気お見舞い行動に，世間や世間体を意識ということとが如何にかわってくるのか．本

章では，病気お見舞いのもう一つの側面である世間のまなざしに捉われ世間体を意識する

行動に注目する．病気お見舞い行動が，人と人，あるいは人と世間を結ぶ社会的な粋の生

成や連帯感醸成の重要な手段とされていることを明らかにする．

本章の構成は，準拠集団としての世間と病気お見舞いに関わる世間について考察し（第

1節），事例検討を通して世間体を意識する病気お見舞い行動を考察することで豊島の特徴

的な住民の関わりあいを注目する（第2節）．

第 1節世間と世間体

病気お見舞い行動の範囲としての世間と 世間にあって病気お見舞い行動を意識する世

間体意識に注目する．

【準拠集団としての世間一一3重円の中間帯］

世間の意味について，井上忠司は「仏教によってわが国にもたらされた『世間Jの概念

は，空間的な意味をあわせもちながらも，主として時間的性格においても捉えられていた，

ということができるJ（井上 1977: 17）という．さらに井上は，ワチ（＝自分が属してい

る範囲）とソト（＝それ以外）の観念によって，住民が行動の拠りどころとする準拠集匝

としての世間を明確にし，土居健郎にしたがいながら以下のように記す．

わが国の人々にとって，ウチとソトの生活空間は三つの同心円からなる．ウチとソ

トの区別はくあまえ〉にもとづく 「遠慮Jの有無であった． Iーミウチ・ナカマウチ
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には無遠慮， II－中間帯は遠慮がある， Eータニン・ヨソノヒトには無遠慮となる．

土居の中間帯＝義理の世界こそ「世間（セケン）Jであり 9 私たちの行動のよりどこ

ろとなる「準拠集団」なのである． （井上 1977: 91) 

われわれが病気お見舞い金を包む際に，あちこちに問い合わせ世間の相場を探ろうとす

るが，それはまさに準拠集団としての世間のウチの行動である．病気お見舞い行動は，そ

の契機の如何にかかわりなく「お返し」（快気内祝し、）が用意される贈答慣行である．「快

気内祝しリは，たんに病気お見舞いの「お返し」だけではなく，日ごろの懇意への「お返

しJ（＝いつものお気遣い伐の感謝）の意も含む．「お返しj は，受けとるよりも意図的に

少なく用意される．意図された不足分は，次の贈答の口実となる．贈答行動に付随する互

いの関係の将来にわたる維持・継続への世間の期待は，義理を媒介して病気お見舞いとと

もに伝えられる．

井上は世間に準拠して暮らす人々の世間体の意識を，以下のように記す．

わが国の人々の社会的規範の基本は，おおむね，世間に準拠して，はずかしくない

行動をすることであり，世間の基準から自分だけ逸脱することのないように世間と自

分とのあいだに生じるズレを，たえず微調整しながら生きてきた．私たちはがいして，

まわりの人たちのくまなざし〉をうかがいながら，他者の期待に同調していく過程の

なか3 自分の意志をしだいにかためてゆこうとする． （井上 1977:182) 

白色の奉書紙に水引をかけ家の名を上書きする「病気お見舞いJに対し3 「快気内祝し＼j

を返す慣習は江戸の昔のままである．この贈られたら返すという行為連関が維持されてき

た要因の一つが，世間体をつくろうという日本人の行動原理にあると考えられる．

【病気お見舞いをする世間としない世間】

病気お見舞いが義理に関わる慣習であるなら，その範囲は世間のウチにあり，土居のい

う義理の世界であり，井上のいう世間にあたることは明らかである．しかし，先にも指摘

したが， 日本の病気お見舞い行動は，単に世間を同じくし，顔見知りだからといって発生

する行動ではない．世間のウチでも，病気お見舞いをしない範囲がある．

井上の世間体についての構造図（井上 1977:91）に依拠しつつ， I層のミウチ・ナカマ
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ウチとE層のタニン・ヨソノヒトとの中間にあたる E層について，病気お見舞い行動が発

生する範囲と発生しない範囲を分けた仮説的構造図（図 11）をあらわす．井上の提示する

3つの層のうち世間にあたる中間の豆層を網掛けし，その層をさらに 2つに分け，病気お

見舞い行動が発生する範囲と発生しない範囲を網掛けの濃淡で表示した．

実際に贈答行動をする際の世間は，当該者の間で互いに相手が確認され，なんらかの義

理が派生する関係性の介在が了解されている範囲の世間である．そのような範囲について，

1ミウチ・ナカマウチ

IT - i配慮を必要とする世間

図 11 病気お見舞いへの配慮、の有無と世間の範囲

互いに同じ世間を共有し

相手との関係に特別に

「配慮Jし，贈答関係に

「配慮、を必要とする世間J

を II~ iとした．さらに，

贈答関係に「配慮、を必要

としない世間j の範囲を

亙”韮とした. rr －五の世

間は，たんなる顔見知りの関係であり，世間を同じくしていることでタニンではないが，

病気お見舞いについては「配慮Jされない世間となる．図式化する必要上 iと註の範囲を

明示したが，この範囲はあくまでも互いの関係性の変化に応じて伸縮し，固定するもので

はない．

井上は，世間体を意識することが必要なのか不必要なのかの区別を，土居にしたがって

「あまえにもとづく遠慮の有無」という観点からとらえた．本章では，病気お見舞い行動

にみられる世間体を意識するのは「遠慮Jの有無だけではなく，互いの贈答関係への「配

慮j も重要な視点と考えている．土居の（あまえ）の文脈でいうと，「親子以外の人間関係

は，それが親しみをますにつれて遠慮、がへり，疎遠であるほど遠慮、がましてゆく J（井上

1977: 90）となるであろう．しかし日本の贈答慣行は，互いの人間関係を結ぶ手段とされ

るため，親しみが増すほどに，互いの関係に特別な「配慮j が必要になる．すなわち，相

手との親しみを深めるほどに，「遠慮」が減るほどに世間体は意識され，贈答で結ばれる関

係性の維持に積極的になる．相手との人間関係の維持にいかに積極的に「配慮Jするかに

よって，将来にわたってのつきあいの継続が保証される．

さらに病気お見舞い行動は，井上の提示した世間のソトである I層ミウチ・ナカマウチ

とE層タニン・ヨソノヒトの層で，新たな関係性の創出，あるいはそれまでの関係性の喪

43 



失をも現出させるなどダイナミックな様相をもっ．病気お見舞いが偶発的出来事を契機と

して行われる贈答で、あることから，それまではタニンの間柄で、あった者との新たな関係性

をつくる格好の契機となる．またそれとは反対な場合もある．たとえばお見舞い者がナカ

マウチとして「情愛」の気持ちでお見舞いしたとしても，受け取った者がそれを義理と受

けとると，ただの友人・知人の関係となり，「快気内祝し＼jが贈られることになる．すなわ

ち病気お見舞い行動が，互いの関係の思い違いを可視化することになり，その時点で互い

の関係性が修正され世間体が意識される．

病気お見舞いの上書きが，世帯主の名であるいは姓のみが書かれることからも分かるよ

うに，親子（ここでは既婚の子と毅）といえどもその配偶者は義理の関係にあたることか

ら，ほとんどの病気お見舞いには「お返しJが付随する．このことは日本の「イエJ制度

が病気お見舞い行動に深く関わっていることを示しており，世間体をつくろうという意識

は「イエ」の世間体にも関わってくる．

病気お見舞い行動は，贈るにも返すにも，互いの関係性を顕在化させる．われわれは，

親しみがまし「遠慮Jしない関わりであれば、あるほど，世間体を意識レ慎重にならざるを

得ない．病気お見舞いをするのかしないのか，世間のウチのある限定された範聞のなかで

選択的に行動し，贈答関係について「配慮、」するのかしないのかで互いの関係性を可視化

し，人は世間体を意識しながら暮らしている．

第2節 世間体を意識する病気お見舞い行動

病気に，躍ることは，人の死に直接的に結びっくだけでなく，その人が有する社会的機能

を奪うことをも意味するのは今も昔も同じである．近年は，入院加療が一般的になり病気

お見舞いは入院先の病院で交わされる．病院は，ゴフマンの言葉を借りれば「全制的施設」

(Goffman 1963）にあたり，入院者はそれまでの日常性を剥奪され世間から隔離されて暮

らす．入院者は病気お見舞い者を通してそれまでの世間に繋がることになり，入院者にと

っても病気お見舞いは世間との粋を繋ぐ格好の手段となる．また見舞客にとっても普段の

行き来とは異なる状況下にある患者を見舞うことは，改めての互いの関係性の確認となり，

当該者相互の関係性は強化される．

【病気お見舞いの相手＝世間体が意識される範囲】

病気お見舞い行動は贈り・贈り返すという相互行為が付随することで日本の贈答慣行と
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位置づけられることは前章で確認された．その行動には当該者たちの日常で、は水面下にあ

って，さほど意識されない互いの関係性が前提にある．病気お見舞い行動の当該者たちの

関係性を具体的に検討することで，世間の粋の在りかが明らかになる．

病気お見舞いを貰った事例として，開き取り調査で得たデータの中からお見舞い者との

関係、が詳細に示されたデータを2つ 1）あげる．この2つの事例は，豊島と奈良市という地

域の違いがあるものの，お見舞い者の範囲のある部分は重複する．重複部分（図 13の網

6議議議選：：：a
e：：：：議言語liii!@

c：：：義援：：；3

〈 友人 ） 

（従脱サ

図 12 豊島Kと奈良市 Iの見舞い者のカテゴリー別一覧

（但し網掛けの項は豊島のみの関係者）

なんらかの交流があることを示す．

2つの事例は，奈良市

Iが75件，豊島Kが115

件の病気お見舞いをもら

い，それぞれに快気内祝

いを返している．それら

のデータの授受双方の関

係性をカテゴリーで分類

し図 12にあらわした．

各カテゴリー間を結ぶ線

は入院者（本人）とその

配偶者（妻）らとの聞で

特に綿掛けしたカテゴリーは豊島のみにみられるお見舞い者である．その中でも「取引

問屋」・「同業者j は，当該者の仕事の関係者であることからごく一般的に考えられるお見

舞い者である．しかし，「店の客Jの項について，筆者が「これは近隣というカテゴリーに

含まれるのではj と記録者である「妻」に問うと，「し、や，この人たちはお店の客としてお

見舞いに来てくださっているのです」との答えだ、った．「店の客Jには特別な意味が含まれ

ていると考えられる．「店の客」を含め図の太枠の 5つのカテゴリーについては，豊島の病

気お見舞い行動の特性をもあらわすものとして次項で検討する．

【豊島の病気お見舞いの相手との関係特性】

A.代理でお見舞いする住民世間と「タニンj 「ミウチ」の境界が不明確

図 12の太枠に因われた「死亡友人の妻J「甥の妻」「従兄弟の妻Jの3つのカテゴリー
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がある．これらは，病気入院した当該者とは直接の関係者ではない「妻Jが代理としてお

見舞いをしていることを示している．代理でするということは，夫が過去に結んだ粋を，

その妻が継承することを意味する．代理での病気お見舞いは，病気お見舞い行動のひとつ

の側面である「イエ」制度が関わっていた．豊島の世間体意識は，個々人相互の関係性だ

けではない「イエ」／「イエJの世間体が分け難い状況にあることが示されている．個々

人と「イエj の世間体の重複によって，より強固な規範意識が反映されることになる．

世間の範囲での病気お見舞い行動は，互いに相手との関わりを維持・継続したいとする

相互性が了解される．病気お見舞い者は，病院へわざわざ出かけ「お見舞しリを渡し，互

いの関係性を再確認する．

B. r一同Jでされるお見舞い一一お見舞いをする，しないの境界が不明確

「一同」でされるお見舞いには，檀家会・老人会一同，友人一同，社員一同， PT A一

同などがあり，入院者と見舞い者との関係性よりは，中間集団に依拠した関係性が優先さ

れると考えられる．「老人・檀家会一向Jとして病気お見舞いを受けたことは，その地域の

伝統的な中間集団が機能していることを意味する．しかし， f一同」に名を連ねた人たちの

データ「檀家・老人会一一奈良 I36.8%，豊島K7.7%」が示すのは，豊島の伝統的な中間

集団の衰退である．

豊島では，たとえば大師信仰の一環である「おせったい」（毎月 21日に大師堂へのお参

りの人に食事をだす慣習）を地域の婦人会が担うなど，地域の中間集団によって伝統や風

習が維持されてきた．しかし，豊島は， 1960年代後半からの歯止めのかからない人口減少

によって，公と私をつなぐ中間集団そのものの維持が困難となっている．豊島の高齢化率

が 50%に迫るといえば，老人会も盛会と推察されよう．だが，豊島の老人会は，地域環境

維持（道路沿いの草刈，空き地や神社・お寺の草刈を担当）の役割を担っているので，「元

気」な老人のみが老人会活動の主体とならざるを得ないのが現状である．豊島社会の超高

齢化現象によって，従前の地域社会の粋を紡ぐ手段されてきた老人会や檀家会といった中

間集団は，名ばかりとなった．豊島の病気お見舞いは，準拠する中間集団の構成員の減少

という要因もあって，「00一同Jとしたお見舞いは殆ど交わされることがないということ

になる．
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c.「店の客j と「店や」の粋一一世間と「タニンj の境界が不明確

「店の客」というカテゴリーに注目する．豊島が周囲 19β キロメートルの離島で、あり，

三つの集落の下位にあたる部落（町内会に相当する単位）にはそれぞれ一軒の食料品店が

ある．「店の客Jは「近隣・町内の人」と捉えなおすこともできる．しかし，あえて「店の

客」とされているのである．そのような関係について，川島は商取引における商人と顧客

の間に義理が生じていると言い，次のように述べる．

特に商取引における商人と顧客の簡に，人的関係・継続的身分階層的な関係（お出

入り・おとくい）を設定しようとする．一度設定された関係を変えることは，相手方

への裏切り，重大な侮辱，節操感の欠如を意味し，そのような感情や価値判断に支え

られて義理がこの関係を維持している． (JI I島 1951:27) 

豊島の「店の客Jは「タニン」ではなく，三代つづく店主と代々出入りする客との関係

の継続が保証された関係にあり，まさに商取引の義理が生じるような関係を結んでいる．

個人経営・対面販売を主とする「店やjでは，常に同じ店主がお客と接することになり，

都市部のスーパーマーケットでは見られない親密なコミュニケーションが可能となる．店

主とその客の関係は代々受け継がれ，品物の売り買いとともに，世間に行き交う情報の交

換の場として「店やJは機能する．住民は「店や」に行くことで近所の誰彼と出会い，ま

た店主を媒介に知りたいと思う個人情報に出会う．店主はまた，必要と判断するなら他者

の情報を，必要とするであろう「店の客」に伝える．「店やJは世間のウチで互いに結ぶ緋

の中継点となり，そこでは唆味なうわさ話が再確認され，「誰彼の病気入院Jも世間の情報

として伝接していく．「店や」が消えることは，地域の粋の結節機関の一つの消失を意味す

る．

豊島の「店やj が担うような地域の求心的な場は 世間の紳を繋ぐ重要な結節機関とな

っている． しかし，たとえば筆者の住む奈良市で、は個人経営形態の「店や」は閉店してい

る所が多く，地域の商店街の再生が声高に言われている現状があり，個人的な情報収拾に

苦労する．例えば言ト報は公の情報として町内会会報で伝へられるが，「00さんの病気入院J

は，口コミという個々人の幹でイ云わっていく類の情報である．知らずにいると世間の評判

を落とす可能性がある．すなわち世間体が悪くなるのである．。。さんの入院情報を知るに

は，われわれは相当の注意を払わなければならない．
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ここで取り上げた豊島の病気お見舞いの詳細な考察は，豊島という地域社会の特性を考

察することとなった．豊島では，世間体を意識する範囲である世間は「ミウチ・ナカマウ

チJ「タニンJの各層に浸透する．豊島の贈答慣習は世間の枠組みを暖昧にし，すれ違う住

民全員が何らかの贈答の輸に絡んでいる．ちなみに筆者は通りですれ違う見知らぬ人にも

目礼をするようにしている．あるいは相手が筆者を知っているかもしれないという危険を

避ける意味での行動である．

［「しまじゅうとjが見守る豊島の世間体】

世間体を意識する規範意識は，伝統的共同体意識が強し、地域社会においては，互いの暮

らしを見守るくまなざし＞に連関する．

次のインタビューは，特に豊島の暮らしをあらわす興味深い事例である．

風邪をこじらせてしまい，フェリー船での通院も大変なので， 10日間入院させても

らった．見舞いを8軒から貰っていたので，帰宅しでも外で畑仕事をするのに気兼ね

で，最初は家にこもっていた．そのことを親戚の者に話したら，「お見舞いを戻したらJ

と言われたのでそうしました． （豊島，女性， 78歳）

お見舞いをしてくれた「近隣や親戚の住民」に対して，帰宅してすぐ日常（畑仕事）に

復帰することは，「世間体が悪い」として家にこもっていたが，我慢できずにその対策とし

て貰った「お見舞しリを戻して回ったという笑えない話である．

豊島は，島民としての地縁に起因するくまなざし〉が存在する．それは，さまざまな生

活の場面でみられる．たとえば「島に帰ってくる時は赤いセーターはだめやで」と島外

に進学した息子に語る母親がいる．島を出た息子が派手な色のセーターで現れることは，

母親にとって自らの世間体が悪いと考えているのである．さらに世間体にかかわる表現は

「しまじゅうと」という言葉にもみられる．

「しまじゅうとJは 島のある地区の「店や」で3 近所のある家が息子の法事をどのよ

うにするかが話題になったときの会話のなかで「しまじゅうとが おるからのJ「そやそや

ちゃんとせにやあいけんJという様に使われた．後に，その家は法事に大盤振る舞いをし

たことが明らかとなった．「しまじゅうと」とは，島の暮らし方を規定している「世間体に

見合ったおこないJを見守るくまなざし〉と考えられる．島のウチには，まわりの人たち
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の（まなざし〉をうかがいながら，他者の期待に同調していくようにして暮らしている住

民がいる．すなわち，「個々人Jあるいは「イエJの世間体がくまなざし〉に見守られる．

二つめとして，「しまじゅうと」のくまなざし〉は，島の世間体にも注がれる．すなわち，

島の外からの来訪者への地域の世間体の維持は重要なのである．本土と隔てられて暮らす

住民にとって，自らの島がいかに「人の口に上るか＝評価されるかJ，世間体が維持される

かは大きな関心ごとになる．それは，島外からの客への「お返し」の多さにみられる．た

とえば，法事に出席した島外者が大きな「お返しJの包みを持って船にのる姿は，島で暮

らす者にとっては重要な意味があるのである．

さらに島の世間体は 豊島の先人たちから引き継いできた「豊島Jを子孫に伝えるとい

う債務を住民に負わす．すなわち，産廃問題での大人たちの債務として宣言される「元の

きれいな島を子孫に伝える」（詳しくは第E部）の意には，島の世間体が維持されているか

が問われているのである．世間体が関われるのには，個々人や「イエ」の世間体が関われ

る場合と，住民が暮らす地域社会の世間体が問われるという側面が確認された．いずれの

場合も，やはり「ちゃんとせにやあいけんJのである．

豊島に暮らす住民が「しまじゅうと」のくまなざし）によって威圧されているという解

釈もある．しかし，豊島の「しまじゅうとJの〈まなざし〉のかげには，離島という地理

的条件や過疎や高齢化に悩みながらも，世間の粋を支えにして，世間体を意識し，そしり

を受けないようにと頑張る住民がいる．「ちゃんとせにやあいけん」の言葉には，住民の自

負が込められている．威圧という解釈は一面的に過ぎるのではないだろうか．

病気お見舞い行動を通してみる世間は，病気お見舞い行動が発生するような贈答関係に

「直己慮Jするのかしないのかで明確に 2分されていた．住民は，病気お見舞いをすること

で互いの粋を繋ぐ．また世間とソト（ミウチやタニンをさす）との境界では，病気お見舞

い行動をめぐって人々の新たな関係性が創られ 互いの関係性の可視化によって，それま

での互いの関係の変容がおきるなど，ダイナミックで、あった．

世間のくまなざし〉に同調するという世間体意識は，病気お見舞い行動にも顕著に見ら

れた．世間体意識は，必ずしも日常的にたえず自覚されるものではなく，たとえば病気お

見舞い行動を契機に顕在化する．病気お見舞い行動は，当該者たちにとって互いに準拠す

る世間を意識させ，贈答関係に「配慮Jを必要とするような関係性を社会的に明示するこ

とになった．

豊島には伝統的地域社会にそった世間があり 住民はくまなざし〉を交わしながら自ら
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の世間体を意識している．止まらない人口減少や高齢化などによって，生活基盤そのもの

が脅かされる状況にあっては，たとえば地域の社会的役割を担っている成員が病気になる

ことが地域社会への脅威となる．住民は遠くに住む親類縁者以上に，地域に暮らす人々と

の交わりを大切にし，互いに担う地域社会の維持と継続に責任を負う．そんな地域では，

くまなざし〉を無視することは至難であり，病気お見舞いも日常的な挨拶と同じになる．

もし病気お見舞いの様子に変化が起きるとするなら それはとりもなおさず地域社会の変

容につながると考えられる．

「病気お見舞しリは情愛・善意にもとづく行動でありながらも，きわめて社会的な性格

の強い行動であることが認められる．

第 I部のまとめ一一義理と世間体というこつの幹の役割一一

地域社会に埋め込まれている義理と世間体という二つ粋の役割に注目する．

住民は道ですれ違うとき，互いに顔見知りであれば，必ず立ち止まって会話を交わす．

ときには手元にあるなにがしかの物が渡される．車ですれ違う場合でも，目礼が交わされ

る．たとえ不確かな相手でもとりあえず目礼するのにこしたことはない．「親戚」の範囲に

は姻戚関係も取り込まれ，何代か前の姻戚関係を含めて親戚とされる慣習があり，すれ違

う人はみな親戚の場合もあり得る．自身の自覚だけで相手との関係を判断するのは，礼を

失することになる危険が多いのである．

第 1章の「豊島の概要」にみられた離島の暮らしは決して安易なもので、はなかった．病

気入院することが，慣れた地域社会から離れなければならないという選択につながってい

た．それだけに，日常生活のなかで，互いの粋を大切にしている．関係のある誰かが入院

すると，住民は早速お見舞いに行く．お見舞いすることは，義理に叶ったことであり，い

かないと誘られないかと不安になるほど重要な意味がある．

豊島の地域社会の変容を「豊かな島」「福祉の島」「産廃の島j との 3つのラベルに注目

してみてきた．棚田をひらくのも水を引くのも地域共同体なくしては出来ない．先人たち

は伝統を受け継ぐ中で少しずつ「豊かな島j をつくってきた．従前の社会規範としての義

理の観念が地域社会の秩序を維持するように機能していたことは確かであろう．しかし戦

後の民主化と急速な社会的，経済的変容は，豊かな島の生活の基盤を揺るがしていたこと
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が確認された．石材業，漁業，農業と地場産業が次々と衰退し，比例するように人口が減

少し子供数も減少していった．衰退する地域社会にあって，絶対的社会規範とされてきた

義理が，豊島の暮らしの中で，どのように温存されているのかを，病気お見舞いを事例と

して第2章で考察した．

第 2章では，住民は「病気お見舞しリを交わすことで，互いの義理の関係性が再確認さ

れ，義理は暮らしの中で温存されてきたことが確認された．しかし従前の絶対的社会的規

範は戦後社会の民主化の変容をうけ 水平な関係性が付与された義理であった．住民は社

会的秩序を維持する手段として，互いの間で、意図的に差異化を図った義理の関係性を維持

してきた．特に豊島では，「病気お見舞しリを住民の間を繋ぐ手段として，地域社会に義理

を媒介とした粋を張り巡らし，義理の関係性を持続し強化してきたことが確認されている．

第 3章では，病気お見舞いを世間体に拘って考察するなかで，豊島の世間体に関わる意

識は，個々人相互の世間体を維持するものであった．しかしこれは特に豊島に限ったこと

ではないのも明らかである．また豊島では「イエ」／「イエ」の世間体も意識されていた

が，強弱はあるもののこれも特に豊島に限らないであろう．しかし豊島が離島であること

から島の外／島の内との関係に世間体意識がみられ，さらには住民／地域社会の間にも世

間体意識も認められた．島の外だけではなく，個々人の暮らす社会の世間体に拘る意識は，

個々人の世間体意識をさらに強化することになると考えられる．幾重にも複層化する世間

体意識は，意識しすぎると，自由のない謬着した暮らしにくい社会を創ってしまう．しか

しながら，住民は，代々その地で暮らし続けるなかで，井上の言うように「規範から逸脱

しないようにズレを調節するJことで共同体の一員として穏やかな暮らしを維持・持続さ

せてきたのである．

人々は暗黙裡に，人と人の繋がりを紡ぐ粋を，人から人へ渡される諸々のモノに託して

暮らしのなかで育んでいる．住民は日常的な暮らしの内では，慣習化された病気お見舞い

を拡大された世間で交わし，義理が繋ぐ幹は地域の広範におよぶ．豊島では，住民は皆親

戚として対応することは生活の知恵として伝承されることになる．

1960年代には，石材業・農業・漁業と社会的要因によって衰退を余儀なくされ，同時に

歯止めのかからない人口の減少に住民は危機感を抱いた．豊島の観光開発のために飛行場

をつくる案もあったという．その矢先に，住民の一人が豊島観光総合開発という会社をつ

くり，「砂利を運んだ空船に、都市圏のゴミ積んできて，座砂利採取の跡を埋め立て，リゾ

ートをつくろう」と呼びかけた．住民の中には，それで跡取りが島に戻ってくれるならと
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期待して，土地を売った者もあるという．ところが，事業者が申請したのは「有害産業廃

棄物処理業j の認可申請だ、った．住民は，観光による再開発どころではなくなった．申請

者を良く知る住民は，事業者に対して「何をするかわからないやっjと危慎を持っていた．

住民は挙って認可反対に立ち上がった．認可申請を出して 3日後には県庁にデモを仕掛け

ていた．そこ行動の速さは，住民が拘る義理や世間体意識が，住民結束に向かわせたと考

えられる．

だが， 1975年（昭和 45）には日本経済のつけを払うかのように，住民は産業廃棄物を受

け入れさせられことになった．産業廃棄物を巡って行政と紛争状態になり，その問題意識

は地域に張り巡らされた粋を介して共有されていった．しかしながら，g齢、紳は反面では、

互いに牽制する方向に働く側面を併せ持つ．第E部では，住民が地域社会の結束の手段とし

てきた義理や世間体意識が，住民運動の成否にどの様に関わってくるのかを，住民運動の

経緯を追いながら考察する．

最後に本論文のキーワードともなる義理と世間体を定義しそれらの関係を整理する．

・義理については， JII島が戦後に民法改正のために数人の研究者と研究した結果を「義理」

としてまとめている．川島は 義理は包括的概念であり，戦前の日本社会では命令され押

し付けられた道徳として絶対的な社会規範で、あったという．戦前から戦後へと日本社会は

劇的に変容するものの，日本の社会・文化の基底になっていた義理が容易に変容するとも

考えられないが，敢えて現代の義理を定義する．

民主社会のもとでは，従前の上下の強い義理に水平の関係性が付与された．現代の義理

とは，自己と他者の間にあって互いの社会的関係に配慮して意図的に差異化を図り，意図

的な差異化は次の関わりの契機となり，互いの関係性は相互に了解されていることを前提

として，長期にわたって継続・強化しようとする意識である．封建制度下の上下意識の強

い義理は現代の役割規範にみることができる．

－世間体については，「わが国の人々の社会的規範の基本は，おおむね，世間に準拠して，

はずかしくない行動をすることであり，世間の基準から自分だけ逸脱することのないよう

に世間と自分とのあいだに生じるズレを，たえず微調整しながら生きてきた．私たちはが

いして，まわりの人たちのくまなざし〉をうかがいながら，他者の期待に同調していく過

程のなか，自分の意志をしだいにかためてゆこうとするj と井上は記す．井上の言うよう

に，世間に準じて行動しようとする意識がわれわれの意識の根底にあることは否定できな
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い事実であろう．

世間体とは，他者（＝世間）の期待に準じて自己の行動を調節し，他者（＝世間）に向

調することで，他者（＝世間）による自己への評価を高めようする意識である．

－次に義理と世間体の関係を整理する．

・義理とは，自己と他者の関係にあって，互いの社会的関係に配慮して意図的に差異化

を図り，意図的な差異化は次の関わりの契機となり，互いの関係性は相互に了解されてい

ることを前提として，長期にわたって継続・強化しようとする意識である．

－世間体とは，他者（＝世間）の期待に準じて自己の行動を調節し，他者（＝世間）に

同調することで他者（＝世間）による自己への評価を高めようする意識である．

－義理も世間体もどちらも，自己の行動を他者との関係性に規定される社会的規範意識

であり集団としての結束を強化するが，義理は関係、をもっ他者との了解が前提とされ可視

化できる相互関係があるのに対して 世間体は同調しようとする他者（＝世間）との関係

は暗黙の了解ごととされ，本E互性がなく殆ど一方的な意識であることが大きな違いと言え

る．
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［注］

第 1章

1) ダイオキシン類註＿！p：／／柄引にbesterra.coやか／planet/cat.518/cat.519/post-13／ιへ

1）人体に対する発がん性物質（人工物質としては、最も強い毒性を持つ）．

2）動物実験（ねずみ等）では

a）妊娠中のねずみから生まれた子ねずみが奇形を起こした．

b）甲状腺機能が低下した．

c）生殖器官が小さくなったり，精子数が減ったりした．

d）免疫機能が低下した．

3）人聞がダイオキシンを吸収するとその大半は脂肪に蓄積され，半減されるまで 7年かかる．

第 2章

1）「12月朔日 天気よし．・・・・内祝ひ十五軒へくばる.J『小梅日記』第3巻：128.

2）井下理， 1978年「贈り物とお礼の第一次調査J（留め置き質問紙法，東京都，埼玉県，千葉県，神奈

川県の首都圏在住の主婦対象 448名）．量的調査として，博報堂生活総合研究所の生活調査の「病気お見

舞い」に関する項を参考資料としてあげる．「この半年間にした贈り物J生活調査．調査地域；首都 40Km,

阪神 30Km.調査対象・20～69才の男女．サンプノレ数2000人．首都圏 1381人，阪神圏 619人 調査方法；

訪問留め置き自記入法期間 200015110～30.益基12://www.athill.盟阜

3）川島武宜が示唆した六つの義理の生ずる関係性. 1951，「義理」『恩想』 9号から引用．

義理は日本人の社会の基本法則であり，社会秩序の基本要素である．（中略）われわれの社会秩序が義

理によって構成され支えられているということは，われわれの社会生活における「権利J意識の欠如に対

応し， 日本人の規範意識に一つの基本的性格を与えている．（敗戦以後）旧来の義理＝体系は、深刻な変

化或いは打撃を受けつつある事実を認めることができる．しかし，それにもかかわらず（中略）義理はま

だ決して無視しえられない．社会構造と法則を理解する鍵である（ : 262). 

また「義理は必ずしも相互的ではない，これらの関係に立つ当事者のうち，しばしばその一方にのみ義理

があり他方にないことが稀に起り得るJ( : 290). 

一）継続性．予定された期限をもたないで維持することを期待されるところの社会的結合．継続的な社会
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結合から生じるものであると同時に社会結合を継続的なものとして維持する機能をもっ．

二）生活関係の包括性． 義理によって維持される関係は単に時間的に継続的で有るだけでなく，その内

容たる生活関係において包括的である．例ば徒弟制度・家元制度などー穫の運命共同体．

三）個人の私的領域の弱いこと，もしくは欠けていること．社会結合の上記のような性質は，個人の私的

支配領域がそこでは極めて弱く，欠けていることを意味する．このような社会結合においては義務（義理）

は人の意思による選択によって発生するのではなく一定の客観的な社会的地位に基づいて発生する．

四）「人的J(personal,personlich）な結合．義理を生ずるのは、特定の具体的個人の簡に成り立つ結合関係、

「顔」はこの関係を維持する重要な要素である。面子、名誉、見栄ともに肉体的な「顔Jをも意味し，「顔

をみせるj ことは義理の重要な要素である．

五）情緒的な結合であること．義理を生じ義理によって支えられるのは，単なる利害の計算や判断によっ

て維持される関係ではなく情緒emotionによって維持される関係である．それは本当の，あるいは擬制さ

れた「人情Jである．義理は常に一定の仕方で人情とむすび、つく．

六）身分階層社会的性質． 日本の社会を構成する要素は，上記にのベたような「共同体J的性質とともに

身分階層・社会的性質である．その人的関係は自らの中に9 身分階層的関係を含む．その意味において義

理は日本の身分階層的社会構造を支える重要な要素である．このような要素をもっ具体例一家父長制的

家・家族共同体（構成する人の個々の人的関係），部落共同体・隣保団体・町会，青年団やその他の年齢

階層団体・祭事団体，授恩者と受恩者，師弟関係，媒介者と被媒介者，朋輩・仲間相互の関係、先輩後輩、

暴力共同体，営業者と顧客との人的関係など．特に商取引における商人と顧客の間に，人的関係・継続的

身分階層的な関係（お出入り・おとくしサを設定しようとする．一度設定された関係を変えることは，相

手方への裏切り，重大な侮辱，節操感の欠如を意味し，そのような感情や価値判断に支えられて義理がこ

の関係を維持している．

これらの諾関係が義理を生じ義理に支えられる．このことからその関係は共同体的であり，身分階層的

である．したがって義理は必ずしも相互的であるとは限らない．関係当事者の一方にのみに義理があり他

方に無いこともしばしば起こる．共同体的関係のうちである特定の関係はもっぱら義理によってではなく

人情によって支えられる．主として実の親子兄弟の簡の関係である（同居に限定）．

4）秋田県田沢湖町部落「病気見舞いお返し廃止J約九八羽生ita.orJひたお念危rmm/f97/03.htm

第 3章

1) 2004年，豊島と奈良市での聞き取りデータ． 豊島Kは郵便局を定年退職後妻とともに食品店を営む．
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86歳のとき（2002年 5月）左足大腿骨骨折で、三ヶ月の入院治療， 115件のお見舞いをもらう．豊島居住

のお見舞い者を世帯数に換算すると 90世帯となり，豊島の登録世帯数（2002年 4月637世帯）を母数と

すると 14.1%の世帯が関わるデータとなる．豊島の病気お見舞い行動の様態をさぐるデータとして有効と

考えられる．奈良Iのデーター奈良 Iは専業農家を引退し会社員の息子夫婦と同居，奈良 Iは71歳のと

き（1992年 1月）鎖骨骨折で一ヶ月の入院治療， 75件のお見舞い．お見舞い者は全て当該者の居住地域

の周辺部に集中する．
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第E部 降ってきたゴミとの闘い

一一認可産廃処分場で起きた不法投棄事件解決への過程一一

はじめに

現代社会では「義理jは任侠の世界の遺物と思われ，世間体に至つては偽りの姿などの負

の側面で語られることが多い．これらの義理あるいは世間体に関わる意識は日本の伝統的

社会の基底にあるものと考えられる（会田 1970）が，豊島では病気お見舞いという日常的

行為に顕在化していることは第 I部で確認された．「贈り贈られる行為Jに託され，個々人

の関係性に派生する粋を繋ぐ手段となって義理は温存されてきた．自らの体面を保ち世間

体を維持することが第一義であり，時には自らが準拠する「島Jの世間体が優先されたり

もする．暮らしの中に確認された世間体意識や義理の関係性を大切にする感情は，個々人

相互の信頼を醸成する役割をにない，住民は穏やかに暮らしている．

1975年，過疎化・高齢化・少子化など経済的にも社会的にも疲弊に悩む状況下にあり

ながら，伝統的生活を守り穏やかに暮らしてきた住民に降りかかったのが産業廃棄物の不

法投棄と，残された大量の有害廃棄物を含む産業廃棄物の問題であった. 2356人 (1975

年）の住民は，都市圏から持ち込まれたゴミ処理をめぐって香川県を相手に闘いを展開し，

25年戦争というべき事態を経験することになる．そして，解決の目途が立った時には人口

は 1421人（2000年）になっていた．その聞にも進む過疎化・高齢化・少子化への対策は

後手になり地域社会の疲弊は深まることとなった．（以降は産業廃棄物を産廃，香川県を県，

豊島産廃処理業者を業者と略記する）

住民は「産廃処分場建設反対運動jや「不適切に運営される処分場について監督官庁で、

ある県庁へのクレーム申し立てJ，次には放棄された産廃撤去のための「公害等調停申請j

さらにはその成立へ向けての闘争と， 1975～2000年に渡って住民運動を展開した．人々

が反対運動に駆り立てられたのは，豊島が産廃で汚されること，県の強硬な姿勢にたいす

る怒りと反発である．

本論文第E部は，これら一連の闘争がいかに維持され，解決されてきたのかを住民の視

点にたつで考察する．多くの周縁地域で社会問題化している産廃処分場について，最初に

公害等調停成立を成し遂げたことが「偉業Jといわれる経緯について，住民運動展開のプ

ロセスと，公害等調停成立のフ。ロセスとを明らかにする．
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瀬戸内海を流通経路として，都市圏から船舶で豊島の認可産廃処分場に運搬された産廃

坑結果として有害廃棄物の不法投棄で、あったことが紛争の核となる．業者は有害産業廃

棄物処分場として建設認可申請を県に提出したが，住民は処分場建設申請反対を県に訴え

た．県の認可方針に対して＇ 1976年に人々は高松地方裁判所に建設差し止めの裁判をおこ

した．県は反対する住民に対して説得し無害産廃処理業として認可し，住民の建設差し止

め請求は裁判所の和解調停を受けて，取り下げるとことになった．高松地方裁判所で取り

交わされた業者との和解条項 1）には，ミミズによる土壌改良剤化処分に限り，取り扱う産

廃の種類を「製紙汚泥，食品汚泥，木くづ，家畜のふんj と限定されている．その他にも，

県の監督指導が約束された. 13年間に 181回（石井2007）もの県職員による豊島処分場

への現地監督指導が行われるが，議会報告は「適切に運営されているJとされた．しかし

兵庫県警が事件として検挙し（1990年），豊島産廃処分場の違法性が明らかlこなった．豊

島への産廃持ち込みは 1975～1990年まで，県認可の処分場での不法投棄として続いた．

（以降，豊島産廃不法投棄を「豊島事件」と呼称する）．豊島で起きた産廃をめぐる紛争は，

法の網の目をくぐるようにして起きたことは明白であった．

本論文では，①法的に産廃の広域移動が可能になったことで産廃問題が周縁地域で社会

紛争として顕在化すること，②産廃処分場建設認可が国の代理事務であること，この 2つ

の構造的要因に注目する．さらには，第 I部で確認された，住民が拘る義理や世間体意識

が住民運動とどの様な関わりをもっているのかにも注目している．産廃処理業の許認可権

をもっ行政との紛争解決のために，住民が起こした住民運動に注目している．

20世紀後半，公害をめぐる社会問題が全国で顕在化し 1970年代は公害四大裁判2）が次々

と決着し，企業の責任が厳しく問われた同時期に豊島の産廃処分場は認可・稼働し始めた．

だが県の監督指導があったにも関わらず兵庫県警の摘発をうけ事件化し，豊島の産廃問題

を巡る紛争は，住民／香川県庁，地方行政／国政，周縁地域／都市圏へと複層化する，

1975年，業者の「有害産業廃棄物処理業」の認可申請にたいして，住民はこれを認可し

ないように許認可権をもっ県に要望，署名活動やデモ行進をして県との話し合いを求めた．

しかし，県知事は反対する住民を前に「住民のこころは灰色かJと演説した．これを契機

に，住民は結束し住民運動組織をつくって，県に認可反対を陳情した．しかし，県の認可

方針を覆すことができず，豊島産廃処分場は認可稼働した．その後， 1990年まで住民運動

は停滞期に入った．そして 1993年の「豊島事件」時効直前に，人々は弁護団の支援を受

け，国・県・排出企業者を相手方として，争うのではなく話し合いで解決する公害等調停
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の席についた．このとで「豊島事件Jは解決への緒についたので、ある．公害等調停が成立

するまでの期間，住民は世論の支援をうけるためにより戦略的に住民運動を展開していく

ことになる．

結論を先取りするなら，住民が望んだのは産廃の島外撤去と香川県知事の謝罪で、あった

25年にも及んだ住民運動は自らの主権に目覚める過程（＝国民主権の実質化）であり，知

事の謝罪は人々の傷ついた世間体の修復の意味もあった

住民が「豊島事件J解決に終始した 1975年～2000年は，全国的にふる里創生の取り組

みがニュースになった時期でもある.1988年には竹下登首相が地方自治体に使途を指定せ

ずに 1億円の資金を交付し，地方自治体は何ができるか宮民あげて知恵、をだした．自治体

の中には温泉を掘ったり，金塊を購入して庁舎に展示したりと，多様な取り組みがニュー

スになったりもした．同じ時期，マスメディアをにぎわした徳島県上勝町の「葉っぱビジ

ネスJ3）は 1987年にスタートしている．住民が「豊島事件Jとその処理の為に費やした

25年の月日は，ふる里創生の時期を失し，地域社会の疲弊をさら深めた月日となった.2000

年以降，公害等調停成立に捺印し，県知事の謝罪を涙して受け入れた住民は，「行政」に頼

らない地域活性の取り組みに乗り出した．これらについては第E部で、検証する．

第E部は1 ・2の章で構成される．

第 1章では， 日本最大の産廃不法投棄事件の公害等調停成立にいたった「豊島事件」の

一連の経緯を住民運動の流れに沿って検証する．第2章では不法投棄廃棄物の処理の過程

で見えてくる各アクターの力関係に焦点をあてて考察する．第E部のまとめとして，住民

が叫び続けた「豊島事件jの解決とは単に「産廃の撤去Jだけではないことに注目する．

「豊島事件Jの資料は，報道関係者として豊島の産廃不法投棄をスクープした山陽放送

の曽根英二著『ゴミが降る島』（1999），公害等調停を支援した弁護団副団長の大川真郎著

『豊島産廃不法投棄事件』（2001），運動の中堅を担い公害等調停員会の住民代表の一員と

して席に着き県議会議員ともなった石井亨著『未来の森』（2005）を主とする．その他の

二次資料，筆者の参与観察（1995年～），当該住民への聞き取りを資料とした．
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第 1章 「豊島事件」を巡る住民運動

本章は， 1975年から 2000年に期間に瀬戸内海国立公園内にある豊島に起きた産廃不法

投棄事件（豊島事件）の顛末と，その結果島に残された 56万トンもの有害産廃の撤去の

ために立ち上がり問題解決に至った住民運動の経緯を時系列で考察する．特に「豊島事件」

が県の認可を受けた業者がおこした不法投棄事件であり，認可時に県が処分場の監督指導

を住民に約束したにも関わらずおきた事件であることに注目する．

住民は 3つの地区自治会が主体となって住民運動を組織したが，最初の名称は「有害産

業物持ち込み絶対反対豊島住民会議J，その後は「豊島住民会議j，解決に向かつて再編し

た名称は「廃棄物対策豊島住民会議j と変り，これらの名称の変容に対応して住民運動も

変容している．

第 1節 「豊島事件Jの概要

1975年，都市圏（横浜・神戸・姫路等）から船で運ばれた産廃は，豊島家浦港で陸揚げ

された．産廃は，ダンプカーの荷台からも，野焼きの噴煙からも粉塵となって住民の頭上

に降り続いた．この事態は， 1990年の兵庫県警により産廃不法投棄として豊島総合観光経

営者が逮捕・起訴され，「豊島事件Jとなるまで続いた．住民は，業者による有害産廃業認

可申請の段階から，県に対して認可反対住民運動を展開した．有害産廃処分場認可申請反

対の署名運動，県庁へのデモ行進，高松地裁への建設差し止め起訴などの手段を講じるが，

県の強し、認可方針を覆すことはできなかった.1978年，豊島産廃処分場はミミズの養殖の

ための飼料としての無害な 4品目の産廃持ち込み場として認可された．業者は事業認可以

前から産廃を搬入しており，結果として 1990年までに瀬戸内海国立公圏第二種指定地に

56万トンの産廃（汚染土壌を含むと 65万トン）が積み上がることになった．逮捕された

業者は，罰金50万円，禁固 10カ月，執行猶予 5年の有罪判決を受けている．判決では県

の責任が指摘さている．業者の摘発を受けて，県は豊島産廃処分場の運営が適切ではなか

ったとそれまでの見解を変更したが，業者が逮捕される直前の 1989年には，業者に対し

て産廃処理業認可証を 1992年の年限で更新発行していたのである．

業者の逮捕で産廃搬入は止まったとはいえ，残された産廃に対して，県の撤去命令を無

視する業者の代執行を県に求めても県は動こうとはしなかった．住民はこれまでのように3

県を相手として交渉することに危機感をいだいた．「豊島事件J時効3年の期限がくる直前

60 



に当該事件調書を取り寄せ，業者の指導監督にあたった県職員の調書を読んだ住民は，県

の欺臓を知ることとなった．豊島住民会議の役員らは，豊島と所縁のある弁護士に相談に

行き，さらに紹介で当時の大阪弁護士会長中坊公平の事務所に相談に行ったのが，不法投

棄時効 1カ月前であった弁護士中坊は引き受ける前に豊島の当該処分場に足を踏み入れ，

問題の重大さを知ったうえで，住民との対話に臨んだ．住民は「せめて3 一矢報いたいJ

といい，弁護士中坊は引き受けるものの「簡単になるものではない」とも感じていたと記

す．

1990年，住民は「産廃対策豊島住民会議Jと運動母体の名称を変え，再び運動を活性化

することになった．それは「産廃持ち込み絶対反対豊島住民会議」発足から 15年たち，

弁護士の支援を受けての再スタートで、あった，県との産廃撤去を巡っての紛争は，当時設

立されたばかりの公害等調停委員会の場に移り（1993年），調停成立までさらに 7年を要

した（2000年）．住民が願った産廃の撤去は 2012年，関連施設撤去事業完了は 2016年と

なる‘これが「豊島事件」のあらましである．飯島伸子はこれを「豊島の悲劇J（飯島iooo)

と評した．

放棄された産廃の島外撤去を求めて 1993年 11月 「豊島事件」の時効（時効期間 3年）

わずか5目前に住民 549人が日本初の公害等調停を申請した．被申請者は産廃の処理を委

託した排出業者 21社，豊島総合観光開発の実質の経営者であり住民でもある松浦庄助，

香川県と 2人の県庁職員（処分場の監督指導の担当者）で、あった．調停途中からは相手方

として国も加えることとなった．この調停の大きな特徴は，公害等調停の趣旨からして仲

裁者として立つべき行政が，被申請者となったことにある.2000年6月，住民は弁護団の

支援を受けながら，県を相手に産廃の島外撤去という日本で初の公害等調停を成立させた．

更にこれも日本初の産廃排出企業からの「解決金Jを引き出した現在， 2016年 6月ま

でに， 320億円とも言われる税金で産廃の焼却と溶融処理が進められている．

1990年 6月，最初に報道関係者として「豊島事件Jの当該地に立ち入り直接業者に取

材した曽根英二は「その後 9年にわたって豊島の産廃をめぐる追跡報道が始まった」と著

書に記す（曽根はその後も豊島の取材を継続している）. 1975年から産廃の搬入が始まっ

て 15年がたっての報道機関の出動であった．豊島産廃運搬・投棄を違法行為として警察

が動いたのは 1990年 11月で、あった．既に処理が必要な不法産廃は 56万トンに達してい

た．その処理が完了するにはさらに 10年の月日が必要とされた．したがって，筆者は住

民の闘いを「25年戦争」と呼ぶ．風評・健康被害発生の深刻な状況下で， 25年も暮らし
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続けることを余儀なくされることの社会的理不尽さが，「豊島の悲劇j の真相なのである．

豊島に運び込まれた有害産廃の完全撤去は， 16年の長い期間を必要とし， 320億円もの

費用がかかるという（費用の 6割は国費， 4割が県費）．不法産廃処理には多くの時間と費

用が浪費され，問題解決のための住民運動の費用を含めると膨大なものになる．また，処

理過程でおきる 2次汚染が新たな環境汚染を引き起こすおそれもあり，産廃処理の難しさ

を示している．豊島の産廃処理では，有害廃棄物として中身の特定できないドラム缶入り

物質が掘り出され，処理技術が確定するまで何十本ものドラム缶が容器ごと密閉されて保

管されているだけとの報告がある．産廃処理には技術検討委員会が設置され，毎月報告検

討会（専門委員，住民代表で構成）が開かれ，処理過程での諸問題は公開されている．住

民は傍聴・質問することができる.2003年から，本格的に直島の溶融炉での処理が始まっ

たが，当初は溶融炉内での小爆発によって操業が止まるなどで予定より処理量が伸びてい

ない．住民への中間報告会では，汚染土壌の処理などに新技術を導入するなどで技術的な

課題を克服しなければ， 65万トンの有害産廃と汚染土壌処理の期限までの終了が困難と報

告されている．住民は，始まった産廃処理過程をさらに 13年間にわたって見守り・監視

するという責務を負っている．

15年間という長期間に， 56万トンという規模のゴミ持込と，その後の処理を含め事件

解決に至るまでに 25年を要するが，それには複数の要因が考えられる．国や県を親に見

立て，「親が子供を臨すはずがない」と言う住民の意識の中には，自らが拘る義理の関係性

が顕在化していた．また，地方行政／地域住民，あるいは中央官庁／地方行政といった産

廃行政のあり方も関わっていた．住民は「豊島事件j解決にむけた住民運動を展開する中

で，地域社会に温存されていた義理の関係性を媒介とした粋を結束の契機として，県との

長い紛争を闘った．住民の闘いを時間軸に沿って具体的に検証しつつ，解決が長引し、た要

因と解決への過程について詳細な考察をする．

「豊島事件Jの履歴については，大川の著書掲載の豊島産廃不法投棄事件経過一覧表を

参考にする．
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第 2節 「豊島事件j解決に動いた住民運動の分析視点

【「豊島事件Jが象徴するもの｝

瀬戸内海国立公園指定地に廃棄物処分場が認可され，さらに行政の監督指導を受けなが

らも有害産廃不法投棄が起きた．その後の処理過程をも含めて，地元住民が繰り広げた活

動過程を住民運動として分析する．当該地域が離島であることから，非常に限られた地域

の紛争問題を扱うことなる．しかし大量生産・大量消費社会の到来によって，人々が排出

する大量な廃棄物の処理が社会問題化するのは自明といえる．廃棄物処理問題が大消費地

の真ん中で発生するのではなく，周縁地域で顕在化することは 1961年の「都市と環境・

福祉問題研究会j で既に検討され「都市と環境－廃棄物の循環的処理を中心にJとして報

告されている．

飯島が「豊島の悲劇」と評するように，今や，「豊島事件」は産廃問題の象徴と捉えら

れている．「豊島事件Jの発生とその後に辿った経緯によって，廃棄物行政の問題点が可視

化されることになった．「豊島事件」が法整備に影響を及ぼしたことは， 1999年（調停成

立の前年）に，豊島産廃処分場を視察した総理府公害対策室長の「教訓としなければなら

ない」との発言からも明らかである．

1970年代，日本の公害の四大裁判が次々と原告側の勝訴となり 企業は公害・環境問題

に強い関心を持たざるを得ない状況になった．また，国民も公害問題を通して地域生活を

脅かす環境汚染に敏感になり，各地で環境汚染や公害から生活領域を守るための住民運動

が頻発するようになった．地域・環境社会学を主たる研究領域とする研究者らは，新幹線

建設問題，原発建設問題，ダム建設問題，産業廃棄物問題，自然界には存在しない環境ホ

ノレモン問題など，様ざまな環境問題と闘う住民運動を研究支援してきた． しかしながら，

それらの問題の陰に発生する地域固有の問題が，公に「社会問題」と認知されることが簡

単ではないことは，多くの研究者の指摘するところだ、った. 1990年代になって，「豊島事

件」をスクープした山陽新聞記者の曽根英二やニュースキャスターの筑紫哲也など，マス

に関わる人々が強い関心をもって継続して報道しだした．それによって，「豊島事

件j は広忌｝むなり，研究者の注目するところとなったことは否めない かく言う筆者に

しても個人的に関わVあった地域だからこそp 「豊島事件」に注目することになったので

ある‘

飯島伸子は，産廃が社会問題化する要因と紛争がなぜ地域で顕在化し解決困難なのかに
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ついて，①強者一弱者の関係，②大都市圏における廃棄物の深刻化，③消費者に対する責

任転嫁，④浪費文化の問題点と事業所責任明確化の必要性の4つの局面を示唆した．これ

ら4つの局面は9 何らかの形で「豊島事件」にも関わってくると考えられる．なかでも「弱

者一強者関係j は，中央一地方，地方自治体一地域社会，知事一豊島住民といった関係性

を内包している「豊島事件j においては有効と考えられる．

特に下記に引用した飯島の指摘は「豊島事件Jの検討には重要な視点と考えられる．

こんなに重大な環境悪化の事態にいたるまでに，政府や業界，学界，教育界，自治

体，報道機関などの社会に対して責任ある各機関が，問題への対鼻応が適切で、なかった

場合が多いこと，そこに問題の根源がある．したがって，公害・環境問題が解決され

るためには，被害を受けた人々や，被害者が生み出された事態を問題であると認識で

きた人々が集団的に行動を起こすことが，ほとんどつねに必要だ、ったということです．

（飯島 2000: iii) 

飯島の指摘を言い換えると，環境・健康悪化が社会問題となるほどに重大化しないと，

問題解決への動きが発動することはなく，さらには当該住民が問題八の正しい認識ができ

ないと，住民運動は成立しないことになる．その点では豊島の少ない人口（1975年 2356

人）が有利に働き， 3地区自治会を単位とした住民運動の成立は容易で、あった．しかし，

住民による，反対署名運動やクレーム申し立て（県への公開質問状．行政監察局への提訴

など）は，ことごとく「（豊島処分場の）処理は適切である」と終始する県の見解によって

阻止された．人々は有効な対抗手段を見出せず，処分場認可反対から 15年の時を過ごす

ことになった．当該地方自治体が限定された地域の問題について，「適切に対応しているど

うか」という飯島の指摘は，射を得ていた．紛争解決の契機が，当該行政域の警察ではな

く他県の（兵庫県）警察が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法と略記）違反で検

挙したことも，飯島の指摘の妥当性を裏付けている．最終的に紛争解決に至ったのは，弁

護士らの支援を得ながら地道にかつ戦略的に展開した住民運動が功を奏し，全国的に「豊

島事件Jが報道され，世論の支持を取り付けるのに成功したことが大きな要因である．

「豊島事件Jには，産廃事件としては日本初の解決のパターンがある．①行政の怠慢・

不作為を認めさせこと．②実際に産廃撤去が完了すること．③排出企業が解決金を払った

こと．④人口 1500人足らずの小さな離島にあって，国や県と闘って要求を通したこと．
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これらをして支援弁護団は「偉業」と評したーこれらの4つのうち一番困難なことは，「公

共性j の論理に立ち向かうためにも④の運動組織の規模の小ささを，いかに乗り越えるか

で、あった．「豊島事件Jを自分たちで解決しなければならないという問題意識の共有はそれ

ほど難しいことではないが，実際に住民運動に参加し自ら行動することとはズレがある．

そのズレを埋めて住民運動に出かける契機には，住民が拘る義理の関係性や世間体意識が

あると考えられる．「あの人が行くなら私も行かねばJと世間に同調して，地域社会の行動

規範から外れないように調節するのである．地域社会に張り巡らされた粋を媒介にして，

住民の結束は強化されている．

［紛争解決への戦略的住民運動｝

産廃処分場建設に関わる事業申請は，法的条件が整えば認可するとする県の方針があっ

た．産廃処分場建設認可に関わる紛争の場合，当該者は住民と業者ではなく，当該地の住

民と許認可権をもっ行政＝地方自治体となる．産廃問題には，地方行政が産廃処分場建設

推進の主体となり，地域の人々と対峠するという構図が内在していた．住民は，公害発生

源ともなりうる産廃処分場建設について，結束して認可しないように県庁までデモ行進し

要望書を提出した．地域紛争の契機には，処分場建設認可を推進する県の強引な説得にた

いし，地元住民の反発があった．住民は行政と対峠するために行動を起こし，住民運動と

して組織化されていくことになる．それはまた，紛争の長期化をも意味する．

行政と当該地域の間で産廃処分場建設をめぐって，行政との紛争が長期化する事例は，

豊島の例の他にも滋賀県栗東町の例（交渉継続中）や，山梨県明野町（解決）の例にもみ

られる．それぞれ 10数年を要して解決したか，解決に向けて交渉中であった．豊島の 25

年は今のところ最長である．長期化の要因の一つは住民運動組織のありように起因すると

考えられる．豊島の住民運動をみるうえで押さえておきたい視点として地域の社会的規模

がある．原田峻は「住民運動と市民運動の連続性をめぐってJをテーマに都市圏での住民

運動に注目し，地域社会にあっては地縁組織や住民運動組織，諸国体組織，市民活動組織

などが共存し相互に影響し合うことを指摘している（原田 2010: 126-127）.豊島が離島

という閉鎖空間であることから，住民運動組織は地縁による地域自治会のみで構成される

単体組織となる．このことは，住民運動組織としては人的に濃密な関係が指摘でき，運動

過程におきる出来事によって活動が大きく振幅することが示唆される．すなわち住民結束

への動機づけも早ければ，挫折後の停滞感もより深くなり，さらには運動活性後の住民活
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動への動機づけも深まり，住民は集中して住民運動に傾倒していくということになる．こ

のことは豊島の地域社会の変動のダイナミズムの背景となると考えられる．

住民運動が地域社会のあり様によって変容することは産業廃棄物問題をテーマとする

先行研究者らも指摘するが，主には新住民と！日住民との相互関係と当該地方自治体との交

渉過程に言及するに止まっている．早川は栗東町の認可処理場と地域との紛争に関わる住

民運動を論じている．当然問題に関わり合う複数の地域の社会的状況を確認するが，複数

の地区の住民がどの様な文化的特性を持っていて虫住民運動への結束にどの様に関わって

いるかの視点が欠落していると考えられる．それは寺田にも同じことが言える．地域の文

化的特性が住民運動に関わってくることは容易に考えられるが，地域の文化特性をさぐる

手段となると容易ではない．本論文では，住民運動の分析枠組みとした義理と世間体のア

イディアは3 まさに住民から頂いたものである．地域社会の紛争をテーマにするなら，地

域の履歴や伝統的文化などに注目するという当然のことが，実は見落とされてきているの

ではないだろうか．

住民運動について早川は「地域固有の社会問題にたいして，階層や職業属性を越えて地

域の人々が起こした，自発的で組織的な集合行動であるJと定義したが 本論文では「地

域の伝統や文化に則った」という文言を挿入して「地域固有の社会問題にたいして，階層

や職業属性を越えて地域の人々が起こした，地域の伝統や文化に則った自発的で組織的な

集合行動である」と再定義したい．地域の伝統や文化に則ることは自発的ではないという

聞いには，住民運動が地域固有の社会問題の解決を目指すなら，地域の文化や伝統を無視

するような住民運動はもともとあり得ないのではないだろうかと応えたい．

本章は，認可産業廃棄物処理場を巡って行政と地域住民との紛争を扱い，紛争解決をゴ

ーノレとすることから，下記のように運動組織の主体の違いによって住民運動の経緯を「解

決」「未解決」の観点から分類した．

①住民有志団体一一専門性をもったリーダ一一一グループ運動

‘紛争は未解決．

②新住民と地っきの住民が異なるグループ。を形成しながら互しリこ補完関係を築く

『紛争の解決．
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③地域自治会一一全住民参加一ーリーダーは町内会長（短期で交代）

一一専門的リーダーの不在一一運動の挫折・停沫？ー＋妥v 協（条件付き解決）

／ 『未解決．

弁護士の支援を得て住民運動が活性し紛争解決へ．

④住民と専門家と行政のネットワークの形成で三者一体となっての紛争解決へ

①のパターンは，奈良県下の産廃問題の現況に認められる．奈良ゴミの会などが中心にな

って HPに公開しているが，問題解決への困難性を示し，奈良県下の山間に点在するゴ

ミの山は未だに処理されていない． （主主主o:f ;"::vww I .ken斗~il止主金主弘主〈益基iou.htr主）

②のパターンは， 1994年の山梨県明野町の住民運動にみられる．寺田良ーは，公共的関与

型産廃処分場建設（環境事業団体を建設主体とする施設）認可に対して， 10年以上に渡

って決定手続きの不透明性，非民主性，安全性への不安等から建設阻止を訴える住民と，

県の計画のとおりに建設を強行しようとする当局との紛争事例を検討した．寺田は，県

の建設事案を止めたのは，産廃に対する専門的情報をもっ新住民と地域にネットワーク

をもっ旧住民らが，自らの問題フレーム（手続きの非民主性，安全確保の不可能性等）

を確信し住民に定着させることに成功したからだと記す（寺田 2006).

③のパターンは，豊島の例にみることができる．行政の一方的な姿勢に対して，対抗手段

を見いだせないまま反対運動は挫折し停滞した，その後に，外部からの弁護士の支援を

得て運動を活性化させ解決に至った．リーダー不在でスタートした住民運動が，どのよ

うなプロセスを経て問題解決にいたったのか．第E部は豊島の地域社会を背景にした産

廃問題に関わる住民運動に注目する．

④のパターンは，早川洋行が関わった滋賀県栗東町の既存の認可産廃処理場の拡大を申請

する処理業者と住民との間で起きた紛争にみることができる．早川は社会学者として，

また住民として紛争に関わり合いながら，行政との対話の道を開き，対話による紛争解

決を目論んでいる. 10年になろうとするも，未だ解決にはいたっていない．

これら 4つの住民運動の展開のパターンをみてきたが，解決に至った明野町の住民運動

ですら 10年以上の期間を闘いに費やしている状況をみても，産廃問題解決の困難性を示

している．

次節では住民運動の生成一停滞－活性一問題解決のプロセスを3つのステージに分け
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て具体的に考察する．

住民運動生成期を第一ステージとして，産廃処分場建設認可申請の当初から，住民が反

対運動組織を結成してp認可権をもっ県に対してどの様な抗議行動をとったのかに注目し，

なぜ挫折したのかをさぐる．

第二ステージでは，認可反対運動が挫折し，住民の反対もむなしく産廃が持ち込まれる

状況下にあっての住民の抗議手段について検討する．県の産廃処分場指導の是非を聞い続

ける住民にたいして，県は「豊島産廃処理は適切で、あるJとする見解を変えなかった．住

民運動としては停滞期をあっかう．

第三ステージでは，住民が，不法産廃撤去に向けて住民運動を活性させた時期を扱う．

兵庫県警による，豊島産廃処分場の廃掃法に違反による摘発を契機として，紛争解決をみ

たプロセスに注目し住民が求めた「解決Jとは何かを考察する．

第 3節第一ステージ

一一一第一次住民運動生成と挫折｛1975～1978）一一

1975年，豊島家浦地区の住民松浦親子が実質経営する（株）豊島総合観光開発が，瀬戸

内海国立公園内に立地する自社所有地で有害産廃処理業の認可申請を県に提出した．松浦

は「豊島の砕石を（都市圏へ）運ぶ帰りの空船で、処理に困っている都市圏のゴミを運んで

やれば，一石二鳥だ．その上にリゾートをつくると若者の働き場所ができる」と住民に語

った．住民の中には，跡取りの戻らないことに危機感をもち，土地を売る者もいたという．

しかし，業者が過去に傷害事件をおこすなど暴力的な人物であることは，狭い島内の日

常的付き合いから住民には周知のことだった．住民の多くは，業者らの行動に疑念をもち，

県に対して産廃処理業許可反対の陳情をおこなった． 1975年にはまだ廃掃法の不備もあ

って，法的根拠のないままの事業認可反対陳情で、あった．当時の県知事である前川忠夫は

反対する住民説得のために豊島を訪れ，「業者は住民の反対にあい生活に困っている．要件

を整えて事業を行えば安全であり問題はない．それでも反対するのであれば，住民のエゴ

であり，業者いじめである．豊島は海は青く空気はきれいだが住民の心は灰色か」（大JI!: 

8）と演説した．

表1は第一ステージでの住民の活動表である．
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表 1住民運動生成と挫折 1975～1078 

1975/12/18 （株）豊島総合観光開発が県知事に有害産業処分場建設の許可申請

02/23 住民の反対署名（住民のほとんどである 1425名）. 25日に県に反対陳情

1977/02/15 前川知事が豊島で住民を説得（「住民の心は灰色j と発言）

02/27 「産廃持込絶対反対住民会議j を結成

03/02 知事が県議会で認可方針を表明

03/04 住民が高松港で決起集会ののち県庁へデモ行進

06/28 住民による処分場建設差し止め裁判を高松地裁に申し立て

06/28 住民259人が道路交通規制の杭打ち抗議

08/02 豊島観光開発経営者が住民に暴力を振るい逮捕される

09/16 豊島観光開発経営者が無害物によるミミズ養殖に申誇を変更

1978/02/01 知事がミミズ養殖による土壌改良剤化処分業のための汚泥処理に限定して認可

10/19 住民と豊島観光らが高松地裁で和解成立，県が住民に監視を約束

ここにきて住民の姿勢が一変することとなった．住民は，住民運動の核となる「産廃持

ち込み絶対反対豊島住民会議Jを結成し 1977年 3月抗議行動の第一弾として 515人の

住民が県庁前で反対デモを行った．組織だ、った住民運動のスタートである．デモは住民に

とって初めての経験であり，この折の住民の心情が下記のように収録されている．

デモは「過激派Jがやることというイメージがあり，そのうえ，島の年寄りにとっ

て知事は「殿様」で，こんな行動は昔なら「打ち首ものJという気持ちがあったから，

悲壮な決意だ、った． （大川： 10)

瀬戸内海の小島で，長老自治 4）の伝統を守って穏やかに暮らしていた住民が，突然に都

市のゴミ処理問題を突き付けられて戸惑いながらも，現実に立ち向かわざるを得なくなっ

た心根が吐露されている．署名活動・陳情・要請などの手法で反対運動が展開されたが，

県は耳を傾けることはなかった．知事の産廃処分場認可方針を知って， 1977年6月には

住民 583人が原告となって，有害産業廃棄物処分場建設差し止め請求起訴を高松地方裁判

所に提起した．しかし， 1978年 2月には，県は業者に対し，無害物によるミミズ養殖の

ための無害産廃処理業として認可した．県の産廃処分場認可を受けて，住民が業者に対し
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て起こした処分場建設差し止め請求は県の仲介によって和解となった．県と産廃持ち込み

絶対反対豊島住民会議との間で取り交わされた和解条項は，持ち込み産廃を無害な汚泥（製

紙汚泥・食品汚泥・木くず・家畜のふん）と限定し，県の処理業者への監督・指導が盛り

込まれたものの，事実上の廃棄物処分場建設認可となった．この和解は，産廃持ち込み絶

対反対を目指した住民運動の挫折を意味し，県の産廃処分場建設認可の強い態度は「行政

＝お上jの威光を住民に再認させた．「お上の認可」をいわゆる「水戸黄門の印寵Jとした

業者は，その後の住民を無視した強引な事業展開（第二ステージ）をすることになった．

公害等調停を支援した瀬戸内弁護団副団長の大川は，「来日解は当事者双方の力関係によ

ってその内容が決定せられるJ（大Jll2001）と指摘している．前述の住民の発言にみられ

る，「知事」を「殿様」にたとえる支配／被支配の従前の関係性を容認するような状況が，

未だに豊島の日常生活の中にはあった．それはまさに従前の「上下意識の強い義理」に由

来していた．住民と行政との聞には，「お殿様とイエの子」という，支配／被支配の関係を

内在させていることは明らかである．「裁判上の和解Jと県による事業認可によって挫折し

た産廃持ち込み反対の住民運動は，急速に下火になっていった．しかし，当該業者と豊島

中学同級生関係の住民も多く，業者の暴力的な面にたいする不信感は共有されていた．認

可以前から豊島産廃処分場に持ち込まれた産廃には，古タイヤが含まれていることが確認

されるなど，住民の業者への不信が現実となった. 3年後には，認可条項の無視による産

廃持ち込みが大々的になり，業者の和解条項違反が明らかになる．業者の違反操業は，住

民の苦情として県に伝えられるが，県はそれを無視するように「適法Jと回答した．業者

は，定期便のブエリーに産廃を積んだダンプカーを乗船させ，豊島に上陸し島内の生活道

路を走りまわった．

参考のために県の業者への事業認条件と，県の仲裁で住民と業者が取り交わした和解条

項を掲載する．県が主張するようにこれらの条項が厳密に履行されているなら，安全な産

廃処分場の運営が可能と考えられる内容になっている．

く業者に呈示した県の産廃処理場認可条件＞

①産廃保管場所は認可申請記載の保管し施設に限る．産廃法に第8条の保管の基準を遵守．

②ミミズの飼料として不適当な産廃の収集・運搬・処分は行わない．

③豊島に搬入する産廃の最大取扱量はミミズ養殖に必要な量を越えない．

④産廃の収集・運搬・処分にあたっては，産廃及びミミズのふんの飛散・流出防止，ミミ

ズの養殖場外への移動防止3 悪臭の発散防止，蚊，ハエ，その他の衛生害虫の発生防止

等必要な措置を講じ，生活環境の保全上支障のないようにする．

⑤収集・運搬・処分する産廃は無害なものに限る．

⑥産廃の性状及び処分施設周辺の集水池の水質については，定期的に検査を実施し，その
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安全を確認する．

⑦認可申請書記載のミミズの養殖以外に，養殖場を設置する場合はあらかじめ知事の承認

を受ける．

③事業過程から生ずる廃棄物は，焼却する等，法令の定める基準に従って適正に処理し，

二次公害の生じないように措置する．

＜産廃業者と住民の和解内容＞

①排水を一切海に流さない．定期的な水質検査し住民に報告する．産廃等を野積みしない，

著しい騒音，振動を発生させることのないよう配慮する．

②ミミズによる土壌改良剤化処分に限定し，それ以外の事業は営まない．

③将来，事業範囲の変更を余議なくされた場合でも有害産廃は取り扱わない．

④住民に損害を与えた時は賠償をする．

⑤公害の発生やまたはそのおそれのあるときは速やかに操業の一時停止または危険防止，

除去の措置を講ずる．

第二ステージ第4節

一一第一次住民運動の停滞期（1978～1993）一一

1978年から，横浜・姫路・神戸といった都市圏の港から船積みされたいわゆるゴミは，

この頃から，砂利運搬船を県の認可事業として瀬戸内海を航行し豊島の港にやってきた．

ゴミをコンテナーに積みかえて運搬するのではなく，船に改造してゴミ専用運搬船とし，

直載し一度の運搬量を増加させた．さらに， 1984年からは和解条項を無視して，シュレツ

（自動車を粉砕して金属類を取り除いた残りカスのプラスチック類）や得体のダーダスト

知れない廃液がタンクローリーやドラム缶入りで、搬入され，野焼き処理がおこなわれるよ

うになった．野焼きの実態について住民運動に関わった石井亮は，「ユンボで畳4・5枚分

うえから重油（廃油）を播

いて火をつける乱暴なものだ、った」

(2008年豊島で収録）．

公害の発生が予測されj者が増え，

jはじめた．住民は，認可権をもち

：相手に，異議申し立てを続けた．

ドラム缶やシュレッダーダストを投げ込み，もの大穴を掘って，

と語った

この頃から住民の間に目指息患
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ゼンソク児童生徒推移（「ふる里を守るJから）
毎日のように家浦港から 3.5キロ

離れた処分地まで，産廃運搬のためのダンプカーは文教地区でもある家滞地区の通学路や

生活道路を走った．むき出しの荷台からゴミを撒き散らし，児童や住民の安全を脅かすよ

うになった．豊島の産廃搬入を山陽放送記者の曽根英二がスクープし，住民の悲惨な現状
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が取材され『ゴミの降る島』として出版されている．

産廃処分地での金属回収の名のもとに始まった野焼きによる異臭・粉塵によって，住民

の中に暢息患者が多発し， 1988年には端息による死亡者がでるなど公害発生の様相を呈し

てきた．大川の著書には「1987年ごろから，島内の小・中学校では目指息の症状をもっ児童・

生徒の発生率が年々増加し 0.6%から 9.6%にまで達し，全国平均の 10倍ちかくになったJ

（大川： 19）とある．危機感を募らせた住民は県の指導監督に対して公開質問状（1984年）

を出し，さらに行政監察局への訴えを繰り返すが，県は「豊島産廃処分場は適切」との判

断を変えることはなかった．

当該処分場を監督指導する責務を負う県は，県担当職員2名（香川県庁環境保健課職員）

と業者と住民代表とで，和解条項に則って処分場に立ち入り調査した．しかし，調査日は

事前に業者に知らされ，当日は業者と従業員が率先して県職員を案内する状況で、あったと

いう．立ち合った住民は，県職員に指摘されそうな産廃現物には覆土をして隠している場

所を何か所も気づいたが，県職員に伝えることはできなかったと諾っていた．その後は，

県の指導もあって産廃処理業を廃業し金属回収業として認可されることになり，住民の立

ち入りは事実上できなくなった．

当時の廃掃法による廃棄物の分類上の暖昧さもあって，シュレッダーダストを一般廃棄

物と認定しでも違法とはされない状況下にあって 県はシュレッダーダストから金属を回

収するのだから廃棄物ではないという見解に終始した．現地状況を厳しく査察指導するよ

うな法的環境にはなかったことも，現地立ち入り調査の形骸化を後押ししたともいえる．

シュレッダーダストの野焼きを住民が指摘しでも，県は「野焼きは金属回収の一環であり，

搬入物は金属回収のための有価物だ．従って，ミミズの飼育業を廃業し，廃品回収業とし

て認可内容を変更するように指導した．しかし野焼きは適当ではないので焼却炉の設置の

指導をしている」との議会報告をしている（石井： 28）.「有価物」としたのには業者は 1

トン当たり 300円を排出業者に支払っていることを根拠としていたが，業者はこれの運搬

料として 2000円を徴収し差益の 1700円が事業収益となっていた，しかし，シュレッダー

ダストは，自動車の粉砕で金属を回収したあとのプラスチック類などのゴミとされるもの

で，それから金属をさらに回収するなどとは，事実のすり替えであった．また，石井も指

摘するが， 1978年に高松地裁での県が仲介しての業者との和解条項には，業種の変更には

住民の同意がいるとの一項があり，県も業者もこれを全く無視するかたちになっている．

業者は「廃品回収業Jを申請し法の目をすり抜けた．県は住民の公開質問状（1984年）
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にたいし，シュレッダーダストは有価金属を回収し販売する廃品回収業の原料であるから

産業廃棄物処理業とはならない．従って県としては対処できないと回答した．（県とのやり

とりは石井，豊島住民会議作成資料を参照）

表2 住民運動としては停滞期 1978～1993 

1981/02/27 県，土庄町，住民代表らが処分地の立ち入り調査

1983～ 豊島観光がミミズの養殖をしなくなり，大量の産廃の不法投棄がはじまる

この頃から野焼公害に関する苦情が激増

1984/04/ 住民自治会が県に公開質問状を提出

06/ 上記公開質問状に対し，県が豊島観光を金属回収であるから「合法J と回答

10/ 住民が行政監察局に訴える

1985/10/ 住民が行政監察局に再度訴える

1986/10/ 平井誠一氏が県知事に就任

1987～ 暢息患者多発

1988/04/02 元家浦自治会副会長（56）が鴨息で死亡

05/ 姫路海上保安庁が豊島観光を検挙

1990/11/01 土庄簡易裁判所が豊島観光と経営者に罰金命令

11/16 兵庫県警が豊島観光らを強制捜査

11/28 「廃棄物対策豊島人民会議」を結成

12/20 県がシュレッダーダストを廃棄物と解釈変更（それまでは金属回収の原料とされてきた）

12/28 県が豊島観光の認可を取り消し，撤去等の第一次措置命令を出す

1991101123 兵庫県警が豊島観光経営者を逮捕

05/22 住民が県議会に産廃の早期撤去の陳情書を提出

産廃を「有価物Jとする県の姿勢は業者に勢いづかせることとなり，産廃やシュレッダ

ーダストの扱い量は，専用産廃運搬船を運行させるなどで一気に増大した．

1988年になって，姫路海上保安署が姫路港沖を航行する豊島観光経営者の船を立ち入り

検査し，「廃棄物処理法違反一靴の打ち抜きカスを約 190トンの積載・収集・運搬Jで検

挙した．この事件には 1990年 11月に業者に罰金命令が出ている‘

1990年 11月，兵庫県警が廃掃法違反の疑いで豊島の処分地の強制捜査を行った.50名

近い警察官が家浦の港にあがり，空には県警のヘリコプターが飛びまわり，ものものしい
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様子だったと目撃したY夫人がつぶやいた．

住民が県知事に訴え続けた産廃持ち込み中止は，思いがけないところからもたらされる

ことになった．ここで当然の疑問とされるのが，なぜ問題発生地の当該県警ではない兵庫

県警による強制捜査となったのかである．主には豊島産廃の積み込みが兵庫県姫路港から

で、あったことが要因とされる．豊島観光総合開発とその経営者は有罪判決を受け，犯罪と

して「豊島事件」は確定することとなった．

この期間，住民の生活は産廃による公害の影響を被ることになった．産廃の搬入と野焼

きよって発生するダイオキシン被害，煙害，飛沫による公害は，健康被害はもとより，海

産物や農産物への風評被害へと拡大していった．特に藻場が広がる良好な漁場で、あった豊

島周辺の漁業や養殖業は，市場で豊島産の魚貝が取引拒否されるに及んで致命的打撃とな

った．また住民自身も「特に海底に住むナマコや蛸は食べなかったJ(2005年収録，女性，

88歳）と周辺で採れる魚貝を口にする不安を訴えた．主たる産業がなく自給自足経済の地

域社会にとって，生活の根幹に関わる事態で、あった．さらに島外に住む娘・息子の帰郷を

楽しみにする住民にとっては，洗濯物が煙害で黒くなり，野焼きによる刺激臭で風向きが

悪い時は窓も開けられない状況に負い目を感じることとなった．住民の日々の生活に陰を

落とし地域の活力を奪いF その他の過疎の要因も重なって豊島は疲弊の度合いを深めた．

16キロ離れた県庁からも豊島産廃処分場の野焼きの黒煙は見えたといい，「あれが見え

んのか」と抗議する住民にたいし県職員は顔を背けたという（2010年収録 s 82歳）．

住民の前には「行政の大きな壁」があった．それを打ち破る契機となったのが，兵庫県警

による瀬戸内海を運行する産廃船の摘発と処分場の強制捜査という事態であった．

この時期，住民運動が県の監督責任を問うのに有効な手段をとれなかったのは，行政と

住民の力関係のみで、はなかった．

一つは，住民運動組織に要因がある．豊島の住民運動の組織母体が 3つの地区自治会の

連合であり，全住民が運動員と位置づけられ，個々人の積極的参加が間われるものではな

かった．産廃処分場が家浦地区を通って島の突端にあることから反対側に位置する唐橿地

区や甲生地区の人々の運動への意欲と家浦地区の人々との差異があり，運動が挫折した後

は「県に逆らってもいいことはないJ(2010年収録 s 82歳）と，県に楯突くことへの

不満が表面化してきた．しかし，家浦地区は住民の数も多く，豊島の文教地区になってい

るため無関心でいるわけにはいかなかったことで3住民運動は停滞するものの組織分裂（住

民の拘る義理が悪いこと）までには至らなかったと考えられる．
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3つの地区自治会は，それぞれの地区の違いを相互に「あそこの地区はちょっと違うか

らJと言い合いながらも，地域運動会やお祭りや学校行事に寄り合い協力しあう．離島と

いう閉鎖的空間である豊島にあっては，地域共同体の維持に禍根が残るような危機的状況

を事前に回避するような仕掛けがあり，地域が分裂することは避けられている．例えば互

いの関係が危機に晒されるとき，病気お見舞い行動などで日常的に再確認されていた義理

の関係性が顕在化し，危機を回避するように働くのである．

二つめは，運動を主に推進する人々が 3地区の会長と役員であり，彼らは短期間で交代

することから，運動の継承が難しいという構造的要因がある．唯一事務局員として（土庄

町臨時職員扱い）専従した若手のAさんは，若者や女性に発言権がない豊島自治会の長老

制度にいらだちを漏らしていた．

三つめは，県との交渉に，外部からの専門的助言を積極的に得ようとしなかったことが

あげられる．住民が世間体を意識して行動することを第一義とすることは第 I部の論議で

明らかにした．ここではその世間体意識の負の側面である，「弱みをみせない・みせたくな

いJという思いが働いたと考えられる．「住民のこころは灰色」との知事発言と，豊島処分

場建設差し止め裁判の和解とによって，住民の世間体は二重に傷ついたので、ある．

第5節第三ステージ

一一住民運動の転換と活性（1991～2003）一一一

第三ステージでは，調停申請から中間合意（これから調停成立に向けて枠組みをつくる

という合意）を得て，停滞していた住民運動を活性させ，世論の支持を得て調停成立とい

う行程を辿る．不法産廃の撤去へ向けての実質全島民参加型運動となった．これを第二次

住民運動期とする．第二次住民運動期としたのは，住民運動の停滞要因ともなっていた住

民運動組織の再編成が行われたことに

よる．停滞期の豊島住民会議では，各

地区の町内会長3人がリーダー的役割

を担っていた． しかし，町内会長は交

代制をとるために，運動の継承に問題

があった．それを補うために住民会議

議長経験者や役員経験者を相談役とし

て「OB会Jを組織化した．住民の若

産廃対策豊島住民会議

＇：：設 0三立！？ご一i
l家滞自治会！ ｜唐糧自治会｜ ｜甲生自治会｜

図2 再編住民運動組織
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手（30代）を土庄町臨時職員扱い（豊島交流センターっき臨時職員）にして，住民運動事

務を兼任する制度を導入し，運動の継続性を強化をした．さらに台所に引っ込んで、いた女

性たちを「女性委員会Jとして位置づけしなおした．豊島の長い歴史のなかで「おなごJ

が表にでてきたことになる．しかし，指令されたら動くことに慣れていた女性たちにとっ

ては，戸惑いがあった．弁護士中坊を囲んで、談笑するなかで「せんせい，わたしらは何を

したらいいのかね」との女性の問いに，中坊は「できることをしたらいい」と答えという

(2008年地域婦人会会長から収録）．豊島の自治会組織のなかで位置付けされていなかっ

た女性が，住民運動組織の中での地位が確認されたことになる．

第二次住民運動は，県が公害等調停の場で責任を認める「中間合意」成立までの期間を

第二次住民運動前期．次に調停成立までの時期を第二次住民運動後期として 2分する．前

期と後期とでは，住民運動の質的変容がある．

兵庫県警の産廃処分地の強制調査を受けて，県が「有価物」としてきたシュレッダーダ

ストを産業廃棄物と解釈を変更し，業者へ撤去等の措置命令を出すなど，それまでの是認

の姿勢を転換させはした．しかし，兵庫県警の摘発を受けても，県の姿勢は監督指導の不

適切を認めるというよりは，当時は 56万トンと言われた産廃の撤去を業者に対して行政

指導する程度の対応に終始し，住民の産廃撤去要請は無視され91・92・93年と経過して

いくことになった，さらに住民が危倶したのは，処分地に放置された産廃のなかから特に

有害と推定されるドラム缶類を若干運びだし，産廃の上を覆土して処分地の安全宣言

(1993年）をだ、す県の姿勢で、あった住民の要求は 1975年時の「産廃持ち込み絶対反対j

を訴えた当時の原状回復であった．ちなみに産廃処分地は瀬戸内海国立公圏第二種指定地

で、水ヶ浦（みずがうら）の地名をもっ白砂青松の風光明婦な海岸沿いに位置していた．縄

文土器の出土した遺跡は業者に破壊され産廃の下に埋もれている．

公害等調停申請から成立までには 7年（1993～2000年）の月日を要し 37回もの公害

等調停委員会が開かれる．その聞の第二次住民運動を通して，本土vs離島，中央vs地方，

都市 VS過疎地という複層した対時の構図が顕在化したのが第三ステージである．ここでは

大川の「当事者双方の力関係によってその内容が決定せられるJという発言が大きな意味

を持ってくる．交渉は事の正義のいかんではなく，力関係で成否が決まるという現実と住

民は向き合う．公害等調停が「中間合意j「最終合意」へと進むには，調停の場の力関係を

変える必要があると気付いた弁護士中坊の示唆によって，住民は運動の方向を見直した．

調停の場は交渉の場であり，交渉を方向づける最大圧力は世論であり，調停当該者らのど
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ちらが「香川県民の世論Jと「全国民の世論Jの支持が得られるかによって調停が方向づ

けられることになる．

1994年に 3月の第一回公害等調停作業は相手方の県の産廃の不法投棄の責任について

全面否定からスタートし（前期）， 1997年 1月の第 14回公害等調停で県は「遺憾の意」

を表明し調停は中間合意から最終調停へと進む（後期）．

第 1項第二次住民運動の前期（1991～1997)

有罪判決の出た「豊島事件」の調書が豊島住民会議に開示され，当該県職員の証言内容

から，県の責任が問えると判断した住民は再び住民運動を活性化させた．知り合い弁護士

の紹介で大阪弁護士会の中坊公平弁護士 5）に相談した．弁護士中坊は豊島の産廃現場に足

を踏み入れてから受諾している．弁護士中坊は，県の行政上の明らかな誤りを法廷で争う

にしても，当該処分地に残された大量の産廃の調査が申立人に課せられ，それには莫大な

費用負担が生じるなどの問題があることを考慮して，公害等調停申請の方法が適当と判断

した．公害等調停では，当該処分地の実態調査は国費（実際には調査費 2億 3千万円が予

備費に計上された）でされる利点があった. 1993年 11月，住民約 549人が公害等調停申

請人となり 3 中坊公平が弁護団長として采配することとなった．

住民は豊島産廃処分場の監督責任を約束した責任を間い，県は当該業者の責任であり，

県職員の過ちを県が責任を問われることはないと互いの主張は対立した. 1994年 3月の

第 1回公害等調停から 1997年の第14回公害等調停で県が産廃処分場の監督責任を認める

までには3年を要した．公害等調停が開始されたといっても，当該者の溝を埋める作業は，

その力関係に左右され，遅々として進まなかった．警察による摘発を契機として「豊島事

件」はマスメディアの注目を集め，継続的に TVの報道番組で報道されるようになる．地

元小豆島選出の県会議員はこの状態を評して「豊島に不法投棄された廃棄物を撤去するた

めには莫大な費用がかかる．そうすると他市町が本来もらえるはずのお金が減る．豊島住

民は他の市町の住民に迷惑をかけるのに，そのことに配慮をしない．豊島の運動は『根な

し草』だ＼東京ばかり見て県民の迷惑を考えない」と批判した（石井： 38).

この批判を契機として住民運動は全島民参加型運動へと転換されることになった．調停

申請前後の住民活動は3 調停に出席した住民代表が持ち帰った懸案事項の報告を受けて検

討し，次の調停打ち合わせを支援弁護士たちと相談するという体制で進行していた．住民

は調停の進行具合の報告を聞く位しか具体的活動はなく，「根なし草」批判も全くまと外れ

77 



ではないが，発言当該者の県議会議員が土庄町を選挙区としていることから土庄町豊島の

産廃問題をあまりにも理解していない発言と捉えられ住民は傷ついた．この批判を契機と

して，住民は個々人が足を使って，顔を晒して「豊島事件j への理解を香川県民に求める

活動へと転換した．その目的とするところは，住民が求める「産廃の島外撤去」が「住民

のエゴ」ではない社会的正当な要求であることについて，香川県民の理解を求めることで

あった．

しかし，豊島の超高齢化社会にあって具体的に住民運動をするということは， 60・70

代の高齢者が中心になって香川県内を歩き回ることになるということになる．豊島の高齢

化率42%とはどのような人口構成なのか．公害等調停申誇に世帯代表とて名を連ねた 549

名の年齢構成を表したのが図 3である．

公害等調停申請人は世帯主が名を連ねることから，この数字は 1993年当時の豊島の人

口動態を表すものとなる．図 3からは， 1993年次の住民運動の構成員は 70歳代が全体の
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図3 公害等調停申請人年代別割合（総数 549人）

先人から受け継いだ、豊かで、美しいふるさと豊島，そして国民共有の財産である瀬戸

内海を子孫に継承していくことは，現在に生きる私たちすべてに課せられた債務です．

私たちがお年前，豊島に産廃が持ち込まれることを知って，その阻止に立ち上がり，

その後長期にわたって不法投棄された大量の産廃を，豊島から完全に撤去させるため
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にたたかい続けたのは，まさにこの思いからでした．

(2000年6月「豊島宣言」から）

初回調停委員会は高松で開かれ，以降は東京・総理府で関かれた．住民は傍聴が許され

代表者の発言も一部認められている．産廃対策豊島住民会議は 5名の住民代理人を指定し，

申請代理人の弁護士たちと計 36回の調停に臨んだ．住民代表として選ばれた人の構成は

豊島地区の 2名の土庄町議会議員，産廃対策住民会議議長，解決が長引くことを考慮して

若手の 3名（40・50代）の5名が選ばれている．

豊島産廃処分場にある産廃の詳細な調査が，国の予算を使って 3カ月をかけて実施され

た．その報告には，有害産業廃棄物だけでも 46万rrf,51万トンがあり，地下水と産廃の

検体分析からは，大まかでもダイオキシン， PCB，鉛，石比素，水銀，ジクロロエタン，ジ

クロロエチレン ベンゼンなどが数値とともに報告されている．住民はこの報告が公表さ

れることに薦賭したという．この調査報告の公開で「産廃の島」のラベルが確定されてし

まい，風評被害が決定的となることを恐れたという．

調停が進むなかで，相手方の県が産廃にたいする責任を認めることと， 56万トンの産廃

撤去・処理費用とが調停成立の案件になっていることが明らかになってきた．「豊島事件J

の業者が有罪となった判決のなかで県の監督責任が指摘され，民事裁判へ提訴した損害賠

償請求でも産廃撤去費用 115億円を含めての損害賠償金が認められている．それにもかか

わらず県が責任の全面否定を主張するには，推定でも 115億円（2010年現在では 320億

円）もの費用を要する産廃撤去事業を県独自の事業とされることへの危機感があったと弁

護団は指摘する．また，県の責任を認めると住民からこの後際限もなく損害賠償請求され

る懸念があるというのである．産廃の島外撤去を求める住民の主張に対して，産廃処分地

を遮蔽して産廃を当該地に封じ込めることでの最終処理を主張し続けた県の姿勢には，安

易には主張を変えられない政治的事情があった．

弁護士中坊は住民に対して「あんたらも悪いJ，なぜもっと早く行動しなかったのかと

問う．人々は「瀬戸内のちっちゃな島に住む人間にとって，県は私らのお父さんなんです．

何処の世界に親が子を騒して泣かすようなことがありますか．だから，私らは県の言う事

を信じたので、あって，輔された私らを責めないで、くださいj と答える．それにたいして中

坊は「あなた方にも落ち度があった．権力というのは甘くない．（中略）．国民の暮らしや

権利というものは，じっとして守れるものじゃないのです．主権者であるあなた方が足を

踏み出さないと守れるものではないんで、す」（中坊： 172）とさとす．

79 



表3 住民運動活性化の前期 1993～1997

1993/11/11 住民約 500人が公害等調停申し立て，弁護団長に中坊公平弁護士が就任

11/22 県が豊島観光に第二次措置命令をだす

代執行として県による遮水壁の施工をする（←産廃物を覆う工事）

12/20 住民が県庁前立ちっぱなし抗議運動を開始（～1994/05/31まで）

12／一 県が豊島の「安全宣言」を環境白書に発表

1994/02/ 住民会議がパンフレット「ふる里を守るJを発表

03/23 第 1回公害等調停（県は責任を全面否定）

05／一 住民が県下5市 38町へのメッセージ・ウオークをスタート

05/29 第 2回公害等調停（県は自らが主体の撤去は困難だと主張）

05/31 県が豊島観光経営者を措置命令不履行で告発

07/01, 07/29 第 3，第 4公害等調停

12/13 専門委員による処分地産廃物の調査を閣議決定（予備費より 2億 3600万円）

1995/05／ー 専門委員が処分地廃棄物等調査の中間報告

10/10, 11/28, 12/20 第五，第六，第七回公害等調停

1996//02/22 第八回公害等調停ー調停委員長が産廃島外撤去の法的根拠な何か．被害のないところ

に請求権がなりたたない．県は周辺海域への影響はないといっていると発言，紛糾

02 住民 245人が豊島観光らを相手に損害賠償裁判を高松地裁に申し立て

03 瀬戸内弁護団を結成

04/04, 07 /31，第 9，第 10，公害等調停

09/20 第 11回公害等調停 （住民42名が東京デモ行進の後傍聴）

10/23, 12/04 ，第 12，第 13回公害等調停

12/26 豊島観光らに対する損害賠償裁判で住民側の全面勝訴

1997/01/31 第 14回公害等調停 県が初めて遺憾の意を表明

03/31 第 16回公害等調停排出業者に対する公害等調停再開

04/06 住民大会において県に対する損害賠償権の放棄を決議

05/15 公調委事務局が住民側に最後通告

05/17 第 17回公害等調停期日を取り消す

06/22 住民大会（中間合意の結論出ず）

06/26 地元県議（小豆郡地域選出）が住民運動を「根無し草」と批判
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36）.当日の夕刊はもとより，翌日の全国紙 5紙の紙面に鉢巻姿の住民の行進の写真が載

せられることになった．

【住民運動の様子】

く県庁前立ちんぼう抗議行動〉

豊島処分場の監督責任を全く認めようとしない県の姿勢に対して，住民は高松市にある

県庁前で械を立てての抗議運動を始めた．公害等調停申請の翌月の 1993年 12月 20日か

ら1994年 5月 31日までの連日， 4・5人の住民が県庁敷地と道路との境界地での無言で

立ちつくした．南国四国とはいえ冬に連日戸外に立つという過酷なものである．平日に参

加できる人々といえば高齢者や女性となるのは当然の帰結である．寒空の下で立ち尽くす

住民の姿をテレビ報道で見た調停委員は，流石に心打たれたのか公調委の後の面談で「こ

ころが痛む」と豊島住民代表に語った．その 10日後豊島に来島し役員会議に出席し「公

調委を信頼して，県庁前での立ちんぼうを中止してほしい」との趣旨の発言があった（住

民会議資料参照）．

一一住民の声一一 (2009収録 k 68歳）

・立っているわたしらに，暖かい缶飲料を渡してくれた人がいて，涙がでた．

・県の職員は，わざわざ遠回りして通勤する人もいた．

－県庁のトイレを使わしてくれたが，訴えの鉢巻とタスキを外すように言われた．

＜県下メッセージウオーク＞

1994年 5月．若手が連休を利用して，県下の市町村役場（5市 38町）を回ってパンフ

レットを手渡し豊島事件への支援を求めた．

一一住民の声一一（「豊島のゆたかさを問う EJから）

－なかには担当者が不在と言われ（豊島産廃資料の）受け取りを拒否された．

－連休を利用して 10人イ立の若手が交代でメッセージを書いたタスキをかけて一人ずつ

歩いた．残りは伴走車に乗って待機しました．宿泊は知人宅などの民治と四国学院大学

の宿泊施設を提供していただきました．伴走車を出してくれ，ともに走ってくれた学生

さんもいました．宿泊のときに世話になった地元の人や学生との交流もあり，島内外の

人たちのサポートで完遂できたと思っています．
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く東京数寄屋橋通りデモ行進＞

1996年 9月，「豊島事件Jを全国に発信するために日本の中心でデモ行進をした．

42名の住民が夜行パスで東京に向かい，東京銀座で産廃の現物を手に行進し，そのまま

公害等調停を傍聴し，夜行パスで、帰る強行軍で、あった．旅費は自腹で、あったという（石井：

36）.当日の夕刊はもとより，翌日の全国紙5紙の紙面に鉢巻姿の住民の行進の写真が載

せられることになった．

一一住民の声一一（「豊島のゆたかさを問う IIJから）

・東京へのパスに揺られながら，なぜこんなことをするのかと思ったが，銀座通りで

“豊島のことを知ってますよ”と声をかけられ感激した．

・議長さんは胃の手術あとで、体がきついのに，みんなとともに夜行パスにのったが，

きのどくだ、った．

第 2項第二次住民運動の後期 1997～2000 

公害等調停は，中間合意形成に向けて，当該者双方の交渉は調停委員を聞に綱引き状態

で、あった．調停委員長の「産廃の島外撤去の根拠は何か」などの発言があるなど，次回公

害等調停の開催日の取り決めが出来ないという状況も生じていたという．小豆島選出の香

川県議会議員の「豊島の住民運動はマスコミ頼みの根なし草だ」との発言があり，住民運

動には逆風が吹いっている状況が現出している（前期）．

第二次住民運動後期では，住民はE参着する交渉を打開するために，より戦略的に運動を

展開していった．この期の住民運動の特徴は， 6ヶ月， 9ヶ月と長期間にわたっての継続

した運動を展開したことにある．単発のイベントではない継続性のあり，香川県下とはい

え小豆島以外は見知らぬ地域での活動となり，住民個々人にとっても負担になることは明

らかで、あった．しかし，住民は小豆島土庄町や四国本土の県下町内会に足を運び直接訴え，

住民個々人の顔を晒し語り合うといった運動の展開へと活動範囲を広げていった．豊島処

分場への責任を認めようとしない県に対して，「豊島産廃問題が豊島に限って起こる問題で

はないこと．豊島にある産廃撤去は県に責任があること」を説いてまわり，香川県民の支

持を訴えた．

四国の夏は暑く，日中活動するのは身体的に負荷が高いにも関わらず，住民は真夏の小

豆島や四国香川県下の町々を歩いた．
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【住民運動の様子｝

く 1997年 7月 小豆島に拠点事務所を設置，土庄町6000戸ローラー作戦開始＞

地元選出の議員の発言「豊島の運動は根無し草である」を契機に，地元土庄町住民にた

いする支持をとりつけるための運動を 5カ月にわたって展開した．実働部隊として女性委

員会が動いた．運動組織の中で、新たに立ち上がった女性委員会が中心になり，小豆島の人々

に豊島の産廃問題を理解してもらうための戦略的運動で、あった．朝一番の船で小豆島に渡

り，個別訪問しながら人々と語り合うのが活動内容で、あった．

一一一住民の声一一一 （「豊島のゆたかさを問う EJから）

－熱中症でたおれそうになった．パンフレットを配りながら（説明しλ 「豊島の人は

たいへんやな，がんばりや」といわれて勇気づけられた． うるさそうに両手で遮るよう

に走り去る人もいた．留守の家にはポストにいれたが，こころのなかで読んでくれるこ

とをネ斤った．

く1998年 8月「豊島の心を 100万県民にj キャンベーン運動開始＞

県内 100ヶ所座談会を企画し，住民4・5人がグループとなって県下の市町村の町内会

を通して会場を借りて，県民との膝詰めでの懇談会という体裁をとった．当該町内の人々

への広報は，町内会名簿をもとに電話で参加を呼び掛けたり，車に乗ってマイクロホンで

呼びかけたりしている．

一一住民の声一一 （「豊かさを問う E」から）

・棺手側の町内会長などとは（事前に）連絡はとったものの，座談会に何人来てくれ

るか不安だ、った． 2 • 3人の参加者しかいない会場もあった．

－人に話すのに，こっちが何も知らないではラチがあかんから，勉強した．

ある座談会会場で参加者が「豊島のことは良くわかった．これからも頑張ってくだ

さい」と財布をひっくり返して全部のお金 39346円を寄付してくれた．他にも 9000

円を出してくれた人もいた．世の中にはこのようなやさしい人もいるのだと感激した．

ここに至って住民一人一人が，改めて「豊島事件」を自らの言葉で語ることとなる．足

掛け 9ヶ月をかけて県下の町村で座談会は関かれ， 1999年 3月には 100回目の記念集会

を開いている．記念集会では 200人の住民が高松市内をデモ行進しピラをまき，運動の総

括している．弁護団副団長の大川は住民と行動を共にして下記のように語った．
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これまで強大な「官Jの力が社会を支配し，民衆は支配の対象とみなされてきたの

ではないか．だから「官Jが誤りをおかしても その非を認めることもなければ，ま

して謝罪などしないでことをおさめることができた． （大｝II: 182) 

県下 100ヶ所座談会を契機として，県民から「住民のエゴ」と捉えられていた豊島の産

廃撤去の主張に対して，「豊島は私たちの問題ネットワーク」というボランティアグループ。

の結成という本土での支援活動がおきた．言い換えると「世論が動いた」といえる．小豆

島土庄町6000戸ローラー作戦には筆者も一回だが義父母の代理で参加した．もっている

ビラを手渡すのが精いっぱいだったがE 見知らぬ地域を歩き回るのに，高揚感を覚えたの

はやはり「豊島事件Jをアピーノレする使命感が根底にあったからだと思う．

公害等調停は 1997年に中間合意をまとめたが，これは住民にとっても弁護団にとって

も「苦渋の決断Jといわれるもので、あった．中間合意とは調停案の大枠を示すものであり 3

ここでは県が産廃処分場に対する行政責任を認め，豊島内で産廃の中間処理する案が提示

された．しかし，弁護団長中坊は，豊島に産廃処理施設を作ることで将来的にも豊島に産

廃が流入し続けることに危慎を抱き，住民にとっては産廃の完全撤去という願いが叶うこ

とにはならないと考えた．さらに最大の懸案は，責任を認めながらも県知事の「謝罪j の

文言が書かれないことだ、った．

この時のことを当時の産廃対策豊島住民会議議長だ、った人が，「わしら，これで区切り

がつくと祝杯をあげていたら，中坊さんが怒った．あんたらまだ早い ゴミのひとかけら

も島から出ていていない．（県と町で豊島に資料館をたてることが決まりかけていた）あん

たら また県の口車に乗るのかと．わしら，資料館ができることに賛成していたので，祝

杯の席は一気にシーンとした」（2010年収録 s82歳）．住民の県に対する姿勢に「資料

館」を建ててくれる有難い「親」「お上」という意識が根底にあるのを，弁護士中坊は危倶

している．住民にとっては，県に楯突くことは子が親に楯突くことと同じで，言い換えれ

ばミウチのケンカも同然で，生活を守る権利意識とはかけ離れているのは明らかで、あった．

ここでもう一度自分たちの運動を見つめ直し，再度話し合いがもたれたという．中間合意

を受け入れるか否かで住民の意見は2分し，弁護士の意見も 2分したという．

弁護団と住民は中間合意を受け入れるものの，これが最終合意ではないとして9 さらな

る圧力を調停委員会にかけるべく住民運動を強化していくことになる．
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く住民総出の選挙運動＞

1999年，豊島住民会議が推薦母体となって調停申請代理人5人の一人である石井亨（39

歳）を県議会に送った．これは，住民の声が香川県議会に届かないもどかしさから（地元

土庄町出身の県会議員は，住民の訴えを住民エゴと批判的），県議会に住民代表をおくる意

図があった．これまで運動を率いていた人たちは，この選挙に負けることは，住民運動組

織の終駕にもなるとの危機感を持って最初は乗り気で、はなかった．「では草の根選挙でやれ

ばいしリと声があがって選挙ははじまった．豊島の有権者数約 1000棄にたいして小豆島

約 30000票であり豊島の持ち票の 8倍が当選ラインという厳しい選挙である．結果，当選

得票数7340票を獲得し，豊島出身の香川県会議員が誕生した．選挙運動は全くの人海戦

術で、あった．毎朝，船に乗って小豆島の事務所まで 20人以上の住民が選挙運動に出かけ

た．出かけられない人は自宅から小豆島在住の親戚・知人に電話をした．筆者も小豆島の

各地区を戸別訪問し草の根選挙を体験し，電話帳を捲った．個別訪問では，候補者の名前

は出さないようにと注意を受け，閉じた戸を開けて「豊島からきました．これをみてくだ

さしリと候補のピラを渡す．この行為が公職選挙法に抵触するかなどの知識もなくである．

石井の履歴をみると産廃持ち込みが始まった 1975年に中学を卒業し高校進学後，農業

を志してアメリカで農業研修を受け 1983年に豊島に戻り，壇山で養鶏を柱に農業で生計

を立てようとしていた矢先の出馬で、あったという（石井： 46）.住民の一人は「ひとりに

貧乏くじを引かすわけにはし＼かん」と語った（1999年収録， Sさん 71歳）．石井の母は

「息子を頼むj と選挙事務所関所時に土下座した．その後，石井の県会議員とし議会質問

などから，県議会の「豊島事件Jに対する姿勢一一受け入れたのは住民だ＼豊島に人たち

だけのために膨大な県費を使うのはおかししトーーが徐々に住民が知るところとなった．住

民は県議会の意向を変えさせるには県民の支持を得なければならないとして，自らの顔を

晒しての対話という直接的活動を 10カ月かけて展開した．

2000年の調停成立にいたるまで，さまざまの課題がクリアーされた．それには住民運動

を積極的展開した住民の働きに負うのは勿論であるが 弁護士らの貢献も大きいと考えら

れる．「豊島事件jの調停では，日本初の事例となることが多々あり，産廃排出企業が「解

決金Jの支払に応じたことも一例である．企業側の抗弁は，契約に員1jった商取引であり，

企業には責任はないというものだ、った．弁護士らは調停委に働きかけ，和解に応じるかた

ちで「解決金」が支払われた．ただ名目は「解決金Jなので解決の当該者の県に6割が渡

る仕組みになっている．住民には 6000万円がわたされ，運動資金を皆で、賄っていた住民
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にとっても一息つけることになった．

調停作業の最大の難関で、あった中間処理施設の建設を直島町が受け入れ表明したこと

で一気に調停成立となり（中間合意では豊島で処理するとなっていたが住民はあくまで完

全撤去を求めていた），最後の調印は豊島中学校の体育館で住民の見守る中で行われた．最

後まで住民を支援・指導した中坊公平弁護士らは満面の笑みと涙顔をみせ，相手側として

出席した県知事の真鍋は「長い間ご迷惑をかけたJと住民に向かつて深々と頭を垂れた．

第三ステージでの住民運動は，限定された地域の問題とされる「豊島事件Jを，どこの

地域でも起こりうる環境汚染問題として世論に訴えるため，住民が「豊島事件」を自らの

問題として捉えなおし，全島民総がかりの運動体制が整えられ過程で、あった．住民一人一

人が「豊島事件Jを語ることで，当初は「住民エゴ」と批判的だ、った本土の県民の世論は

覆された.1998年の山陽新聞の世論調査では「豊島の産廃問題は県に責任があるかJの間

いに 78.6%が「ある」と回答していた（曽根： 249）.戦略的住民運動は，地元はもとより

中央の世論をも動かした．豊島の産廃闘争の行方は，世論をいかにみかたに引き入れるか

で決まったといえる．

本章は，住民の 25年間の産廃闘争の履歴である．最初の住民運動への結束の契機は，

産廃処分業認可に反対する住民を説得にきた知事発言であった，住民の一人は「豊島の人

のこころは灰色か」との発言をうけて，「こころに釘が刺さったようJと表現した．産廃持

ち込み絶対反対運動は， 3年間で挫折した．県という権力に対抗する手段を見つけられず，

人々は 15年もの忍従の日々を過ごすことになった．事業認可時に県と住民の聞でとりか

わした約束違反や監督責任を問う住民に対して，県はさまざまな脇しの技法を使って住民

の口を塞ごうと画策した．住民も，それに対して対抗手段をみいだせないままに，「親が子

を泣かすはずがなしリと，「いつか県が何とかしてくれるJと我慢せざるをえなかった．し

かし弁護士に助けを乞う事で事態は一変した．住民と弁護士らは，殆ど一体となって公害

等調停の場に圧力をかけるべく，戦略的に住民運動を展開した，それだけに 1993年から

2000年の住民運動は，凝縮されたものになっていた．住民が拘る義理や世間体意識は，運

動の変換点で顕在化した．運動勃発の契機となった「知事発言Jで住民が拘る世間体が傷

ついき，次に，産廃建設差し止め請求の和解の場では県の言い分を飲まざるを得なかった

ことで、住民の世間体は再び、傷ついた．
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表4 住民運動活性化の後期 1977～2000

07/06 小豆島の土庄町中央公民館で中坊弁護団長講演を開催，約 1000人が参加

07/11 調停委員会「中間合意についてJ見解を表明

07/13 豊島住民大会（中間合意案を受け入れ決議）

07/14 豊島住民会議が小豆島に拠点事務所を設置，土庄町6000戸ローラ一作戦開始

。7114 豊島住民会議に「女性委員会Jを設置 ローラ一作戦実働部隊として機能

07/14 公害等調停委員長に川寄義徳氏就任

1997/07/18 中間合意成立

07/28 技術検討委員会が発足（委員長に永田勝也早稲田大学教授が就任）

07/31 コンサルタント委託問題で住民，県，公調委の三者協議会を開催

。8/07 第一回技術検討委員会を開催

09/09・30,10/14, 11/06 三者協議会開催

12/19 第四回公害等調停（豊島住民と排出業者3社との間で初めて調停成立）

豊島住民会議が豊島3地区での座談会を開催（調停条項の説明）

1998/02/04 第四～25回公害等調停（排出業者 7社と調停成立）

03/25 第 26・27回公害等調停（排出業者2社と調停成立）

04/12 永田委員長が住民に技術検討結果を説明

07/05 豊島住民会議が田尻宗明記念の「田尻賞Jを受賞

07/15 f豊島の心を 100万県民にJキャンベーン運動開始県内 100ヶ所座談会の一回目

的 120 高松市における中坊弁護士講演会に 2100人が参加

8月 技術委員会の報告書をまとめる

08/26 第 28, 29, 30，回の公害等調停（排出業者3社と調停成立）

08/30 真鍋武紀が県知事に当選

10/18 公調委が「今後における問題点」を示す

10/28 住民会議が「日韓環境賞j を受賞

12/02・22 三者協議会

12/06 豊島住民大会

1999/01131 自治会が管財人から処分地を買い取る（700万円）

03/07 9ヶ月に渡った県内 100ヶ所目の座談会・記念集会

03/14 石井亨（住民運動中堅）が県会議員立候補

03/22 豊島住民大会（「県民のための県政j に立ち上がる）

04/11 県会議員選挙に石井亨当選（7340票）
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04/11 県会議員選挙に石井亨当選（7340票）

04/25 豊島住民会議県議選報告

05/10 第二次技術検討委員会が報告書を発表

05/11 第 35回公害等調停

08/30 真鍋知事記者会見で中間処理を直島でおこなうことを発表

9月～11月 第三次技術委員会発足

10/23 県が直島町民に説明会を開催

2000/03/22 直島町が中間処理受け入れ表明

04/04 公害等調停準備会を開催

04128 住民側が最終合意案の骨子を提出

05/08 住民側が最終合意案を提出

05/18 県知事が謝罪の意思表明を決意したとの新聞報道

05/19 公調委が調停条項案を提出

05/22 豊島住民会議が豊島3地区での座談会を開催（調停条項の説明）

05/26 第 36回公害等調停（事実上の調停成立）

05/29 知事が担当二職員を処分

06/03 豊島住民大会で調停条項案を承認

06/06 豊島中学校体育館を会場にて調停成立真鍋県知事が謝罪表明

豊島の住民運動には，スタートから住民が拘る義理や世間体意識が関わり，住民運動へ

と結束する契機になり，さらには住民運動停滞要因ともなっていた．特に，豊島の地域社

会の根底にある県を「親や殿様」にたとえる義理の意識は，産廃処分場の認可権をもっ県

との対峠する姿勢を弱めるように作用したことは明らかで、あった．県は，「豊島事件」につ

いて県の責任を問う住民にたいして，住民エゴと批判した．「豊島事件Jを巡っての住民と

県の紛争の過程には，強者たる県が住民に対してとったさまざまな騎しの手法があり，そ

れについては第E部のまとめに記す．
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第2章 「豊島事件j 解決の構図

第 1章は，「豊島事件Jを住民運動に注目して考察してきたが，「豊島事件」の解決には

県，産廃処理事業者，産廃排出業者，住民，弁護士，報道記者，県民のほか行政府などの

数穫のアクターが関係している．本章ではそれらのアクターが，それぞれの内に葛藤を抱

えながら互いに連関しあい事件解決にいたった経緯に注目する．

「豊島事件」での産廃不法投棄は，最終的には有害廃棄物を含む産廃 56万トン，さら

に汚染土壌を加えると 65万トンの処理が必要との調査報告がされ，瀬戸内海に浮かぶ隣

の直島で溶解処理されることで決着した．産廃の不法投棄事件は日本の過疎地や山間地で

発覚しているが，行政が責任を認めることで解決が図られる「豊島事件Jの例は現在のと

ころはない． 日本最初の公害等調停を申請するに当たって，弁護士中坊は豊島産廃の規模

と問題の発生地が離島という地域性からしても，調停成立への困難を予見していた．だが，

7年に及んだ困難な調停作業のなかで，弁護士たちは洗い出された問題点を一つ一つ解決

し，世論を味方にして調停が有利に進められるように住民運動を支援し，住民は真撃に応

えた．これを豊島弁護団の一員である岩城裕は以下のように記述する．

人の世で起きる事件や事故には必然性がある．豊島の事件も例外ではありません．

ごみの大量生産，行政の怠慢と不作為，過疎化と高齢化，地域社会の衰退，利益優先

の業者（中略）．これらの要因が揃えば不法投棄はどこにでも起こり得る．それがたま

たま豊島で、あったというにすぎません．通常事件や事故の被害者は，生じた結果が重

大であればあるほどこれを運命としてあきらめます．かしこい人ほどそうします．そ

うしないと精神の安定が保てないからです．豊島の人たちがすばらしかったのは必然

性を運命として諦めなかったことです．豊島の人たちが何かを変えたのではなく，豊

島のひたむきで愚直な運動が 人々の共感を得た結果，世の中の方が変わったのでし

ょう．めったにないことだと患います．

（「ゆたかさを問う E」： 36)

住民は確かにあきらめなかったし，ひたむきに愚直に運動した．しかしその陰には国や

県関係者，県民からの言葉によって，あるいは態度によってさまざまに傷ついた住民がい

た．住民は傷つき体験を怒りに転換することで，ただひたすらに頑張ったといえるのでは
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なかろうか．住民らの傷つき体験については，第2節で検証する．

「豊島事件Jは公害等調停成立によって解決のめどがたったが，そこには調停に関わっ

た各アクターのさまざまな関係があった．それぞれのアクターに属する人々は相互に関わ

るなかで「豊島事件」への理解を深め，最終的には世論の後押しを得て調停成立にいたっ

た．本章は「豊島事件」解決に関わったアクターに属する人々がどの様に関わり合ってい

たのかに注目する（第1宣告）．次に各アクター相互の関わりを強者／弱者の関係性（飯島）

に注目して考察する（第2節）．

図4 豊島事件調停に関わるアクタ一関係

図4は，豊島事件調停成立に関わったアクターの相関を表した．

第 1節 豊島事件調停に関わった関係者たち

【アクター＠一住民たちの自覚】

本論文の第 I部で，住民の義理や世間体に拘りの一端があきらかになっている．住民が

暮らしの中で紡いできた個々人の関係性である義理や世間に同調する世間体への拘りは，

住民運動への行動契機にも関わってくる．人々は運動に参加しながら「なぜここまで せ

んならんのJと自らに問いかけ，集団（＝住民運動）から外れないよう行動を調節してい

る．しかし，それは「きれいな豊島を取り戻すJという住民に課せられた債務履行のため
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には，苦になる類の調整ではない．公害等調停調印（2000年）のとき出された「豊島宣言j

に「（きれいな豊島と瀬戸内海を）子孫に継承していくことは，現在に生きる私たちすべて

に課せられた債務で、すj （本論文： 78参照）というように「債務Jという文言が使われて

いることに注目する．住民が拘る義理に論理においては，先人から受け継いだ地域や伝統

を守るのは先祖への義理を果たすことであり 次の世代への継承は当該者にとっては「借

金を返すJと同義で、あり，「課せられた債務」として返さなければならないのである．まさ

に第 I部の事例で病気お見舞いをもらった義母が「借金が増えたJということと同義なの

であった．

住民運動の発端となった産廃処理業認可に反対する住民を説得に来た知事の演説「業者

（処分場認可申請者）にも生きる権利がある．空は青いのに，豊島の人のこころは灰色かj

に住民は反発した．この発言によって，産廃問題が感情論にすり替えられることで住民の

世間体が傷ついたので、ある．住民運動の中堅として公害等調停の住民代表として活動した

Aさんは「（あの言葉が）こころに釘が刺さったように残っているj とう．知事発言を皮

切りに，さまざまな場面で、住民は傷ついた．

知事や県職員や県民やその他外部の人たちが住民に投げかけた言説を石井，曽根，住民

会議資料から拾う．

「ミミズの養殖という事業は畜産業の一種で……このような事業が環境破壊や健康被

害を起こすはずがない…・ーだから受け入れなさしリ 「認可権者は知事であってあなた

がた住民ではない…だから受け入れなさいJ「県と町と住民が力を合わせて監視すれ

ば間違いなんか起こせるはずがない…一・だから受け入れなさしリ

（各地区を回って豊島住民を説得した県職員の発言．石井：18)

「あんたらなあー，気に入らんかったら 知事を訴えたらどうですかあー，言うときま

すけど勝てませんでぇー」

（業者が検挙された後，豊島での説明会で県環境部長の発言．石井：26)

「なぜ、謝罪を求めるのかわからなしリ 「欲しいんでしょう，お金が（豊島に造る産廃

処理施設の土地使用料について） J 

（記者の取材に応える県知事発言 曽根： 265)
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「豊島に不法投棄された廃棄物を撤去するには莫大な費用がかかる．そうすると他市町

が本来もらえるはずのお金が減る．豊島住民は他の市町の住民に迷惑をかけるのにそ

のことに配慮しないJ （県会議長の議会発言．石井： 38)

「なんで，こんこんなになるまで，放っといたんな 今頃いっても，もうおそいわJ

「住民が悪いJ 「今にさら撤去しろなんて豊島の人間は無茶をいうJ 「あんたらの責

任もあるんじゃないの」 「こんなことにかかわりたくありませんJ

（香川県下 100か所座談会参加依頼の電話での県民の発言．住民会議資料）

「君らゴミの上を歩いて通学してるのか（修学旅行先で） J 

（修学旅行先で、出あった人．住民会議資料）

「もう送ってくれるなと言われたJ

（外で暮らす子供へ自家野菜を送る住民の声．住民会議資料）

「ゴミの島や言われると都会に出ても肩身が狭いね」

（豊島フェリー乗船の帰省者．曽根： 28)

ここで、拾った言説だけで、も住民の世間体が傷つけられたことが分かる．しかし，住民の

拘る義理や世間体意識が住民運動を混乱させてもいる．公害等調停の山場で、あった「中間

合意」の後の香川県知事選挙での出来事である．豊島選出の町会議員 2人（調停の住民代

表を担う）が，知事選の立候補者への公開質問状の問い「豊島事件に謝罪するか」に，「謝

罪j を言明しない知事候補（他3人の候補は謝罪をすると回答）を応援する車に乗ったと

いうエピソードが起きた．このとき当該者は「町長に頼まれたからJと弁明している．町

長と町会議員はまさに「義理の関係性」にあり，彼ら 2人の行動は住民にとっては理解で

きることで、あった．しかしこのエピソードは「優柔不断な住民Jと印象付けられ，住民の

「謝罪」要求を無視し続ける理由を県に与えたことになった．「優柔不断な住民」について

弁護士中坊は「豊島の人についていけないと思ったほどJ（曽根： 271）と取材記者に語っ

ている．

「中間合意Jを得て県は産廃資料記念館を県費で建てることを提案，住民は受け入れよ
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うとしていたが，中坊はこれに対して「あんたら，また県の口車にのるんか」と叱った．

中坊は，「中間合意Jは「最終合意j ではなく，この時点で県の提案を受け入れることは，

県に懐柔されることになると警告したのである．また，住民は調停成立を目指して当然の

権利である「損害賠償請求権Jを放棄したにもかかわらず，産廃処理建設地の使用料の問

題を巡って「結局，金が欲しいんで、しようJとの知事発言が飛び出してきた．処分地が業

者の私有地であることで個人所有の処分地をきれいにするために公費を使うことは認めら

れないと主張する県に対して，住民は業者の破産管財人からこれを 700万円で買い取り豊

島住民会議所有とした．住民会議所有地に産廃処理施設を建てるからには使用料（中坊は

年間 3千万円と試算）が発生すると主張する豊島側に対しての知事発言で、あった．

住民は，知事が自分たちの庇護者であり得ないこと，自分たちの暮らしは自分たちが守

るしかないことを住民運動に参加することで徐々に気づいていった．暮らしのなかで育ま

れた粋を糧に，放棄された 56万トンもの有害産廃の問題解決のための公害等調停成立ま

でにお年の月日を分裂することなく凌いだ．「豊島事件」は豊島だけではなく香川県全体

の問題ということを県民に伝えるために，個々人が直接県民に語りかける方法をとった．

時には県民の発する言葉に傷つきながら，見知らぬ人に語りかける住民の取り組みは，県

民の共感を呼ぴ，県民世論が形成されていった．豊島を報道し続けた曽根は，マスメディ

アによって呼び起こされる世論を上からの力といい，香川県民の世論を下からのカと評し

た

しかし，住民相互に張り巡らされた強い鮮と島にたいする世間体を守りたいとする意識

は，ときとして外部者の支援・助カを求めようとしない負の要因となって問題解決を長引

かせたという側面もあった. 1,978年の「県との和解Jを受け入れることで県を信じた住

民にとって，親とも頼む県が自分たちを編すなどとは考えられず，再度楯突くには，自分

たちの恥（県を信じたこと）を「世間」に晒すことになり．住民にとっては受け入れ難い

ことで、あったと考えられる．

住民の 25年の闘争は「国民として責任を担う住民Jを自覚する過程でもあった．これ

を弁護士中坊は「実質主権」と言い現わした．

【アクター＠ 公害等調停を指揮する弁護士たちの覚悟｝

日本初の公害等調停は 21社の排出事業社と県と担当職員を被申請人とし，代理申誇人

として弁護士らと 5名の住民， 3名の調停委員がテーブノレにつき当該者たちの主張の隔た
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りを埋め妥協点をさぐる作業となる．一回毎に次回の調停日を決めながら進められる．相

手方は責任を全面否定しているため，初回や2回目で調停不成立となる可能性もあり，ど

ちらにしても辛抱強い交渉の場となる．当然素人集団の住民が立ち向かえる道理もなく，

調停成立には代理弁護士らの手腕は勿論，弁護士と住民の関係性も重要になる．

弁護士中坊は，当該処分地の産廃の内容の重大さが調査委員会で明らかになるにつれ，

瀬戸内海の環境を守るとの趣旨で，瀬戸内の環境問題に関心を持つ 13人の弁護士からな

る瀬戸内弁護団を結成した（1997年）．弁護士のなかには「豊島事件Jに興味を持ってと

いうよりは，弁護士中坊を信頼して参加した者もいることが，豊島で開催されたシンポジ

ュウムで語られた．弁護士らは岡山，広島，兵庫，大阪，和歌山，愛媛，香川！から手弁当

で参加している．とくに地方の若手弁護士にとって 東京での公害等調停作業に関わるこ

とは勉強になり，自己アピーノレにも繋がるとの発言が注目される．

弁護士中坊は公害等調停の交渉を指揮するだけではなく豊島にもよく足を運んでいる．

1993～2000年の期間に豊島に来たのは 150回を超したといい，著書の中で「豊島の運動

は国民主権の実質化運動」と総括している．敢えて言えば，中坊は調停作業をとおして，

県に頼ろうとする住民のこころを鍛えたといえる．住民運動の発端が県知事の産処理業認

可の説得演説に感情的に反発したことにあり，住民は自分たちの権利が侵される危機感を

最初から持っていたわけではない．県との紛争の過程で3 中坊は住民に生活を守るとはど

ういうことかを事あるごとに説き，豊島住民大会に出席してよく泣いた．筆者も 2回ほど

中坊の涙を見ている．中坊は，地域に暮らす人々の人権が踏みにじられることに敏感に反

応し権力の横暴に怒る．さらには，土庄町や高松市で講演会に出て，「豊島事件Jを県民に

アピーノレし，住民への支援を要請した．香川県下 100か所座談会では山本町座談会に出席

し住民に寄り添っている．

豊島の問題は国民主権を守る問題なのだという弁護士中坊の信念は，瀬戸内弁護団の弁

護士たちにも共有されていた．弁護士たちは，住民大会に出席し調停内容を報告する住民

代表らを支援し住民とともに抗議デモにも参加し，運動総括など積極的に発言している．

産廃対策豊島住民会議資料にも，山崎和友「豊島廃棄物管理委員会」，岩城裕「島の再生を

めさして」「調停申し立てのころJ，日高清司「安全・妨害排除についてJ，大川真朗「調停

の日の明るい日差しJ，石田正也「処分地の土地取得について」の一文を寄せている．弁護

士の活動は調停委員会での交渉や調停資料づくり主であることから，住民には見えにくく

これらの弁護士の寄稿文は弁護士活動を知る機会となる．
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県行政と豊島住民との支配関係・力関係、が事件の裏にあるとして，弁護士中坊が特に調

停委員の中立性の保持に注意を払ったことを大JI!が指摘する．官僚が問題解決で使う手段

としての事前根回し（会議の前の会食や事前説明・調停日程を意図的に調節するなど）を

警戒したという．また，弁護士中坊は「中間合意J(1997年）を受け入れざるをえなかっ

たことを契機として住民運動について「気づいたj という．「県知事が謝罪しないのは，こ

のことを県民が承知していなし、からだ（豊島事件に対する県の責任について）．われわれの

住民運動のあり方・瀬いを本当に県民のものにしなければならない」と住民に説いた（中

坊： 180）.ここでは弁護士中坊は「われわれの運動Jと表現し，弁護士と住民との一体性

を顕わにしている．

｛アクターの香川県知事・当該職員たち】

1975年の豊島産廃処分場は有害産廃処理業認可申請が出されたのにたいし，県議会は当

初不認可の姿勢を示した．それが 1977年には知事が住民を前に認可促進の演説をし， 1978

年には，ミミズ養殖による土壌改良剤化処分業のための汚泥処理に限定して認可されるこ

とになった．県は 3年の簡に業者寄りになっている．当初の県の不認可方針を知った有害

産廃処分事業申請した住民の一人でもある松浦は，「住む所がない」と寝袋を県庁内に持ち

込み，「子どもがいじめにあって不登校になったJと県庁職員に詰め寄り，県庁廊下に寝袋

を持ち込むなどの威喝する行動をとったという（2005年収録 s 77歳）．当時の県政は

革新系知事と保守系の県議会というねじれ現象があったという．県知事は指導力を発揮す

る意味もあって，申請者にも生活権があると，問題をすり替えて認可容認を住民に迫った

事情があると石井が語っていた（2009年豊島で収録）．県職員たちは，国政にたいする地

方行政の立場は国の出先機関であり，県にとって産廃処分場建設は国の産廃行政に沿った

推進事項であり法的条件がそろえば認可するのは事務手続きの一環であると，豊島の各地

区を回って説得した．豊島産廃問題が紛争化してから，県知事は2人交代している．歴代

知事にとって「豊島問題Jは騒がれて欲しくない問題であることは明白であり， 13年間に

渡って知事は住民の要請に取り合わなかった．ここでは，行政の継続性が求められるなか

で，たとえ誤った判断で、あってもそれを正しいとする趨勢＝行政の無謬性の論理がまかり

とおっている．当該知事である 3代田の真鍋知事は豊島問題は公害等調停にあがってい

る案件であり，それ以外の場では論じないとの姿勢を示した．したがって県議会も調停参

加者の報告をうのみにする状態である．県議会は，豊島産廃撤去事業が県独自の事業とな
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ることを恐れて，政治の公平性を主張し，豊島だけに巨額の県費を使うことに難色を示し

た．それが「住民エゴ」と批判する根拠となっている．住民の誇求する損害賠償費用もま

た県の責任を否定する要因にもなり，住民が損害賠償請求権を放棄すると，県は中間合意

で「遺憾の意Jをあらわした．

被申請人となった当該県職員らは，所属は環境保健部で産廃問題にそれほどの専門知識

があったとは言い難く，警察の調書には，「とにかく業者に反対するのは恐ろしかった」と

業者よりに指導監督しとことを供述している．調停で、は当該職員が適切な指導監督を怠っ

たことがこの事態を招いたとされている．「香川県はその固有事務として公害の防止及び環

境の整備保全を図るべき責務を負っている．本件については，香川県は特別な関わりをも

っているJと1996年 12回公害等調停で調停委員会の見解が県に示された．

産廃行政が国政の代理事務となっていることから，「豊島事件j調停での被申請者は県

と産廃排出事業社と産廃処理業者であり，国の産廃行政が直接関われたわけで、はない．し

かし，調停員会での県の責任を全面否定する姿勢にたいして瀬戸内弁護団は国を相手方と

して調停のテーブルにつかせた．県が責任の全面否定をする中で，産廃処分地の現地調査

費として 2億 6千万円が閣議決定された（1994年）．しかしその前年 1993年 12月には県

の独自の調査で「安全宣言Jをだしている．公調委の依頼による 3カ月もの現地調査の結

果，「廃棄物の量約 49.5万立方・ 51万トンには重金属やダイオキシンを含む有機塩素系化

合物等の有害物質が相当量含まれ，これによる影響は地下水にまで及ぶJ（調停の前文）と

いう．その後産廃の総量が増え続けている.2010年現在では産廃直下の汚染土壌を含める

と65万トンと産廃処理量は増加している．

行政の無謬性については先に指摘したが3 トップダウン方式についても注目する. 1996 

年 8月当時の菅直人厚生大臣や厚生労働省産廃対策室長の現場視察のあと，「県のおちわ

を指摘する趣旨の発言が続いた．その年の秋，総選挙で全国遊説中の橋本竜太郎総理大臣

が高松の選挙集会で「豊島問題に香川県が先頭に立って一生懸命にやろうとしていらっし

ゃる．国はそのご努力に対し，地方財政措置できちんと対応していこう．それと同時にそ

の処理のための技術開発を国でも一生懸命やろう」との趣旨の発言をした（曽根： 143).

1997年，香川県はシュレッダーダストを廃棄物と認定した責任を認め「遺憾の意」を表し

中間合意が成立し，最終合意形成へと調停作業は大詰めとなる．この事態では，行政のト

ップダウン方式が起動したといえる．
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［アクター0 産廃処理業者，産廃排出業者たち｝

業者は自身も豊島の住民であり，豊島の砕石を都市圏に運搬し帰りの空船に産廃を積み，

産廃をトン当たり 300円で買い運搬費3000円を得るというピ、ジネスモデソレをつくった．

ミミズの養殖を事業化する目論見は見せかけであることは，業者を知る住民に当初から危

倶されていた．事業に反対する住民に暴力をふるい検挙されてもいる．業者は 1990年の

豊島産廃処分場の摘発で有罪判決を受け，量刑は「罰金50万円，禁固 10カ月，執行猶予

5年j であった．この後，住民の起こした業者への損害賠償処訴訟が認められ，住民は支

払い能力のない業者の自己破産を申請し，当該処分場は破産管財人の管理下におかれ，業

者が勝手に転売することを阻止した．その後住民は業者の個人所有となっている当該処分

地を破産管財人から買い取り住民会議名義とした経緯がある．県が「豊島事件」は業者が

したことで産廃撤去は業者がするべきと業者に対して措置命令をだすが，業者はまったく

無視し，罰金 50万円払ってお構いなしといった様子で、あった．近年は産廃処理業者への

監督指導は， 3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金と罰則強化の方向に法改正がさ

れている．

産廃排出業者のなかには，担当者が豊島の現場まで視察にきて契約している会社もあっ

た．したがって，彼らは認可処分場であることを前提として契約しているので責任はない

と主張した．しかしながら，瀬戸内海国立公園の一角にある豊島処分場を視察したのなら，

この処分場への疑問を覚えなかったであろうか．そこには企業の利益優先の姿勢が見え隠

れすると思うのは筆者だけではないであろう．

1997年 12月には排出業者に対する応分の負担を求める厚生労働省の意を受けて，調停

委員会は 21社の排出業者に対して和解調停を勧め， 19社総額3億 7000万円での調停を

成立させた．廃棄物投棄事件の前例では，排出業者が原状回復費用を負担することは法的

にも方法論的にも図難とされており，大川も指摘するところである．住民と排出業者との

調停成立は，今後の廃棄物行政での排出業者責任を明文化したことで新たな先例となると

調停条項の前文でも触れている．産廃排出企業が払う解決金（損害賠償金ではない）は当

然申請人に渡ると考えられるが，企業から排出された産廃の撤去費用を払うのは県だから，

一部は香川県に支払われる．解決金は県がその6割を，豊島には4割が支払われることと

なった．住民は受け取り分の半分を手弁当で活動してくれた弁護士らに渡し，解決金から

住民が使用を認められたのは約 6000万円で、あった.6000万円は住民会議が運動に使った

金額として調停委に申誇した額とも対応するものである．この解決金使用は，住民運動費
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用捻出に苦しんでいた住民に配慮した弁護団の申し立てによるもので、あったという．

【アクター＠ 総理府公害等調停委員・技術検討委員】

総理府や公害等調停委員会が立場上は中立であるのは当然ではあるが，大川の指摘する

ように，和解が力関係によって決まるということを考慮すると，それぞれの側が相互に圧

力をどのようにかけるか，それをいかに調節するのか微妙な駆け引きがあると考えられる．

副団長を務めた大川は，弁護士中坊の調停での戦略について「関係者への顕在化しない圧

力に注意を向けていた」と記述するー

1996年，公害等調停 10回目の席では「県だけの努力や対応では限界があり国の支援が

必要だが，どうして東京の新聞にのらない事件で大蔵省や厚生労働省を説得できょうかj

との調停委員長の露骨な発言があったと出席した豊島住民代表の石井が記す（石井： 36).

3名の公害等調停委員は任期満了か諸事情で交代するが，委員の一方寄りの発言があって

次回の調停委員会日程が決まらない状況が何度かあったという．調停委員長は 3年を任期

として交代している．何回も言うようだが，交渉は力関係で方向がきまると言った大川の

発言は，裁判とは違う調停という手法での問題解決の要点をついたものである．「中間合意j

後の 1997年に，公害等調停委員の南は「住民の意をくんで真撃に取り組むからJと発言

し，住民による 12月の寒空の下での「立ちん坊作戦Jの中止を要請した．

同じく 1997年に発足した技術検討委員会では，早稲田大学工学部の永田勝也が委員長

に就任し， 2次汚染を出さないことを目標に情報開示を掲げて「豊島事件Jに向かい合っ

た．永田は産廃が実際に豊島から運び出されるようになってからも，何度も島に足を運び

報告会に臨んでいる．しかし，豊島産廃処理は特別措置法に基づいて執行されることから，

状況に応じた新技術を導入するにしても住民の同意と法改正が必要となり，新技術を試す

などの先駆的な取り組みには時聞がかかる状況があった．産廃処理作業も終盤になって汚

染土壌処理に水洗浄という新技術で処理するとコストと時聞が短縮されるとの提案が技術

検討委員会から 2010年にされている．

【アクター＠ 県民の支援と世論の形成】

「豊島事件j に関わる住民運動には，直接的な利害のある豊島住民と，間接的な利害の

ある豊島住民以外の香川県民という複層性があり，それらの関係性の調整が課題としてあ
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った．「豊島事件jの発生地が香川県土庄町に属しながらも離島であったことで，本土との

問題の共有には温度差がある．離島と本土という地教学的な違いは，離島を従属的地位に

おしとどめる．さらに豊島の産廃が香川県本土から搬入されたのであれば問題の共有も容

易だが，香川県からの産廃持ち込みはなかった．敢えていえば，産廃処理という狭い業界

のなかで豊島の産廃処理場への危倶が，同業者間で共有されていたのではないかと考えら

れる．豊島産廃処分場での野焼きの煙が高松市内から見えたというが，それ煙が何を意味

するかを理解するのは県職員くらいであり，ほとんどの県民は， 1990年の兵庫県警の強制

調査が新聞やテレビで一斉に報道され，四国地方の報道機関や記者たちが県庁に取材に押

しかけてニュースになり，豊島で産廃問題が起きていることを知ったのである．「豊島事件J

が報道され，豊島住民の産廃撤去要求は「住民エゴj と逆に非難されることになった．四

国本土に住む県民に対して，豊島住民は県下各地に出向き，自分の暮らす地域が不法な産

廃で汚染された事実を伝えて歩いた．県下百ヶ所座談会の成果は，「豊島事件」のようなゴ

ミ処理問題が何処の裏庭にも起きるという普遍性に県民に気づかせたことにある．「もとの

豊島を子孫に」と訴え続けた住民への共感もあったと考えられる．

ここでは，四国本土の住民の中から「豊島は私たちの問題ネットワーク」（豊島ネット

と略称）がたちあがったことに注目する．

高松市在住の真鍋さんは，県立高松高校の運動場地下に県営の駐車場が建設されること

になり， PTAの一員として反対運動を展開し県との対話を通して行政に対する問題意識と

県への不信感を募らせていた矢先に，友達から聞いて豊島のことを知ったと言う．真鍋は

「豊島は私たちの問題ネットワークj というボラティアグノレーフ。をたちあげ，種々のイベ

ントで「豊島事件Jをアピーノレし続けた．豊島への感想として「豊島の人はしんそこ，一

生懸命だ、ったJと言い「（行政が）おかしいという気持ちに共感できたJと語った．最初の

豊島アピーノレ地図「豊島へいこう」は真鍋らによって作成されたものである．「豊島事件j

が解決した今も地域支援として，唐橿地区の放棄された棚田の再生に取り組んで、もいる

(2007年 8月インタピューから）．

一般的に世論が形成されるには，新聞やTV報道が流す情報を人々が広く共有すること

で徐々に醸成されるものである． しかし，地域社会にあってローカノレな問題に対する世論

形成には，住民個々による直接的な言動によるアピーノレが効果的で、あることが確認された．

香川県下の市町もまた過疎化や地域経済の衰退といった地方の課題を抱えており，豊島住

民への共感はそれほど難しいことではないと考えられる．豊島ネットの一員である市村氏
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は，豊島の空き家を借りて住民運動の事務局やイベントを手伝い全国へ情報発信の役を自

ら担っていた．また，産廃対策豊島住民会議の事務を手伝いながらそのまま豊島に居を定

め結婚し新たな豊島住民となった女性もいる．

【アクターのマスコミとTVニュースキャスターらの闘いと支援】

1990年 5月，山陽放送の曽根が， TBS系の報道番組「ニュース 23Jのニュースキャス

ター筑紫哲也らと「瀬戸内海の光と影Jに焦点をあてて報道する過程で，「東京のゴミがき

ている島があるらしいよJと語り，それが筑紫の関心を引き，「東京からくる豊島のゴミ」

は産廃問題として追跡報道されることとなった（曽根： 15）.曽根は実際に家浦の港で産

廃搬入現場を取材し，処分場でゴミの印刷文字からルーツを辿って追跡取材をしている．

これらの取材経緯は 1990年 7月「ニュース 23」で「追跡ゴミルートJとして放送され，

産廃の島・豊島が初めて全国に報道された．

厚生労働省産廃対策室の室長は曽根のインタビューに応えて「つまり，中央のために地

方のどこかが『パパを引く』ことがあっても致し方ないことだ．公共の福祉のためならそ

れもやむを得ない」との趣旨の発言をしている（曽根： 22）.この曽根の情報がなければ，

産廃問題に内在する中央と地方の関係を，行政がどう判断しているのかは分からずに終わ

っていたであろう．つまり，われわれー般人が必要とする情報の多くは，マスメディアに

働く記者たちがいないと一般には伝わらない仕組みがある．「豊島事件」にしても，誰が，

何処で，何時，どの様に報道してくれるのかによって，一般に伝わる内容は大きく変って

くる．産廃処分場を巡って 15年間も紛争状態にありながら解決できなかった住民にとっ

て，「豊島事件」として TVのニュースとなり全国ネットで報道されたのは，幸運なことで

あり，曽根らの報道関係者が注目して継続的に報道する影響は大きい．その半面，住民運

動を「根なし草」と批判する根拠にもなっている．地方局の報道記者である曽根は，社会

問題としてのニュース価値は全国紙に載ることであり，それによって全国的な世論の喚起

の重要な要素となると指摘する．報道の世界でも，中央／地方に強者／弱者の関係性を内

在させているという．世論にも「地方の世論Jと「中央の世論Jがあるとするなら，それ

は単に大小の問題ではない力関係があり，「中央の世論Jが「地方の世論」を凌駕するのか，

あるいは相補的関係、にあるのかによって，全国世論の動向は方向づけされると考えられる．

たとえば「中央の世論Jが「地方の世論Jを凌駕する場合，地方の特性は希薄になり均質

化された全国世論が形成されるが，相補的関係が醸成されるときより強力な全国的世論が
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形成されていくと考えられる．曽根はマスコミ報道によって形成された世論を「上からの

力Jといい，地方住民によって形成される世論を「下からの力Jという（曽根： 187）.「豊

島事件Jを解決に導いた世論は，産廃撤去を訴え続けた住民とその住民運動を報道し続け

たマスコミによる「上からの力」とが公害等調停委員会への圧力となり，香川県の責任を

認める「地方の世論」である「下からの力」の相乗によってともたらされたといえる．住

民は，日本のど真ん中で「銀座通りのデモ行進」を決行し，ゴミを手に行進する姿は全国

紙やNHK ・民報局などで一斉に報道されることとなった．「豊島事件」の報道は地方記者

たちにとっても中央との闘いであったといえる．

・「豊島事件Jを報道し続けた記者たちの発言に注目する. (2004年 8月豊島シンポジウ

ムで収録）

筑紫哲也（TVニューキャスター）は弁護団長中坊と対談し，「ニュースソースの出所は

権威筋からである」といった．「すなわちマスコミが眼をつけることで，公害は公害問題に

なるのだ． 日本では問題のスタートは四大新聞の記事になった日がスタートとなり，それ

が00月00日と解るのは記者クラブが一勢にそっちをみるからだ」と述べる．

「県知事発言一一一結局金が欲しんでしょうj を取材した記者は， f新聞社の組織を乗り

越えて記事を出し続けた．個人的な思いで書いた．ずーと 1つの問題（豊島のゴミ）を追

いかけて，東京にはアンカーとしての筑紫さんがいた．（産廃で、汚れた）海に潜ってみた時

は，海が死んでいたことが解らなかった．今，海が締麗になったその海を見て，（初めて）

海が変ったのがわかった」と発言した（山口記者・朝日新聞社高松支局）．

『ゴミの降る島』を書いた曽根は「豊島のゴミが溜まり続けたのは，マスコミが報道し

続けなかったからだ．自戒の念を込めながら，これからを見ていきたしリと発言した．曽

根は，最初に豊島を取材報道した記者として，産廃に苦しむ住民を撮影・取材し著書『ゴ

ミ降る島』を表した．その後も膨大な取材を元に「豊島事件の記録フィノレムJを制作，各

学習の場で上映され参加者へインパクトを与えている．

地元紙の記者の蔭山は「調停の経緯を追ったが，県は変ったのか．法があっても行政の

怠慢が起こった時，住民（香川県民）が無関心であれば（解決は）長引く．地元紙は豊島

を報道しなかったJと語った．シンポジュウム会場にいた筆者は，地元紙が報道し続けな

かった理由を質問したかったが，そのような会場の雰囲気ではなかった．しかし，記者た

ちが抱く報道への使命感と地方紙の記者と行政府（香川県庁）の微妙な関係は伝わってき

た．「豊島事件に関わってからは，所属部署が変っても，個人的にも（情報を）追い続けて
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いた」との女性記者の発言もあった．

上記はマスコミ関係者たちのシンポジウムでの発言の一部である．報道関係者たちが0

0社の記者として「豊島事件Jを報道するだけではなく，個々人としても深い関心をもち

続けて「豊島事件Jに向き合っていることがわかる．時として報道が政治的意図に与した

り，社会情勢に与したりとニュースバリューを追いかける姿勢があるのは否めない．世論

を動かすのは当該者の真塾な姿であることは自明なことであろうが，報道記者もまた当該

者の姿に心を動かされるという当たり前なことがここで確認された．

【アクター⑦ 厚生労働省産廃対策室】

厚生労働省産廃対策室は，産廃行政の元締めにあたる行政機関である．したがって，こ

の機関の意向は，県にとっても重要な判断基準となる．産廃調停において，県が責任を否

定するなかで，厚生大臣・国会議員・所轄官僚らが相次いで、豊島にきて「県の責任を問わ

ぎるをえない」との趣旨の発言をし，これらは県への圧力となった．国の支援が決まった

結果，直島町の産廃処理施設受け入れ声明もあって調停はいつきに成立し，放棄された産

廃は豊島の外で溶解処理されることになった．国の支援が決まったことは「稀有」のこと

と弁護士中坊は指摘する．調停の席で，「総理府公害対策室としては不適切な産廃処分場の

学習として豊島事件を捉えている」との趣旨の発言があったと住民代表の石井が記す（石

井： 37).

総理府公害対策産は，「豊島事件jが公害等調停の場に問題解決を委ねた1993年

にはまだ設置されておらず， 1999年（平成11年）に設置され，産廃不法投棄対策

は強化されている．産廃処理に関わる法的経緯についてF 第10回日本廃棄物会議で

の「産廃行政と法制度の運用Jをテーマとした講演要旨を，秦康之（環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部産廃課課長補佐）のHP記事から引用する．

昭和45年に廃棄物処理法が制定され，平成3年以降， 3回の大改正がありました．従来は「燃

やして埋める」としづ概念でしたが，平成3年改正では発生抑制や再生利用が目的に入りまし

た．廃棄物処理業を収集運搬業と処分業に区分し，特別管理廃棄物制度も創設しました．マニ

フェスト制度が創設されたのもこのときです.9年改正では，業の許可の欠格要件を強化し，

施設設置手続きで生活環境アセスメントの実施や公告縦覧などを義務付けました.12年改正で

は，不適正処理で生活環境に影響を及ぼした場合の措置命令の対象を排出業者まで広げるとと
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もに， 15年改正では，悪質な処理業者に対する業施設の許可取り消しの義務化などを行いま

した．これらの結果として廃棄物処理業の許可の取り消しが増え， 12年に約80件だ、った処分件

数が15年には700件近くとなり，悪質業者の淘汰が加速しています．

(V¥f¥t;れ吋vvn告t.oLjp/event/kむnw星回Lshtml)

産廃処理政策を執行する国側の関係機関の窓口となる機関が，厚生労働省産廃対策室と

なる．当然ながら世論に敏感に反応する機関でもある．上記の記述にもあるように産廃行

政が改正を重ねていったことは認められる‘国が豊島産廃公害等調停で被申請人として追

加されたのが1997年であり，総理府公害対策室長の「豊島事件を不適切な産廃処分の学習

とするJの発言にもあるように，豊島は産廃行政の実践的学習の場になったのであろうが，

損害賠償請求権を住民が放棄したとはいえ，住民の被った迷惑と被害はまったく置き去り

されているのは現実である． しかしながら，瀬戸内海の小島に住む豊島住民と国政を担う

官僚らが同じテーブノレにつく意味は計り知れないものがあると考えられる．調停成立まで

7年間に調停回数36回の実績は，産廃行政担当者にとっても問題意識を深める場になって

いたのは確かである．これも「豊島の悲劇j の由縁なのだろうか．

第2節 「豊島事件J調停の解決への経緯

事弁護士らが「豊島事件Jの解決を公害裁判にはよらず公害調停の方法を選択したのか

について見直す．一つは費用負担が軽減されることによる．特に紛争の核となる現場調査

が調停委員会の負担になったことはお金のない豊島住民にとっては大きいことだ、った．二

つには住民の求める県による産廃の撤去の根拠についてである．法的根拠によるのではな

く，社会的に正当性があることを主張するには裁判制度下では難しいというのが弁護士ら

が指摘するところである．弁護士らと住民にとって「社会的正当性」を調停としづ交渉の

場でどのように認めさせるかが大きな課題であった．その手段としたのが世論の動向であ

った．弁護士らと住民がとった戦法は，世論を味方にするための戦略的住民運動の展開で

あった．

「豊島事件j解決のカギは，調停の場での当該者双方の力関係にあることから，申請人

たる豊島住民が優位にたつことである．県の主張は「県職員が対応を間違ったからといっ

て，県が責任をとる法的根拠がない」とするもので、あった．県が「責任Jを認めるか否か

は，公害等調停委員会での交渉の風向きにかかっていた．その風向きは公害等調停委員会
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の交渉に臨む当該者双方の強者と弱者の力関係性によって変わるものである．調停申請ま

では，申請者は弱者であり被申請者は強者であった．各アクターの相互作用によって，調

停で当該者の立場の変換が起きるプロセスについて，下記の経緯を提示する．矢印の方向

は影響力の方向を示す．加えられる影響力には支援（相手の立場を強化する），圧力（相手

を譲歩させる）の 2種類がある．公害等調停委員会は交渉の場であることから矢印は双方

向となる．

①調停開始当初の当該者関係（産廃処処理業者は破産しているのでここでは除外）

申請人の立場 被申請人の立場

豊島住民（弱者）毛 田（蹴責任を認枕い県

豊島住民（弱者）当 日（強者）契同こ責任を認悦い産廃排出業者

公害調停開始の前は，①の関係図が示すように豊島住民（申請者）は香川県（被申請者）

と産廃排出業者（被申請者）に対して弱者の立場にあった．

｛②前提要件一豊島住民は被申請者に対して同等な場に立つことで交渉が可能となる］

瀬戸内弁護団の圏一岬舗は被申請者と対等な立場。｜交渉1~ 公害等調停

委員会

②の関係図のように調停委で、の交渉開始に先立って，瀬戸内弁護団の支援を受けて豊島

住民が県に対して同等な立場へと変換されることで，産廃撤去が「要請j ではなく要求と

して「交渉」が可能となったところから調停は始まる．

【「豊島事件j解決のノレート】

「豊島事件」解決の 5つのルートを提示する．

③と④は申請者（豊島住民）が各アクターの支援を受けて強者への立場の変換がおき，

被申請者（県と排出業者）は各アクターからの圧力を受けて弱者へと立場の変換がおき，

調停は成立し，「豊島事件jは解決する．⑤は産廃排出業者との調停和解の過程．⑥はロー

カルな事件解決の過程である．香川県が県民世論の圧力によって責任を認める過程であり，

これを契機に香川県の立場は豊島住民に対して弱者となり，立つ位置の変換がおきる．調

停の場では，県民の世論は豊島住民の立場を支援し，県への圧力として働く．
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③マスメディアの支援を得て豊島住民は強者へ変換することで調停成立

マス メディアの医璽→全国輪一→匡璽 ε申請者（強者に変換）

一匝カ｜ ＼｜交渉｜

~一一一一 迫
被申請者（弱者に変換）~一一＋｜交仲ー＋公害等調停委員会

一調停成立

③の関係図のように，住民運動のマスメディアによる報道で全国世論の支援を受け，申

請者の立場は強者へと変換がおき，被申請者の香川県は弱者へと変換し調停は成立となる．

④行政のトップダウンノレートー豊島住民に対して強者の県が国の圧力を受けて弱者へ変換

し解決へ．

産廃対策室 主匡五惨被申請者（弱者に変換~→医習←＋公害等調停委員会

／ 一一調停成立

全国世論→園 長申請者（強者に変換）＋→園F

④の関係図は，産廃行政の国の窓口である産廃対策室が主導して香川県に「豊島事件」

が起きた責任を認めさせることで，調停は成立する．豊島の産廃は島外で処理されること

になり県との紛争は解決する．

⑤産廃排出業者との調停和解の過程

全国世論ー＋固→被申請者（産廃排出業者）（弱者に変換h 圏、ζ ＼
マスメディ今→圏一→申請者（強者に変換）。圏＋＋公害等調停委員会

⑤の関係図は，産廃排出企業にとってマスコミと世論は企業活動に影響力をもつことか

ら無視できない．それらから受ける圧力は当初は豊島住民を無視していた産廃排出業者の

立場を強者から弱者（＝解決金を払う立場）に変換し調停は和解成立する．

【ローカルなノレート（調停委員会を経由しないルート）｝

⑤香川県民の圧力を受けて県は弱者へ変換し解決へ

県民の世論→固→監督責任を認めない県（強者）ー＋監督責任を認める県（弱者）

⑤の関係図は豊島産廃処分場への責任を認めない香川県の強硬姿勢に，ダイレクトに圧
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カを加えられるのは香川県民の世論であり，住民がターゲットとしたのが県民世論である．

この節では，日本初の公害等調停員会に臨んだ住民が，戦略的に住民運動をおこしたこ

とで，公害等調停という交渉の場で県に対して劣勢で、あったこれまで、の立場を優位に転換

させられたことが，調停成立の要因で、あったことが確認された．

第E部のまとめ

第 I部では，住民が拘る義理や世間体意識が地域社会に張り巡らされた社会的幹として

機能していることが確認されている．義理や世間体意識への住民の拘りが，「豊島事件」を

巡って展開した住民運動のさまざまの局面で現出してきた．住民の拘りが住民運動結束の

手段として機能する半面，停滞や分裂の危機を招いてもいた.25年間にわたって産廃と向

き合ってきた住民は，弁護士中坊ら 13人の弁護団と一体になって日本初の公害等調停委

員会に調停申請をすることで問題解決を図ろうとした．それを契機に住民は解決のゴール

のみえないまま，香川県中を歩き回って県民に「豊島事件Jを訴えた．豊島の産廃問題は

何処にでも起きる問題であり，今香川県の責任が問えなければ、，次の豊島はどこかの話に

なることを訴えた．香川県も中央からみたら地方であり，豊島の問題は他人事ではないが，

県民は豊島の産廃が認可された処分場へ不法に産廃が搬入されていたことについて，全く

知らなかった．四国で発刊される地元新聞も住民デモなどのトピックは報じても，それを

継続して取材報道する態勢はとられなかった，それには豊島の産廃処分場は適切であり，

住民の要求は住民エゴとする県の姿勢が影響しているのは否めないであろう．

1990年の兵庫県警の「豊島事件J摘発は，県にも県民にも衝撃だ、った．豊島住民にとっ

てもここまで大きく報道されることになるとは思ってもみない事態で、あった．一方では自

分の暮らす島が産廃で汚されていることを報道されるのは世間体の悪いことでもあった．

「豊島事件」が広く報道される事態になって，住民は「県がなんとかしてくれるJとばか

りに業者への指導を要望し続けた．弁護士中坊から「あんたら，県に輔されたんやJと言

われでも，「県ゆたら親や，親が子を踊すはずがないJと県を擁護するのが住民だ、った．そ

こには県とそこに住む住民という互いの関係性で解決を図ろうとする住民の義理への拘り

があった．
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そんな住民が 18年目の 1993年，「お上＝県Jに楯突いて弁護士を頼んで、公害等調停委

員会に調停申誇をした.13人もの弁護士たちが 7年もの期間，報酬なしで問題解決に奔走

したのは，国民の権利を確認する関いという陰の課題があったからである‘「お上jは320

億円の途方もないお金をかけて問題を処理しようとしている．

問題解決へのプロセスは決して平坦で、はなく，「豊島事件J解決へ住民運動を展開する

なかで，住民自身もどうしたら自分たちの要求がとおるのかを学んだ．そして気づいたの

は「行政Jに頼ること危うさだ、った．弁護団長の中坊は住民運動のプロセスを「実質人権

闘争Jと評した．

「豊島事件Jは調停成立によって，産廃は島外完全撤去されることになり，県との紛争

は解決したかにみえる．しかし，調停成立に最後まで住民が求めたのは「知事の謝罪」で

あったことをもう一度見直してみる．香川県知事は 1977年に有害産廃処理業申請認可に

反対する住民の前で「豊島の空は青いが，豊島の人のこころは灰色か」と演説した．この

「こころは灰色J発言を「知事さんがそこまで言うのかと思いましたね．今でもその言葉

が釘のようにこころに刺さっているJと調停に臨んで、豊島住民代表を担った一人が言う（曽

根： 122）.この言葉は住民が受けた衝撃を代弁しているといえる．こころに刺さった釘は

容易に抜けるものではない．それから 25年間 権力をもっ知事・県職員からさまざまの

言葉が投げつけられ，本土に住む香川県民からも「あんたらが悪いj と責められ，島外に

住む子どもからは「何も送らないでくれ」と言われ住民の世間体への拘りはさまざま方

法で、傷ついた．住民にとって住民運動を止めるという選択肢はなく，「せめて一矢報いたいJ

とゴールの見えないまま住民運動を展開した．弁護士中坊は「住民の闘いは人間の持つ巣

を守る本能で，閉鎖された島の中で純粋に昇華していった．そこに思いが至った時，私は

この事件の持つ恐ろしさに触れるようになってきた」と言う（住民会議資料）．幾重にも傷

ついた住民の世間体を回復するには，どうしても県知事の「謝罪Jがなされねばならず，

そこから「許しj が生まれ，次の一歩が踏み出されるのである．公害等調停の調印式が豊

島中学校体育館でおこなわれたが，調印に臨んだ県知事を迎えたのは穏やかな住民たちだ

ったと報道関係者は指摘している．

【県の麗しの手法と住民の対抗手段について｝

離島にくらす 1400人足らずの住民が挑んだ香川県政の間違いを正す闘いには，県が採

った数々の編しの手法と それに対して住民がとった対抗手段があり，あらためて整理す
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る．

①産廃問題という社会的問題を感情論にすり替えた．

1976年，当時の県知事が反対する住民を説得するために来島して演説をした．「住民の

こころは灰色かJと反対する住民を批判した．産廃問題は感情論にすりかえられた．「ここ

ろは灰色J発言は，世間体に拘る住民にとって傷つき体験となった．知事演説について「こ

ころに釘が刺さるよう」と住民運動の中堅を担う人が比喰する．

－住民の対抗手段

この発言を契機として，産廃持ち込み絶対反対豊島住民会議が結成された．しかし県の

認可方針を阻むことはできなかった．

②産廃処理業の認可権について，認可責任の所在がすり替えられた．

産廃処理業認可が国政の委託事務であり 3 法律的に認可要件が整えば認可するのが行

政の姿勢．県は認可するだけと説明し，住民に受け入れるしかないと受け入れを強要した．、

・住民の対抗手段

法的根拠を盾に受け入れを強要されて，住民は対抗手段を見つけられないまま，受け入

れざるをえなかった．

③産廃処理業の認可内容のすり替えがおきた．

業者が申請した「有害廃棄物の運搬・処理業Jは「ミミズによる土壌改良化剤化処分業」

と変更されて県は認可した．ここでも，産廃処分場を認可するための臨しの手法が使われ

た．

－住民の対抗手段

住民の一人でもある業者を個人的に知っていることもあって，業者を信用していない住

民は危倶を覚えた．しかし，実際に被害がでていない状況にあっては，県の強硬な認可方

針を変える法的根拠がなかった．

しかし，産廃処理業申請業者に対して，住民は豊島産廃処分場建設差し止め請求を高松

地方裁判所に提訴したが，県の仲介で裁判jは和解し，豊島処分場は稼働した．だが，「和解

条項Jが交わされ，香川県はこれを守らせるべく指導・監督を住民に約束した．後に，業

者の違反操業が顕在化したとき，「県は約束を破った」としづ住民側の根拠になっていた．

しかし，住民は裁判所で交わされた「和解条項j の内容にそれほどの重きをおいていなか
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った．住民にとって，親とも頼む県が住民を！顕すはずがないという思い込みがあった．後

に公害等調停委員会への申請には「和解条項j が根拠となった．

④違法操業を指摘する住民に対して，「適法Jと言い逃れた．

産廃処分場の現地指導を行った県職員は，違法行為を適法にするための助言・指導した．

．住民の対抗手段

業者寄りの議会報告をする県職員について，対抗手段は見いだせなかった．しかし，住

民運動の若手を香川県議会に議員として送り込むことに成功したのちは，香川県議会の様

子が当該議員よりもたらされるようになり，住民運動の戦略の資料となった．

⑤悪いのは業者であり，県に責任はない．

不法操業をしたのは業者であり，撤去は業者に責任があると県の責任を否定した．

でも騒しの手法が使われた．

－住民の対抗手段

不法操業の苦情をいった住民が業者から暴力を振るわれ．何をするか分からない業者と

して住民は恐れて直接交渉ができない状況となった．もっぱら，住民は県の監督責任を追

及し業者への指導を要請する姿勢に終始した．業者と癒着する県への有効な対抗手段はと

れなかった．

③「豊島事件Jが起きたのは県職員の責任と言い逃れた．

住民は時効目前にして「豊島事件J読書の閲覧が可能なのを知って，調書を取り寄せた．

調書には，豊島産廃処分場の現地監督した 2人の県職員の供述であったLその供述には，

県が以前から豊島産廃の違法性を知っていたことが読み取れた．この指摘を受けて県は，

責任は現場で監督指導した職員にあって，県が責任とる必要はないとの強硬姿勢をくずさ

なかった．ここでも，職員の責任と県の責任をすり替えるという編しの手法が使われた

－住人の対抗手段

住民は香川県の責任が問える根拠を手に入れ，それまでの異議申し立てから，県との対

持へと運動を転換した．さらに，県との交渉を有利に進めるために，弁護士の支援を乞い，

問題を公害等調停員会という公の場に持ち込んだ．
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⑦住民の要求は住民エゴといい，県の責任を感情論で覆い隠した．

住民の産廃の島外撤去の要求は，過疎の島の住民エゴの批判にすり替えた．相手を非難

することで，自らの主張を正当化する騎しの手法は有効だった．香川県民もこれを支持し

た．

－住民の対抗手段

住民は，それまでの運動を反省し，県を交渉窓口としていたこれまでの住民運動を，方

向転換させた．住民運動は，集団としての一致した方向性のもとに，香川県民に対して豊

島の個々人が語るという手段で対抗した．結果は，県民世論を受けた支援活動が動きだし

た．

③住民の福祉は，公共の福祉の名のもとに覆い隠された．

地方で問題化する産廃問題に関連して，「公共の福祉Jの概念をもちいて，地方でおき

る紛争を，「地方がパパを引いた」としてしまう宮僚の姿勢にも ！脇しの手法がみられる．

．住民の対抗手段

東京銀座の真ん中で，産廃の現物を手にして，デモ行進をし，その日の夕刊と翌日の朝

刊には，タスキ・鉢巻姿の勇ましい住民の写真が掲載された．

全国紙に掲載された住民の姿は，住民運動の厳しさを伝えていた．今・ここの問題とい

うリアリティを全国民に顕わにしたことが 自ら顔を晒すことの意味付けとなった．

豊島という離島の産廃問題が，中央の世論を動かし，公害等調停の交渉に圧力をかける

こととなった．

行政が用いた踊しの手法を 8つあげた．最初は県の騒しの手法に住民は対抗手段を見つ

けられないまま，頭を下げざるをえなかった（①～⑤）．産廃問題が「豊島事件」となり，

その違法性を関われるようになって，住民は県への対抗手段の糸口をみつけた．弁護士の

支援を受けながら，住民運動は県の騎しの手法を覆すかのように戦略的になり，県との対

l時の姿勢が鮮明になった（⑥～③）．

地方行政と地域住民という「強者一弱者Jの関係性を内在させる産廃問題の場合，強者

が使う踊しの手法は最初のうちは有効だが，弱者たる当該者も活動の経緯の中から対抗手

段をみつけるようになる．問題の所在を感情論にすり替えるという強者の臨しの手法に感

情論で対抗しでも効果はないことは明白だ、った．法的知識のある専門家の支援をえて，有
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効な手法として住民運動を戦略的にすすめ世論を味方につけることが対抗手段の要素であ

ることが確認される．

第 I部のまとめでもふれたが，住民の拘った義理と世間体との関わりは，世間にあって

自己と他者との関係性に派生する期待である義理に拘って互いに確認された関係性の継続

に配慮し，世間に準じて自己の行為を規制し世間体を守って暮らしていこうとする社会的

規範意識である．この視点で豊島の住民運動を総括すると 離島という閉鎖空間である豊

島では，住民運動は必然的に全島民参加型の活動となり，その結束には義理や世間体とい

う社会規範で働いていた．特に豊島には，従前の絶対的規範とされていた上下意識の強い

義理が温存され，世間体に拘ることで秩序を維持し結束を固めて集団として行動しようと

する住民がいた．住民個々人の意志での一枚岩の結束は困難であても，義理が優先される

住民運動では住民の結束は一枚岩として強固になることが認められた．

今， 1975年の産廃問題スタートから人口は半減し，放置された荒廃地が居住区域内にも

広がる．豊島産廃闘争に費やされた住民の時間と労力は取り戻せないが，きれいな野山は

人の手によって戻る.50～60歳で、産廃撤去のための住民運動の中心になって闘った人々の

多くは 70～80歳を過ぎているが，まだ衰えてはいない．若いとき島から出て世帯を持ち，

時々は親元に帰っていたものの実際には産廃運動を知らない団塊の世代が，今，ふる里に

帰ってきている．彼らが，住民運動世代に見守られながら次の豊島を拓いていくであろう．

追記

本論文の産廃量や費用についての数字は 2000年の公害調停成立現在の資料をもとにし

ている．しかし， 2013年 8月 23日付けの新聞で現在進められている豊島産廃撤去現場に

おいて新たに産廃が発見されたと報道された．一一豊島産廃処理は最大3年半の遅れがで

る．公害調停が定める撤去期限内には処理できると県の定例記者会見で知事が説明し「事

業の早期終了を望む豊島住民，直島町，県民に対して誠に申し訳ないJと陳謝した．県に

よると新たに推計した総処理量は 86万8千～90万5千トンで，従来の総処理量を 20万

～23万7千トン上回る. 2012年末までとする全量処理計画は3年 1カ月～ 3年半の大幅

な遅れが生じる見通しとなり，総事業費は最大約 137億円の増額となる．

処理延長などに伴い，総事業費は 330億円から452億円～467億円に増える見通し国が

事業費の約 6割を支援する産廃特措法が 12年度末に期限を迎えるため，知事は「他県と

連携して期限延長を国に強く要望していく」と強調した．一一
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［注］

1）本文69-70ページに記載．

訪 1971年（昭和 46年 6月）のイタイイタイ病裁判をはじめとして 1971年（46年 9月）

の新潟水俣病裁判，イタイイタイ病控訴審裁判， 1972年（47年 7月）の四日市公害裁

判，そして， 1975年（48年 3月）の熊本水俣病裁判．いずれも原告が勝訴し，公害の

原因企業に対し損害賠償の支払を命じるとともに，厳しく企業の責任を追及した．
kougailくankiyo.kan-suke.com/untitled/14.html

3）葉っぱビジネスとは日本料理のかざる「つまものj を販売する農業ビジネス．

http ://www.irodori.co.ip/asp/nwsitem.asp ?nw id=2&design mode=O 

心豊島の長老自治会組織．明治23年家浦村，甲生村，唐橿村の 3つの村が合併して豊島

村となり，次に昭和の大合併で小豆郡土庄町の合併された．豊島の自治は村時代の各地域

の独立性が維持され， 3つの部落長は等しく位置づけされ，豊島の自治を担ってきた．代々

の自治会役員たち，地域の有力高齢者は長老と呼ばれ，地域の決まりごとについて優先的

な発言権を有していた．この組織は現代にも継承され産廃対策住民会議の組織はこれを継
承するもので、あった．

5) 1975年の「森永枇素ミノレク事件Jを弁護することで社会派弁護士として生まれ変わった

著書に記す．
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第軍部地域活性への歩み

はじめに

第 I部では，人と人を繋ぐ粋を，人から人へ渡される諸々のモノに託して暮らしのなか

で紡いでいることに注目した．慣習化された病気お見舞い行動は，病気お見舞いを交わす

相手との関係性である義理を可視化する．病気お見舞い行動を媒介にして，住民相互の義

理の関係性は維持し再認され，紡がれた粋は地域の広範におよぶ．豊島の病気お見舞い行

動を事例とすることで，住民が拘る義理の関係、性や世間体意識の一端をみることができた．

第E部では，住民は，地域の内に張り巡らされている粋を媒介にして，「豊島事件J解決

のための住民運動を展開した（第E部）．住民運動の生起一停滞ー活性のプロセスにはそれ

ぞれに住民の拘る義理や世間体意識が関わっていた．県と住民との関係に義理の関係性を

適用させたことが住民運動の挫折・停滞の要因があることを，「豊島事件」解決の過程で気

づいた住民は，県と対峠する姿勢を鮮明にした．これは，住民がそれまで、拘ってきた義理

に反することであった．しかし住民は暮らしの中で盛んに病気お見舞いを交わすことで，

個々人相互の義理の関係性を維持・再認して，県との対峠する住民結束の縁とした．

豊島に暮らす住民が義理や世間体を重要な規範としている地域社会を維持し，その地域

社会におきた産業廃棄物処理場の問題解決を，全島民の結束した住民運動で勝ち取り，今，

住民の目は疲弊した地域活性に向けられている．

第E部では，「豊島事件j による風評被害で疲弊を深めた地域の活性の方策に注目する．

豊島のような屑縁地域で過疎・高齢化が社会問題として顕在化し，「地方再生Jが声高に言

われだしたのは 1970年代で、あった，高知県上勝町の「葉っぱビジネスJ（久繁： 146）は 1986

年にスタートしているが，マスメディアが注目するまでには 10年以上の期間を要した．地

域活性への試みが一定の結果を出すには相応の期間が必要になると考えられる．

地域社会の発展には「内発性j が重要な要件になることは，多くの先行研究者が指摘す

る．日本で最初に「内発的発展Jに言及した鶴見和子は，精神的知的側面の発展一自己覚

醒および知的精神的創造性を強調する（鶴見 1989）.自ら覚醒して行動することで地域社

会の変容を導くことができるというのである．住民が産廃麗争から目覚めてみたら，主要

な生活道路以外の小道は薮化して通れなくなっていた．田畑の耕作放棄による荒廃地が広

がり，棚田風景も荒れていた．超高齢化社会にあって，地域発展のため行動しなければな
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いと自覚するものの，物理的に不可能という状況があった．第一次産業をみると，農業で

は唯一イチゴ、のハウス栽培農家6軒が専業として成り立っている位である．それも指導す

る農協の方針で「豊島産」ではなく「小豆島産Jとしてイチゴは出荷されている. 2年前

くらいから，一部の生産者が豊島産として農協を通さない自主流通で出荷し始めた．豊島

産ブランドのたちあげには風評被害の払しょくという課題もみえる．漁業を専業としてい

るのは海苔の養殖業者一人いるくらいである．零細な個人漁師が数人いるが，年金収入と

合わせて暮らしを維持している程度である.25年間豊島に貼り付けられた「産廃の島」の

ラベルは，第一次産業を生業とする地域経済を壊滅させたが，産廃による瀬戸内海汚染が

止まり，磯にカニが戻り，アサリも食べられるようになるなどの変化もみえている．しか

し，一次産業で栄えたかつての豊かな島の面影を求めるよりは，あらたな方向性をさぐる

ことが得策と考えられる．第E部では，住民が拘る義理や世間体意識が3 外部支援者らと

どのように折り合いをつけるかに注目し，現在豊島で展開中の CSR(Corporate Social 

Responsibility＝企業の社会的責任）活動を地域活性の事例とする．

瀬戸内弁護団の事務長を務める岩城は，廃棄物対策住民会議の冊子に「豊島の再生をめ

ざして」との一文を寄せている．「島の再生は闘争ではない．成功体験が有害になるかもし

れない．全く新しい自由な発想と行動が必要だ」という．岩城に限らず，弁護士たちはよ

く豊島に足を運び，ポスト住民運動期の住民の歩みに寄り添っているが，住民の側からの

自由な発想、による活動はまだ生まれていない．県会議員を 2期務めた石井は，豊島の主た

る収入源は国民年金と声高に説明する．最低額の年金収入でも穏やかな瀬戸内気候のなか

では，暮らせなくはないという．

第E部では第 1章とまとめで構成される．第 1章は地域活性への多様な試みである 3つ

の事業を，事業主体別に分類する. 3つの事業のなかでも，住民の自発的活動を誘発した

事例として CSRの有効性に注目する．

114 



第 1章地域活性化への多様な方策

1978年に豊島産廃処分場が認可され， 1990年に搬入が止まり， 2003年に不法産廃処

理が始まり， 2016年には産廃処分場は完全に撤去される予定である．実に 38年もの間，

豊島には不法な産廃が居座っていることになる．特に 1993年に公害調停の申請時から住

民運動が活性化し，地域の主だ、った人たちは殆ど毎日のように住民運動に没頭する状況に

あった．

2000年の公害調停成立で，産廃対策豊島住民会議の主だ、ったメンバーはやっと「住民運

動後Jに目を向けた．彼らが，住民運動で得たスキノレを生かして，地域活性の可能性を探

るのは，当然の帰結であろう．住民も，住民会議の提案に乗るのに，何の異議も唱えない．

こうして始まったのが「島の学校」という取り組みだ、った．しかし，ここでの住民は指示

されて動く裏方だ、った．飯島のいう「住民の自発性に裏づけられる取り組みj とは言い難

かった．

同じく 2000年に，「豊島事件Jに関わった弁護士中坊と産廃処理場の建築デザインに関

わった安藤忠男が呼びかけ人になって「瀬戸内海環境をみどりにJの声かけで「瀬戸内オ

リーブ基金」が立ち上がり，一般からの募金活動が始まった．関係者は豊島産廃現場近く

に，オリーブの植樹をした．呼びかけに応じて著名人たちが島に訪れ， 1200本のオリーブ

が植えられた．住民はこれを 遠巻きに見ていた．

「瀬戸内オリーブ基金Jに賛同した一人に，宇部市出身の（株）ユニクロを統括する柳

井正がいた．柳井は全国展開する自店舗のカウンターに瀬戸内オリーブ基金の「募金箱J

を置いて協力し，その活動を企業の社会貢献活動と位置付けた．その後，企業に働く従業

員が，ボランティアで、豊島にやってきた．

2009年には，直島福武美術館財団の福武総一郎が豊島にやってきた．豊島美術館を建て

るという．豊島で開かれた説明会に訪れた住民は，最初は土地を売る者はいないと噂して

いたが， 2010年の瀬戸内国際芸術祭が始まり，豊島美術館がたった．住民は，訪れる観光

客に笑顔をふるまった．

第E部は，これらの動きを豊島活性の動きと捉えて，住民目線に立って考察する．「豊島

事件Jの解決したその後の豊島の地域社会を扱う第E部を，第E部とは別にしたのは，ポ

スト住民運動期として，住民運動とは違う分析視点にたつことによる．前述したが，弁護

士岩城は「地域再生は住民運動ではない」と指摘し，「住民運動の成功例が，逆にマイナス
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になる」と指摘する．

本章の構成は，第1節で，豊島で動きだした地域活性の試みを，事業主体Jjljに3つの事

業形態に分類し，それぞれの事業の概要にふれる．第2節では，日本における CSRの現

状と， CSR活動と地域社会に連関する先行研究を検討する．第3節では，豊島に関心をも

っ企業の CSR活動を具体的に検証・考察する．第4節は，企業の CSR活動と住民の関わ

り合いをとおして 住民のなかで新た粋の生成も可能であることについてまとめる．

第 1節試みの 3つの事業

公害調印成立の日から住民は地域活性の方策を探り始める．事業主体で分類すると下記

の3つの事業がスタートした．

A型一一事業主体は豊島住民会議

「豊島事件Jのノウハウを生かした事業

B型一一事業主体は企業ボランティア

「豊島事件」に関心を持った他者たちと住民との協働事業

C型一一事業主体は外部団体

「豊島事件」とは関わりなく展開する事業

[A型の事例｝

「島の学校Jの名称がつけられている．事業主体は豊島住民会議組織をそのまま継承し，

産廃処理技術委員を務めた早稲田大学教授・弁護団・報道関係者の継続的支援を得ている．

目的は，「豊島事件Jを風化させず，地元から情報発信をすることとした．地域・自然環

境に関する研究者，課題をもっ地域活動家，地域の小・中学生による環境学習発表など多

彩である. 2泊3日のイベントで参加者約 80人は民泊し住民のお接待を受け，各種の研

修を受講する．近年は，大学ゼミの一環として指導教官と共に参加してくるグループが多

くなってきた．その他，豊島の産廃に興味をもった一般参加者がいる．ただ，「島の学校J

というイベントは年一回限りであり，それ以外の展開への展望がなく，地域活性の方策と

するには限界があると考えられる．産廃闘争時の住民組織を継承したことで住民参加が義

務的になり，住民は参加か否かの選択の余地がなく，参加意欲に欠けることが次の事業発

展を阻害する要因となる．しかし，このイベントは，解決困難といわれていた「豊島事件」
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を解決した豊島住民と評価されることで，「豊島事件J解決の過程で、傷ついた住民の世間体

の癒しにもなる．

[B型の事例｝

産廃問題に関心を持った外部者による，当該地域の活性を支援する試みである．産廃問

題に関して社会的責任があるとする企業が，地域整備などを住民との協働事業を展開して

いる．ユニクロボランティアによる CSR活動が，調停成立の 2000年に開始されている事

例である．この事例に触発されて住民のなかから，自発的に「豊島をきれいにする会Jが

結成され，ボランティア活動を地域づくりに生かしている．

[C型の事例】

産廃とは関連のない外来のイベントである．事例として 2010年に開催された「瀬戸内

国際芸術祭Jがある．直島福武美術館財団と香川県とのタイアップによる企画となり，説

明会には香川県幹部と土庄町職員6名が背広ネクタイ姿で並んだ．香川県幹部の中には，

「豊島事件」解決の場に県側関係者として顔を出した人もいた．参加した住民から「なん

で，あの人がいるんやJとのささやき声が聞こえた．主催者の一人である福武総一郎は「ア

ートで町おこし」を提唱し，豊島美術館を建てた．この後，美緒強官効果がどうなるかは未

知数である．外国人観光客や日本人観光客の来島にたいして，宿泊などの受け入れ体制が

無い豊島では，観光客は通過型になり地元経済への効果は期待できない．しかし美術館周

辺の荒廃した棚田の復興など，景観の回復は進められた．関係者はアートで地域おこし成

功事例を住民に説くが，住民のもつ「あちら様の活動j感覚は今のところぬぐえていなし、－

これら 3つの事業のうち，特に本論文では住民の内に新たな活動を誘発したBの形態に

注目する. CSRの一環である地域貢献活動としての企業従業員らの活動と地元住民とが，

地域活性にいかに関連してくるのかに注目することは，周縁地域にあって疲弊から活性へ

の方策の新たな視野を広げることになると考えられる．

第2節 地域活性の方策としての CSRの有効性について

本節は，近年注目される CSR(Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）

の諸活動の一環である地域貢献活動が，離島である豊島で展開されていることに注目する．
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帯谷博明は地域再生を多義的としながらもE それを「住民や自治体が主体となって，環

境破壊などの主として地域外部からの作用によって大きな変容が生じた当該地域の住民生

活や生活環境の復元を行い，広義の地域の発展をめざすJ（帯谷 2004）と定義した．豊島

はゴミ紛争に巻き込まれ著しい環境破壊が起きた地域であることから，住民の願いは帯谷

の言う「地域再生」にあることは明らかである．しかし豊島の一次産業の壊滅状況を考え

ると「復元」を意図することの困難性が考えられる．産廃撤去の後，住民がイ可を願い，何

に向けて行動を開始するかについて自らが気づくことが重要で、あると考えられる．鶴見の

指摘するように，内発性の要因としてあげる精神的覚醒に関わってくる．本論文では，「地

域再生Jへ向けての人々の精神的覚醒でもある「気づき」への過程を，「活性Jと捉えなお

す．地域文化振興による地域への波及効果をテーマにしている枝川明敬は，「地域の住民が

生き生きと精神生活を営み，所得だけでは測定できない豊かな心の面での活性化J（枝川

2007）を指摘する．筆者もまた住民の，「豊かなこころの面での活性」は，地域社会に還

元され，地域活性への原動力となると捉えている．

分析枠組みとしては，鶴見らが提唱した内発的発展論 1）を援用するが，鶴見のいう「発

展は物質生活の向上とは限らない．精神覚醒と知的創造性とをとおして人々は社会変化の

主体となることができる」（鶴見 1989:46）の視点に注目する．企業の地域貢献活動と地域

社会の出会い，双方の当該者である企業従業員と住民との出会い，離島にあっては異質な

存在の相互行為をとおして生成される粋と，それらを媒介する結節機関が本論の重要なテ

ーマとなる．

【日本の CSRの動き一一先行研究をふまえて】

<CSRの現状＞

CSRは1960～70年代頃から世界各国の企業で取り組まれている諸活動の総称であるが，

主に欧州やアメリカが先行している．一般的に CSRとして広く知られながら，その概念

はかなり暖昧である．西欧社会では，国際的に規制緩和が進むなか，外国への直接投資が

進み，市場競争激化，企業の社会的影響力が一段と広く・深くなりそれまでも懸念されて

いた多国籍企業への批判が高まった.2001年欧州委員会は『グリーン・ペーパー』却を出

し，企業の社会的責任について緩やかな合意を形成していった．日本の企業労働者と CSR

について論じている稲上毅は「企業の社会的責任を問うにしても，企業はその社会に埋め

込まれて存在しているゆえに，国民社会によって企業への問いかけも違う」と述べる．稲
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上の言うように日本の文化・社会に員IJって考察するのが妥当と考えられる．

CSRの本質について「企業と社会の持続的な相乗効果に資すること」であり，「事業の

中核に位置付けるべき『投資』」であり，『コンブライアンス』以上の自主的な取り組みで

あるJ（稲上 2007:25）と稲上は整理する． 1990年代になって CSRの啓蒙活動をすす

める日本経団連は，「本業と社会貢献活動の融合について，各企業が自らの得意分野で社会

的課題を解決することが効果的であり，社会全体でも効率がよいJと記す（経団連HP「シ

ンポジウム『CSR時代の社会貢献活動』の模様について」）．笹本雄司は「CSR登場の背

景には，人類社会がサステイナプノレ（持続可能）な行動様式に転換し，自然環境や心の豊

かさのある健全な社会が復権するという基本的な考え方があるJ（笹本2004）と指摘する．

たとえば，本事例の当該企業が本業に連関した「全商品リサイクノレ活動JをUNHCR（国

連難民高等弁務官事務所）の協力のもとに 2006年から展開している．この活動はく消費

者は企業の店舗で当該ブランド衣類を買う→消費者が着古した当該ブランド衣料を店舗に

持参→企業がリサイクノレラインにのせる→UNHCRへ贈る→難民が着る＞の図式で展開

される．「普段着の難民支援Jと取り組むUNHCRの担当者は，「企業に加えて消費者が参

加することで二重の意味で普段着の難民支援Jとなると言う（『考える人』秋号， 2008).

この事例は， CSRのお手本ともいえる活動である．

21世紀に入って CSRは

「さらに戦略的になってき

たJ（梅田 2006）と指摘され

るようになった．表 1は2007

年に日本経団連社会貢献委員

会・ 1%クラブが実施した「社

会貢献活動実績調査Jのデー

タをもとに，ボランティア支

援制度の増加率に注目して作

成した各項目の増加率から

もうかがえるように，従業員

の選択可能なボランティア・

社会貢献活動を推進するため

の支援制度に高い増加がみら

表 1社員のボランティア・社会貢献活動を推進するための制度

02年 07年 増加率

ボランティア休職制度 65 83 1.3倍

青年海外協力隊参加制度 69 81 1.1倍

ボランティア休暇制度 118 178 1.5倍

ボランティア活動者表彰制度 36 62 1.7倍

ボランティア活動者登録制度 21 43 2.0倍

ボラン子ィア研修制慶 15 28 1.8倍

退職者ボランティア支援制度 7 13 1.8倍

マッチング・ギフト資金支援制度 35 85 2.4倍

地域貢献活動促進運動 36 95 2.6倍

制度導入社合計 402 668 1.6倍

経団連HP rzoo7年社会貢献活動調査結果Jをもとに作成単位は社
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れる．また，マッチング・ギフト資金支援制度 3），地域貢献活動促進運動といった企業が

直接に社会と向き合う CSRの動きが制度として定着し，企業の戦略的姿勢が認められる

とし、える．

【「CSRと地域社会j についての先行研究】

CSRと地域社会を連関した先行研究は数少なく，多くは株主などのステークホルダーむ

けに企業の「CSRレポートj 「環境白書Jとして発刊されている．

そのなかでも三浦典子は企業活動の地域社会への展開過程に注目し，社会貢献にかかわ

る企業への実態調査を実施した．地域社会と企業の社会貢献との関わりを以下のように定

義した．「企業の業種，地域社会とのこれまでの関わり方，経営理念のありかたによって企

業の社会貢献の実態が差異化されていると仮定することができる」（三浦 2004:244），そ

して「私見ではあるJと前置きして，「我が国における企業の社会貢献活動の歴史は，地場

企業において操業とともに始まっており，決して目新しいものではないJ（三浦2004:256) 

という．

三浦は，地方産業都市における地場産業とコミュニティのかかわりの事例分析をしてい

る．その事例のなかに， 1950年代後半（昭和 30年代）には日本一の降下煤塵量を記録し

た山口県宇部市での取り組みがあった．「宇部方式Jといわれ，議会，行政，企業，学識経

験者らの協働により，公害の未然防止に成功した取り組みである．政治と企業活動と地域

社会との連携がとられるなら，相当な成果が可能であることが明らかとなった例である．

三浦の研究が地方産業都市を対象にしていることから，その周縁地域への視点に欠けるの

は否めない．しかしながら三浦が言うように，企業が「経営理念に即した地域貢献活動J

をさらに戦略的に推し進めるなら，三浦の視点にはない本業と関わりのない分野で，かっ

地域的連関のない周縁地域で、の CSR活動は広がっていくと考えられる．

以下の第3節では，当該企業と地域的連関のない豊島を舞台として，本業とはかかわり

のない分野で，企業とその従業員による CSRの一環としての地域貢献活動を展開する過

程に注目する．その過程には，単に企業の CSRの一環としての活動というよりは，企業

に属する個々人と住民との相互作用（協働）から創出される新たな粋も見出される．

第 3節 ユニクロボランティアたちと住民との協働

本節は，企業従業員で、構成されるユニクロボランティアと住民，それらの結節機能をも
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った「NPO法人瀬戸内オリーブ基金j の関わり合いを通して，疲弊した地域活性の新た

な方策をさぐる．

｛豊島の疲弊の要因】

豊島の疲弊の要因を考えたとき，一般的な疲弊要因と豊島の特殊な要因との重複が指摘

できる．一般的には，過疎化と少子高齢化に加えてその地域社会特有の人口動態のひずみ

が，地域社会疲弊の主な要因になる．豊島の例でみると 人口構成は 1948年 3626人849

世帯を頂点、とし 2010年 1056人 508世帯と下降直線を措く．人口減少割合に比して世帯

数の減少割合は少なく，一人世帯，二人世帯などの世帯構成員の変容が顕著である．さら

に高齢化率42%となると，地域共同体としては限界を予測させる社会的状況にある．

さらには豊島ならではの特殊要因として，「豊島事件Jの長い闘いの過程と，顕在化した

「産廃の島j としづ風評被害による一次産業への打撃があげられる．跡取りすら島の外で

生計を立てざるを得ない状況となり，年金生活者とサービス業従事者（福祉施設職員，教

員，郵便局，農・漁協組合従事者など），零細事業者（土木・建築業，港湾に関わる事業者）

によって共同体としての機能は維持されてはいるものの 地域社会は疲弊の色を濃くして

いった．ただし豊島のサ.＿ t:~＇ス業従事者の多くをしめる福祉施設職員，教員，郵便局員ら

は地域自治会とは交流が薄く，地域の社会的役割の担い手とはなっていなかった．

しかし3 住民はただ坐しているわけではなく，「豊島を創ろうJといろいろな手段を試み

ている．たとえば， 2003年に始まった「豊島事件jを風化させないという目的の「島の学

校」という取り組みや，最近では「瀬戸内国際芸術祭jへの参加もある．そんな豊島に 2001

年からユニクロ従業員たちが CSRの一環である地域貢献活動としてボランティアに入り

込み，初期の試み的活動から現在は地域の住民と共に働く活動へと発展しはじめた．本章

はこのユニクロの地域貢献活動を事例とする．ともすれば街中での活動に集中しがちな

CSR活動が，周縁地域の活性の方策として有効であるかについて明らかにする．仮に「民

民協働Jとも表すべき実態を詳細に検討するものである．「民民協働」とは「官民協働Jに

対峠するもので，協働の双方の当該者個々人が主体となって，かつ内発的発展を誘発する

ような活動を指す筆者の造語である．

【民民協働について】

筆者が「民民協働j にこだわるのには，地域再生法心をベースにした「官民協働」とい
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う構図と本例との違いを強調する思惑がある．

2005年，政府は地方分権の方針の元に地域再生法を制定・施行した．地域再生法の概要

は「①地域再生基盤強化交付金，②補助対象施設の転用の承認手続の特例，③地域再生支

援利子補給金の 3つの特別の措置が定められていますが，さらに地域再生総合プログラム

において，地域再生計画と連動する施策が設けられています」と解説されている．要は，

再生計画を申請してくれれば，国が資金の支援をしてあげますよという趣旨である．

ある程度の規模をもった再生計画でもなければ この法令に則った支援申請を要請するの

は難しいと考えるのは筆者だけではないと思うが．

民間機関である「NPO法人瀬戸内オリーブ基金」を結節機関として，消費者＝市民

(citizens ）が募金し，企業（corporate）が協力し，地域（community）の緑化事業を

支援するという三種の民間アクターによって，「民民協働Jが地域活性の有効な手段となる

ことを，本事例をとおして明らかにする．地域再生法を活用して，国の資金を使つての活

動とは違い，より融通性と機動力があり，地域のニーズに細かく対応する機能をもつこと

に注目する．

[CSR活動と地域社会とをつなぐ「NPO法人瀬戸内オリーブ基金J】

住民は産廃処理に向けて原告団（549人）を結成し，香川県と排出企業とを相手に 1993

年公害等調停委員会に申請， 2000年に日本で最初に公害調停を成立させた．しかしながら

約 15年間に渡って運び込まれた都市圏の産廃 56万トンによって，国立公圏第二種地域に

指定された瀬戸内の風光明婦な白砂青松の海岸は面影を失った．

この一連の公害紛争調停を指揮した弁護団長中坊公平と産廃処理施設建設に関わった建

築家安藤忠雄とによって，失われた自然の回復を呼びかけ「瀬戸内オリーブ基金Jが設立

された．この呼びかけに応じた企業の 1社が本事例の当該企業である（株）ユニクロであ

る．山口県宇部市は CEO柳井正の創業の地でもあり，三浦の事例にある公害発生を未然

に防いだ「宇部方式J（宇部市）を成功させた地域でもある．安藤忠雄は産廃処理施設の建

築に関わり，基金運営委員会にも関わっている．

公害調停が成立した 2000年に，瀬戸内オリーブ基金第 1回記念植樹が豊島産業廃棄現

場近くで行われ 1200本のオリーブが植樹された．その趣意書には「この運動は，そこで

生活する人々と共に植樹し，育てつづけることによって，一人一人が環境を守り，自然と

共に生きてきた人類の原点を見直す意識を促そうとするものです．そして 大きな打撃を
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受けた豊島をはじめとする瀬戸内海の島々を結び，次の世代へ美しいふるさとを託すこと

を目的としています．多くの方々にこの趣旨をご理解いただき，ご協力いただけることを

心から願っていますJと記されている．

2006年には，瀬戸内オリーブ基金発祥の地である豊島に事務局を開き特定非営利活動

法人格（NPO法人）を取得し，環瀬戸内の各地域の緑化事業助成を本格化させた．同基

金が事業主体になるのではなく，市民が主体となっての緑化事業に対する経済的助成に特

化されている．先述したが，「NPO法人瀬戸内オリーブ基金」によって，消費者＝市民

(citizens ）が募金し，企業（corporate）が協力し，地域（community）の緑化事業を

支援するという三種の民間アクターが結節し，「民民協働」が可能になる．（以降「NPO法

人瀬戸内オリーブ基金Jを「瀬戸内オリーブ基金Jと略記する）

協力企業であるユニクロは，店舗カウンターに「瀬戸内オリーブ基金募金箱Jを置いて

一般からの募金に協力した．企業本体は消費者の募金額相当の金額を寄付するという「マ

ッチングギフト資金支援制度Jを利用すると同時に，市場で、販売する企画商品の数ノ〈一セ

ントを寄付する「慈善活動付きマーケティング手法J5）などで資金集めに積極的に協力し

た．次に，店舗従業員らによる「ユニクロボランティアクラブJを創り， CSRの一環とし

て個々人が「豊島でなにができるか」を模索しながら，「学習と活動」の具体的取り組みを

加速させている．途切れることなく続いた活動は，自らの啓蒙はもとより企業従業員と住

民との協働を誘発するまで、になった．

消費者でもあり企業従業員でもあるユニクロボランティアと，住民との協働の橋渡しを

担った結節機関と，地域のキーパーソンの存在に注目する．さいわい豊島での CSR活動

には，結節機関として機能する瀬戸内オリーブ基金豊島事務所があり，当該者間の橋渡し

をするシステムはできていた．しかしこうしたシステムが効率よく運営されるには，豊島

社会の内情に通じ，かつ CSRという新たな企業活動をも理解できる人材が得られるかに

懸かつてくる．瀬戸内オリーブ基金豊島事務局職員の 1人は，中学まで豊島で過ごし，そ

の後は他所で生活したものの高齢の両親の世話のために早期退職し 58歳でUターンした

人（A氏）である.A氏は豊島での人脈を手掛かりに，ユニクロボランティアの活動を世

話する過程で，企業ボランティアと住民との融和をすすめるキーパーソンの役割を担う人

材となっている．いわゆるよそ者視点をもったUタ｝ンした定住者として， A氏は企業と

地域社会という異質な組織の協働の媒介者となっていった．それには，伝統的社会で信任

される条件のひとつである「家柄J（藤井和佐 2004）も重要な要件である．具体的には，
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A氏の祖父が大工の棟梁で寺社や学校建築にかかわり，実家は家業としての旅館・商店を

経営し，また父親が豊島郵便局長代理経験者であるなど，それなりに地域に貢献している

と認められる「家」の出身であることも大きいと考えられる．

豊島での企業従業員と住民の協働の直接的経済効果が期待できるものではなく，地域活

性の動きとしては微々たるもので、あったとしても，鶴見らが提唱する「よそ者の視点」を

取り込んで、，創造的・内発的発展の可能性を秘めることとなる．地域社会が，あるいは地

域住民がよそ者を受け入れる過程は，地域社会の活性とともによそ者と住民との間に紡が

れる粋の生成の過程でもあることに注目する．

【ユニクロボランティア豊島の活動と住民との協働】

2001年以降，ユニクロは全国 766店舗のカウンターに瀬戸内オリーブ基金への募金箱

を設置し，啓蒙ポスターを店内に掲示するなど積極的な関心を示しだした．ユニクロの募

金活動への協力は，店頭に寄せられた消費者からの募金額と同等額の寄付をし（マッチン

グ・ギフト資金支援制度）するなど多彩であった．また他の賛同企業や個人の寄付も加わ

り約2億円の基金が 2005年までに積み立てられた．さらに店頭に募金箱を置くことで，

店舗の従業員たちも同基金の設立経緯を知り 3 「豊島j に関心を持つようになった.2000 

年から CSRの担当者ら数名が豊島に来て実際に「オリーブJを植えることを始めた．さ

らには，有害産業廃棄物不法投棄現場を見て学んだ、彼らは，「豊島事件jを自らの問題とし

て意識を深め，もっと積極的に豊島に関わろうとする姿勢を鮮明にした．企業内でボラン

ティア豊島グルーフ。をたちあげ，年2回程度を目標に豊島に行ってオリーブを植えること

からスタートした活動は，その後は全従業員が参加する制度となる．さらには， 2007年の

瀬戸内オリーブ基金の NPO法人化とともに豊島事務局という活動拠点ができたことで，

豊島のボランティア受け入れ態勢が整った．参加従業員数が一挙に増え，活動は本格化し

ていった．

ユニクロボラアティア豊島の活動は，耕作者の高齢化や地主不在で何年も放置され荒廃

した個人の土地を瀬戸内オリーブ基金豊島事務所の仲介で借り，荒廃地の緑地再生事業が

主な活動となる．地域貢献とはいっても，本業とは連関しない地域での活動には地元住民

の協力は不可欠であるが，そこにはキーパーソン A氏が媒介者となった． また，荒廃地

の手入れ，植樹にしても素人のボランティアには指導が必要で、あり，その任は住民で構成

されている「森の番人」たちが当たった．ユニクロの若者たちと住民の最初の協働である．
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「森の番人j たちが使う刈払機（草刈り機）の倶ljで鎌を使う都会の若者との取り合わせ

は「祖父と孫Jの関係に似て，まさに協働の実践であった．「森の番人」制度は，緑化事業

の一環としてのオリーブ苗の育成・植樹地の手入れを専門に担うために発足した住民組織

である．ユニクロボランティア豊島の活動は，地域緑化事業として瀬戸内オリーブ基金の

助成対象事業となっていることから，作業に当たった「森の番人」には日当が支払われる．

現金収入になる仕事が少ない住民にとって，多少とも経済的な恩恵を受ける制度である．

2007～08年の 2年間に，全国のユニクロ店舗や東京本部から延べ 412名の人々が豊島に

集まってきた．一治参加者は，南は沖縄から北は北海道と全国の店舗エリアから，日帰り

参加者は主に中四国・近畿圏からと色分けされるものの，豊島とは縁も所縁もない若者た

ちで、あった．エピソードとして，交流会の席で，参加者の一人が豊島出身者であることが

わかった．彼は，企業が豊島に関心をもつことを不思議に思ったという．ちなみに彼の両

親は筆者も面識があった．
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2007年のボランティア

初回参加者に対しアンケー

ト調査を実施した．社会調

査としては標本数も少なく

同一企業従業員と限定のか

かったアンケート調査 ωで

はあるが，豊島への「声」

や「思いJを拾う事が出来

た．図 1は，「ボランティア

図1 ボランティア豊島参加理由と感想 豊島Jにはじめて参加した従

業員へのアンケート 59票を集計し，参加契機の傾向と一連の日程をこなした後での感想

を重ねてあらわし，活動前後の意識の変容をあらわした．

図 1からは，豊島の事を知らない初回参加者は ボランティアの公共性よりは「なにか

いいことがありそうJという好奇心から参加し，活動後には好奇心とともに自己への高揚

感が高まり，自分は豊島のためになったとの自己評価が高まっている姿が浮かび上がる．

表 2は， 2007～08年に企業従業員が豊島で展開した一連のボランティア活動を一覧表にし

たものである．ボランティア日程は， 5時間の作業時間のほか「豊島事件」を学ぶ産廃現

場見学，「CSRと豊島j についてのワークショップが組み込まれている．宿泊施設は元小
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学校を転用したもので集落によって管理されているため基本的には自炊となっている．食

材の準備は住民がするとしても食事の準備・後片付けは自らとなり，時間的な余裕はない．

一日目の夕食はバーベキューを囲んで、の参加者と住民との交流の場とされる．夜の時間は，

同じ企業に属しながら日常的に接触のない企業従業員にとって，ボランティア豊島に参加

することに別の意味を見出すことになる．彼らは豊島に来ることで出会い，互いに親交を

深め情報交換の場を得る．

ユニクロボランティア豊島は，「オリーブの植樹」を最初の活動とした．木は植えるだけ

では育たず，年間を通した手入れが必要であることから活動の継続が求められることにな

った．下草を刈り，肥料の施しと手入れが必要で、あり，過疎の豊島で入手を頼むことは難

しく，当該企業の中四国圏の店舗従業員が日帰りで作業することになり，ボランティアの

継続性が保証されることになった．参加者はボランティア休暇を利用，交通費の 8割を企

業補助，宿泊費と食費は企業が負担する．参加者の就業形態は特に社員に限定されること

なく，パート勤務者やその家族も対象とされている．豊島が離島であるために交通費に船

賃が加わり関西圏からでも往復2万円を要する．関東以北から来ると航空運賃が加算され

るなど，企業の支援がないと実現しないことは明白である．

表2は＇ 2007～08年のボランティア豊島の活動一覧である．ボランティア豊島の活動

は豊島の内情に通じたオリーブ基金豊島事務所が仲介することから，活動は組織的に行わ

れる．企業の CSR専任担当者から，全国の店舗従業員へ企画案内があり，手を挙げた者

が参加してくる．当然それぞ、れの職場で、の調整があるが 概ねは参加できるとのことだ、っ

た．北は北海道，南は沖縄からと全国 456店舗の従業員が豊島で寝食を共にし慣れない作

業をすることは，単に同じ企業従業員としての意識の共有だけではなく，個々人としての

粋の生成も考えられるような濃密な時間の共有となっている．「また，豊島で会いましょう j

と声掛け合う姿が見られる．日頃は空調の利いた事務所・店舗で、流行を創る先端を担って

いる者たちは，豊島に上陸してまずは産廃現場を見学し，住民から闘争の経緯と現況につ

いて説明を受け，実際に荒れた土地での作業を体験する．この一連の活動経験は彼らの心

をゆり動かしたことは下記のアンケートの自由記述にも明らかとなっている．
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表2 豊島内ユニクロボランティアクラブ活動実績 (2007～2008年）

活動内容 植栽本数

回数 日時 日程 人数 産 勉 オリ スイ アジ
作業

廃 5虫 ーづ セン サイ

植樹・ 4番札所除草・竹林
l回目 2007/4/12-13 一泊 23 。。 25 

開墾・北海岸清

2007春 2007/4/13 日帰り 7 If 10 

2007/4/14-15 一泊 27 。。 ff 35 

第一農園除草・竹狩り・植
2回目 2007/10/29-30 一泊 32 。。 32 300 

樹・スイセン植付け

第一農園除草・竹狩り・植
2007秋 07 /31-11/1 一泊 40 。。 42 200 

樹.4番札所除草・収穫

第一農園除草・竹狩り・植
2007/11/1 日帰り 22 22 200 

樹・収穫

2007 /11/3-4 一泊 44 。。 II 74 300 

除草・植樹・竹狩り・ 4番
3回目 2008/4/9 日帰り 45 。 45 150 

札所除草・アジサイ

2008春 2008/4/16-17 一泊 29 。。 II 25 80 

2008/4/19-20 一泊 19 。。
" 20 90 

4回目 2008/6/11 日帰り 5 第 1・第 2農園除草

5回目 2008/7/9 日帰り 4 第一農園除草

6回目 2008/8/6 日帰り 17 第一農園除草

2008夏 2008/8/6-7 一泊 21 。第一農園除草・海の学習

7回目 2008/9/17 日帰り 23 。 第一農園除草・スイセン 1 000 

アジサイ園・オリーブ園除
8回目 2008/10/22-23 一泊 27 。。 38 l,000 

草・植．樹・収穫

家浦港・アジサイ園・オリ
2008秋 2008/10/25-26 一泊 27 。。 35 1 000 

ーブ園除草・植樹

言十 412 403 4000 320 
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豊島の産業廃棄物の問題は知つてはいたが，それは過去のことでもう終わった事と

考えていた．でも，現実にはまだ終わってはいなく，豊島の人がまだ苦しんでいると

いうことが解かった．豊島の人のために何かしたいと思った．

(1982年生まれ 2004年入社）

オリーブ植樹の土地が整備されていたのですが 竹林を切り開く事から始めたらも

っとよいような気がします．「さあどうぞ」っていう印象があり，ボランティアに行っ

たのにと違和感をおぼえました． （女 1974年生まれ 2006年入社）

お手伝いさせていただいたことは，本当にささやかで，島の人達の為になっている

のかと思うところがありますが，心の交流がとてもうれしかったです．私たちはたい

したことをしていませんが，豊島のみなさんにはとてもよくしていただきました．自

分の会社が豊島と深くつながり，感謝されていることを開き，この会社で働くことに

誇りを持てるようになりました． （女 1981年生まれ 2000年入社）

「飛行機に乗ってちょっとした旅行ができる」という不純な動機で参加しました．

ですが，豊島の自然の中に不自然に建っている産廃処理施設とピ、ニーノレに覆われた産

廃が衝撃でした． （女 1979年生まれ 2000年入社）

多くは軽い気持ちで参加した彼らにとって，産廃現場を実体験し住民の生の説明を聴き，

その地で作業し，「何が出来るか」を討論する経験の重要性については疑う余地もなく，中

にはリピーターとして 15回を数える者もいる．

第4節新たな展開

企業従業員個々人と住民個々人との協働の実績に注目する．

2007～09年と活動実績を積んだユニクロは，自らの課題として「もっと住民に密着し

た活動をしたい」と活動の新たな展開を図った．本節は CSR活動を通して顕在化した個々

人の関わり合いがテーマとなる．
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｛壇山桜並木整備｝

壇山桜並木整備企画は，豊島公民館で開催した瀬戸内オリーブ基金助成相談会に住民 B

が相談に来たことを契機としてはじまった．豊島の中央に位置し 339mの高さをもっ「壇

山j の周囲道路に沿って 20数年にわたって桜200本を植えてきた住民Bは，その世話が

高齢のために難しくなったとして，その維持作業を委託したいとの相談内容で、あった瀬

戸内オリーブ基金は事業主体ではないが，ユニクロから「もっと豊島の人に密着した活動

を」と要望されていたこともあって協働は可能と判断し 豊島事務局の仲介によって「壇

山桜並木整備Jが動き出すことになった．さらにその動きに触発されて，豊島観光協会と

住民有志が参加，加えて豊島で美術館を建設する意図がある直島美術財団の関係者も加わ

表4 壇山県道桜並木整備参加ボランティア

ユニクロ ユニクロ 直島

一泊組 日帰り組 住民

1回目（09/2/1) 6 14 11 

2回目（09/2/26) 5 14 8 

3回目（09/3/18) 。 13 。

豊島

住民

30 

13 

8 

総参

加者

61 

40 

21 

ることになった‘

詳細は表4の通り

である．ユニクロ日

帰り組の参加者は，

主に中四国国の店舗

従業員が占める．一

泊組は仙台，宮城な

どの主に関東園以北

の勤務者で，作業日の夕食・朝食は自炊するなど，自分たちの存在自体が地元住民の負担

を増すことになるのは避けようと意図的な取り組みもなされていた．

ユニクロの CSR活動の当初からの目論見でもあった地元住民個々人との協働が，本格

的に始まった．さらには，隣島の直島の住民が豊島の草刈作業に参加したことは，住民に

も刺激となった．「（普段に）関係ない直島の人が働いて 豊島住民が黙って見ているだけ

では情けないJ(70代女性）との声が聞こえるようになった．

特にこの事例で注呂されるのは，住民参加人数の多さである．荒れた土地で草刈り機械

やチェンソ｝などを使い慣れていて，かっ無償の活動に参加で、きる住民となると一集落に

数名といった豊島の状況を考えるならば， 30人という数字は驚くべき数といえる．ではい

かなる契機が住民参加をうながしたのか．下記の 3つの要因があげられる．

その一つは，作業現場の壇山が豊島にとって象徴的存在で、あったことだ＼壇山は弘法大

師が壇を築いて夜、法をしたとの記述が「豊島村史Jにもあり，伝承の息づくゆかりの地で

もあった．さらには，瀬戸内海の島々でも一番の標高（339m）をもっ山頂からの瀬戸内
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海の眺望は 360度可能で、あった．瀬戸内海の「多島美Jと評される景観は，住民にとって

も誇らしいものであった．子ども時代の檀山遠足，煽幅穴探検（豊島石採掘あとの洞窟）

と住民の記憶に残る遊び場所でもあったという．だが産廃闘争中は山の手入れの人員も確

保できずp 生活に連関しない地域は荒れるに任され，自慢も壇山の眺望も雑木に遮られ，

山頂への道も小型のトラックで、も難しい状況になっていた．その地を整備する活動は，単

に荒廃地の整備だけではなく，地域活性の象徴と捉えられる活動で、あった．

二つには， CSRの一環としての企業ボランティアとの協働作業の目新しさがあげられる．

都会の若者が，住民と共に慣れない刈払機（草刈りの機械）を駆使する姿や，自分の娘で

もしない草集め作業をこなす女性社員たちを自にして，住民たちは笑顔をみせていた．

三つには，公道や町所有地の整備を住民自らするという前例にない作業への関心の高さ

があげられる．従前は，公の仕事とされてきた桜並木や山頂の整備を，自らするという当

事者意識は豊島にはなかった．豊島の県道・町道の側道整備は，年1・2回の土木事業者

への委託事業であり，そこでボランティアが活動することは事業を侵害すると言えなくも

ないことだ、った．しかしながら，その委託事業も近年は主要な生活道路に限られ，人の往

来のない多くの道は，手入れされることはなくなった．そのなかにあって，往来のなくな

った壇山の道に 20数年にわたって桜を植える人がいて，その手入れをユニクロボランテ

イアがするとしづ事態は，多くの行為には「お返しJが期待される豊島の生活慣習に思II染

まないものであったといえる．いわば象徴としての壇山でのボランティア活動は，従前の

慣習の殻を破ることになった．ユニクロボランティアが住民の心の内にもたらした波紋は，

地域社会の変動の最初の一歩と捉えなおされる出来事で、あった．

【一家に一本オリーブを植えましょう】

壇山作業の後，ユニクロボランティアと住民の協働という新たな動きは継続し，さらに

加速することとなる．豊島にオリーブ油の搾油機 7）が導入されることを契機として，自家

製オリーブを各戸で作ろうと「一家に一本オリーブを植えましょう」が企画された．高齢

者宅へ直接ユニクロボランティアが出向き植樹の手伝いする活動で，お手伝い依頼の窓口

を豊島婦人会が担った．以前より「個々人を対象にした直接的な手助けをすることで住民

の力になりたい」と希望していたユニクロ関係者と婦人会員との相談会がもたれ，協働が

決定された．豊島住民会議（ 3自治会の上部組織）が 10年前から育成しているオリーブ

の間引きによる木を提供することになり，一本は無料，二本目からは 1000円の有料で配
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布することとなった．

2009年5月 17日，オリーブ植樹申しみをした個人宅で，ユニクロボランティアが植え

とみの手伝い（主に高齢者宅）をした．作業後は豊島婦人会有志によるお接待（手作りの

たこ焼きとコーヒー）があり，住民の個人宅にユニクロのメンバー21名が招待され交流の

場が持たれた．婦人会員からは「私たちは皆さんのこと（ユニクロの豊島での活動）を今

まで知らなかった．でも今回皆様が来て私たち（高齢の住民）の手助けをしてくれことに

感謝する．これからもよろしく」の発言があり ボランティアからは「ユニクロに勤務し

て9年になるが，前回参加した同僚から豊島の話を聞き今回初めて参加した．このような

お招きをいただき大変うれしいj との趣の言葉が交わされた．この活動は植樹後の草刈り

も手伝うということで地域の中での協働活動の継続的な展開が考えられる事例である．

しかし思わぬ課題があることも判明した．植樹の協働作業を垣間見た住民からは「知ら

んかった．植えてくれるなら頼むのだ、った」との声が後で聞こえてきた．企画への申し込

みは「公民館だより」に掲載されたが 老眼や白内障などで目の機能が落ち本当に手助け

の必要な高齢者には，もっと丁寧な案内を考えることが必要だということで、あった．

豊島の高齢層の多くは 70歳後半から 85歳の世代で，彼らは「豊島事件J解決の中心的

役割をはたしつつ，疲弊する地域にあって自給自足を暮らしを柱にして生き抜いた人々で

あった．それだけに自立心が強くよそ者はもとより 隣人に頼ることすら潔しとしない世

代である．その世代が豊島に出入りするユニクロボランティアを見て，「ミカン」「イチジ

ク」を携えて差し入れてくる．「若い人は，（見ていて）いいのう」と顔を和ませることは，

まさに「こころの活性化」といえる．豊島は高齢化率 42%に達していて，人口の半数を占

める高齢者がやる気になることは，地域活性化をおしすすめる最大要因と考えられる．

第 5節 CSR活動との協働から生まれた住民による自発的ネットワーク

壇山桜並木整備活動や個人宅オリーブ植樹活動にとユニクロボランティアらと協働した

住民の中から新たな活動グノレーフ。が立ち上がった従前の住民活動は自治会組織の下位組

織的活動が全てで、あった豊島で，住民有志が語らって創る自発的ネットワークは，全く新

たな動きであり，微々たる動きであるものの社会的変動をもたらしたといえる．

キーパーソン A氏ら団塊の世代の豊島中学卒業生たちが語らって，「豊島をきれいにす

る会j がつくられた．彼らは，月の第一日曜日の 3時間を活動時間と決め，壇山整備を継

続する一方，荒れていた生活道路の草刈りなどの地域の清掃に汗を流しだした．
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豊島の伝統的な生活慣習である「お返しの慣習jから考えると，「豊島をきれいにする会」

のような全く無償の行為は日常には考えらないことである．特に「草刈り」は数少ない「賃

仕事Jとされていることから考えても慣習を破るできごとであった．たとえば，毎月一回

早朝 1時間ほど「お宮さんの清掃」が老人会の手でされているが，参加者には老人会から

500円相当の品が渡される慣習がある．これなどは「奉仕」への「お礼Jなのか，「賃仕事」

としての「報酬」なのか微妙なところであるが，どちらにしても有償の行為なのである．

ユニクロボランティア（CSR活動）と地元住民の協働を契機として創られた自発的ネッ

トワーク型の活動は，住民の聞に張り巡らされた伝統的な地縁・血縁に起因する従前の「赤字J

とは異質の，いわば都市型ともいえる友人・知人といった個々人の縁に起因する粋を創出

させたと考えられる．伝統的な地域社会にあっては，人々の繋がりはその土地の多くの生

活慣習によって強化され，人々は共同体の慣習に従うことで地域社会を維持してきた．そ

の中にあっては，ユニクロボランティアが慣習を揺るがし巻き起こした波紋は，社会変動

というには微々たる動きであるが，人々を元気づけやる気を起こさせたことは確かである．

【事例 CSR活動のまとめ】

日本の CSRではF所在地や本業などに関連付けての活動が効率的であるとされてきた．

だが本事例の意義は，企業所在地や業種などの本業とは連関しないところでの地域貢献活

動であることにある．課題をかかえる周縁地域が社会活性の方策を考えるとき，企業の

CSR活動とのタイアップも選択肢として有効であることが明らかとなった．当該企業と当

該地域の出会い，さらにはそれぞれに関わり合った人々の協働が有効であるにはいくつか

のポイントがあった．

豊島の活性化に関わってくる CSR活動のポイントを以下にまとめる．

i .当該企業は，本業とは別な文脈で地域貢献活動を継続的に，通年にわたって展開し，

単なるイベントに終わらなかったことが特筆される．産廃問題を内包した豊島の特殊性

があるとしても，企業従業員としてボランティアに参加しながらも個々人としてモチベ

ーションを高めていった過程が認められた．

五．本事例には， NPO法人瀬戸内オリーブ基金の存在が大きな影響を及ぼしている.NPO

法人瀬戸内オリーブ基金への募金という手法で広く消費者を取り込み，地域住民，企業

従業員といった異なるカテゴリーに属する人々を結節させる機能を担い，さらにはその
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機関から域社会変動を導くようなキーパーソンが育った．キーパーソンはまさにその役

割を果たし，企業従業員個々人と住民とを媒介し，微々たる動きではあるとしても地域

社会の慣習という壁にヒビを入れた．

溢．特にその地域社会が社会的に限界にあるような周縁地域にあって 公的な支援が期待

できない状況の中で，よそ者たち（ユニクロ従業員）と地元住民との民民協働を現出さ

せた．それは伝統的地域社会にあって内発的発展をうながす重要な視点となる．

iv. 当該企業従業員個々人にとっても，豊島での活動を一過性のイベントではない，自身

にとっての価値ある活動として意義づける人々が現出してきた．特にゴミ問題には敏感

に反応する様子がでてきたことは，「豊島事件Jを風化させないとしづ住民の願いにも合

致するもので、あった．

v.本論の核ともなる「地域住民の変容」があげられる. NPO法人瀬戸内オリーブ基金

の寄与もさることながら，自分の娘・息子にも見捨てられて荒廃した土地の再生緑化に

取り組む都市の若者たちへの奇異の眼差しがあった．しかし壇山桜並木の整備と，住民

個人宅での植樹手伝いといった個別の活動から 互いの照で信頼が醸成されていった

慣れない鎌を手に長靴を履いて無償で手助けするよそ者（ユニクロ従業員）の姿勢は，

住民の間に年老いて無力だと嘆くだけではなく，自らやれることはやろうという活力あ

る姿勢を引き出すこととなった．たとえそれが「たこ焼きをふるまう」といった些細な

ことで、あっても自発的活動としての意義が認められる．

第E部のまとめ

第 1章で考察した活性化の方策として示した3つの事業は，それぞれの明白な役割をも

っていた．毎年8月に，産廃運動の組織を継承して開催される「島の学校」は，豊島事件

解決の経験から産廃問題について情報発信することをメーンとした事業である．このイベ

ントが地域の外に情報発信をする役割を満たし「学びの場」として有効ではあるが，住民

自身の参加意識はどうであろうか．外部参加者をせっせとお接待する住民の姿は見えるも
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のの，交流し今後に繋げる動きが見えてこない．民泊で受け入れた参加者を無事送り出し

て，「ヤレヤレ」と肩の荷を下ろすようでは，その後の動き・展開が課題となってくる．

2010年，「瀬戸内国際芸術祭」を契機とした「アートで地域おこしj は，外部からもた

らされたイベントであり，住民としては受動的であり続けたイベントで、あった．このイベ

ントには香川県と土庄町が全面的支援にあたっているのは，住民説明会に居並ぶ県職員や

町職員の数でわかる．瀬戸内国際芸術祭豊島プロジェクトのまとめ役は土庄町町長があた

り，事務局員は県職員が担った．当然，支援費用は県費が使われている．豊島美術館の周

辺整備には，失業対策費が臨時雇用される住民に支払われている．香川県は「豊島活性化

イベントJと位置付け，船舶の航行や豊島内のマイクロパス運用と資金を提供する．しか

し，説明会での反応でみる限りでは，住民はあくまでも懐疑的であった．しかし，このイ

ベントは同じ瀬戸内の 6つの島を繋げての開催で、あり，今後の展開によっては新たな地域

活性の契機になることは十分考えられる．このイベントが観光客を呼び込んだのは確かで

ある．今のところは9 豊島観光協会が，経済効果をねらった動きを活発化させている．こ

の事業の一番の課題は，産廃紛争で、失った県への信頼がどこまで回復できるかである．い

みじくも弁護士中坊が指摘した，「いつか、このしっぺがえしがくる」という住民が抱く県

への懸念が払拭されないと，このイベントを自分たちのイベントとして自発的に取り組む

のは難しいと考えられる。

この 2つの事業の隙聞を埋めるのが， CSR活動の一環としたボランティア豊島の企業従

業員らと地元住民の協働事業である．企業従業員の活動趣旨は，「荒廃した地域を緑化し，

疲弊した地域の人々の助けになりたい」と単純明快なもので、あった.CSR活動の一環であ

ることから，宿泊や交通費などのボレンティア費用は企業負担となるので，参加者にとっ

て金銭的負担が少なく参加しやすい制度が整っている．しかし，前述の初回参加者のアン

ケートにもあるように，離島で、ある豊島で、慣れない植樹や草刈りをするのは，遊びではで

きない作業である．それを見守る住民の笑顔を引きだしたのは，真剣に草刈りに取り組む

都会の若者を見つめる住民の笑顔引きだすのは容易なことだ、った．住民にとっては都会で

働く孫が手伝ってくれるといったところである．先の「島の学校」や「美術館で、地域っく

り」の2つの事業と本例の違いは，住民とは関係のない企業従業員と関わる協働は，義務

や世間体に捉われることなく，当該者相互にとって純粋に喜びがもたらされる事業内容で

あった点にある．

無償のボランティアという行為は，伝統的共同体である地域社会の文化にはなじまない
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行為である．脈々と続く暮らしの連関のなかでは，「ある行為」には後に「お返しJという

行為が付随し，それは次の行為へと連関される．それを本論文では義理の関係性の維持と

再認とした．それらの相互行為の連関によって，互いの関係性の内に張り巡らされた粋は

再確認され，住民はその繋がりのなかで地域社会を形成してきた．伝統的共同体の粋を頼

りに地域生活を維持するという慣習は，容易に変わるものではない．豊島の疲弊を深めた

産廃問題はとりあえず解決をみた．住民運動の過程では，いままで自治会組織の下層に位

置づけられていた女性の存在が「女性委員会」として光があたった．豊島の伝統的共同体

にとっては，画期的なできごとである．しかし，住民運動の終了とともに忘れ去られてし

まった．だが，豊島家浦の婦人会の若手（40～50代）が，従前のような会の運営には協力

出来ないと反旗を翻し，家浦婦人会は休会となった出来事がおきた．女性たちが地域社会

で発言がするようになることは，豊島社会の変動の起爆剤になると考えられる．地域社会

に張り巡らされた互いの義理の関係性を優先させるばかりではなく，住民個々人の思いが

時には優先されることが，地域社会の変動に関わってくると考えられる．

地域活性を論じるにあたっては，特に経済的基盤を持たない地域社会にとって，予算的

裏付けの必要な事業の多くは，県や外部からの支援に頼らざるをえない状況が歴然として

ある．とはいっても，住民は，香川県との紛争で「行政」に頼ることの危うさを学んだ. 2010 

年，住民は公害調停 10周年のイベントを開催した．挨拶した永田勝也（豊島廃棄物等管

理委員会委員長）は「もっと 県との間で緊張感をもたなければj といい，大川副弁護団

長は「もっと，住民は足元を見つめ直す必要がある．団結したから偉業を成し遂げたので

あるJと挨拶した．内容は香川県主導の「瀬戸内海国際芸術祭j に経済的効果を期待する

住民の思惑を指摘するもので、あった．

継続的に豊島に入ってくる都市圏の若者による CSR活動は住民にとって新しい感覚で

の取り組みと映った．当該企業従業員の若者たちは，住民と共に働くことでs 住民のここ

ろに直接働きかけることになった．いわゆるよそ者に目覚めさせられた活力は，自ら「豊

島をきれいにしようJあるいは「できるはずだj という意識を呼び覚ましたといえる．

ゴミの島から再生を果たそうとする今，豊島は住民自身が新たな活力を得る過程にある．

それを後押しするのは，「豊島はすばらしいJというよそ者の認知であり，住民が拘る世間

体を慰撫することにもなる．わずかな住民が何役もの地域役割を兼ねてなんとか地域社会

を維持している現状にあって，住民はそれまでの伝統的生活慣習を見つめながらも互いに，

あるいはユニクロ従業員との間に新たに緩やかな「赤字Jを結び、つつ地域活性へ向けて一歩
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を踏み出した．そこに欠けてならないのは「よそ者がもたらす視点Jであることは先行研

究者の指摘するところである．本論文では，よそ者がもたらす視点を契機として，生き生

きとして暮らし続ける住民の内から緩やかな粋の生成が確認されている．

活力ある企業が経営理念にしたがって CSRに取り組み，地域内にキーパーソンあるい

はキー組織を得られるなら，今後 CSRといった企業活動が社会的にも地理的にも不利な

周縁地域社会の活性への支援策として，限りなく有効であると考えられる．
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［注］

I) 鶴見は特に内発性を強調した.1970年代のアメリカ社会学（パーソンとう）の近代化論はイギリス・

アメリカなどの先発国を内発的発展者と見なし，後進国（非西欧社会）は，その手本をかりて近代化を

遂げたか，遂げつつあるために，外発的発展者であると見なすとしたのに対抗して，後進国もまた，内

発的発展がありうるとした（1989: 46). 

「もう一つの発展Jと「内発的発展論」は同義である．

＊鶴見が特に内発性を強調する理由（p 46) 

一， 1960年代のアメリカ社会学（パーソンとう）の近代化論はイギリス・アメリカなどの先発

国を内発的発展者と見なし，後進国（非西欧社会）は，その手本をかりて近代化を遂げたか，

遂げつつあるために，外発的発展者であると見なす．←後進国もまた，内発的発展がありう

る．

二，非西欧社会の立場から，精神的知的側面の発展－自己覚醒および知的精神的創造性一

を強調する．発展は物質生活の向上とは限らない．精神覚醒と知的創造性とをとおして

人々は社会変化の主体となることができるとし1う主張である．地域における文化遺産（伝

統），地域住民の自己変革と主体性とを重んじることで内発性を強調する．

＊包括的定義（p46) 

「もう一つの発展J(1975）ダグ・ハマーシヨノレド財団の国連への報告．

発展の要件として，地域が発展の単位であり，地域の自然生態系との調和を強調し，地域の文

化遺産（伝統）に基づく人々の創造性を重んじる．

i，食糧・健康・住居・教育など，人間の生きるための基本的欲求が充たされること．

註，地域の共同体の人々の協働によって実現されること．そのことを自助とよぶ．

出，地域の自然環境との調和を保つこと．

iv，それぞれの社会内部の構造変革のための行動をおこすこと e

これらの要件を充たすような発展の様式と生活の様式とは「それぞれの地域の人間集団が，そ

れぞれの固有の自然環境，文化遺産，男女の地域共同体成員の創造性に依拠し，他の地域の集

団との交流をとおして，創出することができるとした．

2）「企業がその事業活動およびステークホルダーとの相互関係のなかに，社会的関心と環

境的関心を自発的に取り入れていくことJと定義し，法令遵守を超えたレベルでの企業

の自発的な規範形成行為であり，ソフトローであるとした．

『グリーン・ペーパー』の CSR活動の分類
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・企業内に向かつて①人的資源管理，②労働安全・衛生，③責任あるリストラ行動，

④環境経営．

－企業外に向かつて①地域社会への貢献，②ビジネスパートナー・顧客・消費者の信頼

関係の構築，③多国籍企業やサプライチェーンにおける人権擁護，④地域環境保護．（詳

しくは稲上毅・連合総合生活開発研究所編，『労働 CSR』参照されたい）

3）消費者が募金箱に入れた募金金額と同額を企業が寄付する制度

心再生法の概要 VN1!悦 pref.n設gano.jp／何回ku出版ku!tok…ft1回 gs:fyo-.h trn山

5）多くは販売促進企業とのタイアップで，例えば缶ピーノレ6缶パックの紙ケースに瀬戸内オリ

ーブ基金のロゴとメッセージを印刷しその売り上げの数%を寄付する手法．消費者は間接的

に募金し，企業はイメージと利益の双方をアップすることになる．

6) 2007年 3回に分けて参加した一泊組 134人のうち初回参加者 107名へアンケート配

布．郵送にて回収 59票のデータについて検討した．標本数の不足とデータ収集時期

が同一年度内ではあるもの，時期にズレがあるため，傾向を探る程度の参考資料とする．

のオリーブオイノレの搾油は 10kg （バケツ一杯位）～50kgの実から 10%のオイルが絞られ

る．ただし収穫から 48時間内に搾油しないと品質が劣るという厳しい条件がある．機

械はイタリアからの輸入で専任の作業員がつき，一回の搾油料金 5000円が必要．

138 



終章．自立にむかつて

本論文では，義理や世間体といった社会的規範意識に拘っている住民が，どの様な地

域社会を築いているのかに注目し，戦前前後から現代まで、の豊島が辿った地域変動のダ

イナミズムを解き明かした．

先人から継承された自給自足も可能な豊かな島は，戦後急速に進んだ経済・社会の

発展やグローパノレ化によって，多くの周縁地域と同様に，過疎，高齢・少子化，地

場産業の不振などにより衰退していった．そんな地域社会にあって，先人から受け

継いだ地域の粋は伝統的文化や暮らしの中で温存されてきた．豊島では病気お見舞い行

動に顕在化する義理や世間体の拘りに，張り巡らされた紳のあり様をみることができた．

病気お見舞いを交わすことで，住民は互いの間にある義理の関係性を確認し，互いの粋

を維持・強化し合っていた．くわえて，世間に同調することを住民結束の手段とし，豊

島の地域社会は共同体としての体裁を保っていた．（第 I部）．

そんな共同体的社会に，産廃問題（豊島事件）がおきた．住民は香川県と 25年間

にわたって紛争状態になり，問題解決のために住民運動をおこした．暮らしの中に温

存されてきた義理や世間体といった社会的規範を第 I部で確認したうえで，産廃問題解

決のために住民が取り組んだ住民運動に注目した．生起，挫折，停滞，活性と住民運動

は変遷し，最後には日本で最初の公害調停成立という結果を住民は勝ち取った（第E部）．

今，疲弊した豊島にあって，住民は地域活性に向けて歩み始めた．ポスト住民運動期

にあって，豊島ではいくつかの事業展開がはじまっている．そのなかでも CSRの一

環とした企業従業員によるボランティアが，荒廃が進んだ地域の緑化と高齢な住民

への手助けを目的として通いだした．義理や世間体意識に拘る住民が，住民運動とは

関わりのない外部支援者とどのように折り合いをつけるかに注目し，地域活性の方策を

探った．企業従業員によるボランティア豊島と地元住民との協働を契機として，住民の

なかに緩やかな粋で繋がった地元集団が生まれた．住民は外部からの支援を受け入れな

がら，自らが，何ができるかを考え始めている（第E部）．

第 I，第E，第車部をとおしていえることは，豊かな島を築くにしても，住民運動を

するにしても，地域活性を試みるにしても，住民個々人の意思では一枚岩にならないが，

義理を貫く意思では豊島の住民は結束し一枚岩になれるということである。
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第 1節本論文の総括

【第 I部の総括】

豊島は瀬戸内海にある離島である．離島で暮らすということは高いリスクが伴う．外

部との交流には船便しかないことと，医療制度の不備は，大きなリスク要因である．豊

島の先人たちは，自給自足の可能な経済構造をつくろうと画策し，離島で暮らし続ける

ための生活の仕組みを，さまざまに作り上げた．豊かな地域社会を創る作業を代々にわ

たって積み重ね，名前の由来にもなる豊かな島と評価されるまで、になった．先ずは，暮

らしの規範として従前の社会規範である義理を温存させ，世間体に拘ることで暮らしの

秩序を維持した．伝統的文化の継承や，日々の暮らしの中で交わされる病気お見舞いも，

義理や世間体にこだわる住民の結束の手段となっていた．本論文は，地域社会を探る手

段として病気お見舞い行動を第 I部の事例とした．豊島では病気お見舞い行動を「しき

たり Jという．病気お見舞いすることは3 豊島の伝統的文化となっていた． 伝統として

の病気お見舞いは代々伝えられ，住民は伝統をまもることで自らの評価を高めp 世間に

同調することで世間体を維持した．義理を守って暮らすことと，世間体の維持は双子の

社会規範となっていた．

第 1章では，離島で暮らすことで被るリスクがあることが確認された．特に，本土と

の交流の不便さと，医療体制の不備は生活の根幹に関わる問題を内在させていた．次に，

第 2節ではヲ地域社会の変容を 3つのラベルにそって検証した．豊島の先人たちは，単

に自然の恵みを享受したので、はなかった．棚田をひらくのも水を引くのも，地域共同体

なくしては出来ないことであり，人々は明治・大正期に大小 352あまりの溜め池を造っ

た．先人たちは「共同する」ことを拠り所にして，少しずつ「豊かな島j をつくってき

た．しかし，戦後の急速な社会的，経済的変容は，豊かな島の生活の根底を揺るがして

いた（「豊かな島J).第3節では，戦中戦後の混乱期に，キリスト者賀川豊彦と療養のた

めに結核患者らが豊島にやってきたことに注目する．戦後には，賀川の遺産を引き継い

だキリスト者らによって 3つの社会福祉施設がつくられた．社会的弱者である入所者を

受け入れるにあったて，住民は葛藤を経験しながら，最後は「困った時はみな同じJと

いう言葉によって受け入れていった（「福祉の島J）.第4節の「産廃の島」のラベノレは，

住民の反対運動にも関わらず， 1975年から 1990年の間に産業廃棄物が不法に豊島処分

場に持ち込まれたことに由来する.2000年に公害調停成立によって産廃の島外撤去が決

まり 3 「産廃の島」のラベルは剥がされるが，次にはどのラベルが選ばれるのかは今後の
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住民の選択にかかっている．

第2章では，住民が拘る義理の関係性や世間体意識が関わる病気お見舞い行動を事例

とした．本事例を分析・考察するにあたって経済的交換にはあたらない「もののやり取

り調査」と，個別事例の聞き取りを実施している．調査票の分析から，病気お見舞い行

動には日本の贈答慣行とされる贈与と返礼が慣習化していることが認められた．慣習化

した病気お見舞い行動には，当該者相互の関係性の維持と継続が含意されていることか

ら，日本の義理の観念を援用して考察した．病気お見舞い行動で注目されるのは，従前

の上下意識の強い社会規範である義理に拘って暮らしている住民の姿だ、った．

第3章では，病気お見舞い行動のもう一つの側面である世間体にこだ、わる意識につい

て考察した．本章では病気お見舞いの有無によって世間の範囲が 2分されることを明ら

かにする．特に豊島では，病気お見舞いの行われる範囲が，行われない層とその外のタ

ニンの層にも侵入し，世間体に関わる範囲は複層化し拡大していることが確認された

これらの義理の関係性あるいは世間体意識は，日本の伝統的社会の基底にあると考え

られ（会田 1945) 豊島では病気お見舞い行動に顕在化し，「贈り贈られる行為Jに託さ

れ住民相互の関係性は強化されていた．住民にとっては，自らの体面を保ち（＝世間体

の維持），世間に同調することが第一義であり，時には自らが準拠する「島Jの世間体が

優先されたりもする．第 I部で確認された住民が拘る義理の関係性や世間体意識は3 第

E部の産廃に関わる紛争解決のための住民運動をみるうえで，注目すべき要点となる．

［第E部の総括】

第E部では，住民運動の契機となった「豊島事件J（認可処分場での産業廃棄物不法投

棄事件）を，地域社会に大きな変動をもたらした事例として注目している．

産廃問題に関心をもっ研究者の多くは，産廃問題が発生地である地域の問題とされる

ことで，問題解決の困難なことを指摘する．飯島は，地方の紛争を全固化するためには，

住民は結束して行動を起こさなければならないと指摘し，産廃問題の解決には住民運動

は必須条件となるという．特に本論文では，第 I部で確認された義理の関係性や世間体

意識が豊島の住民運動と関わっていることに注目し，豊島の先人たちが住民結束の手段

としてきた義理や世間体意識が，現代社会の住民運動の行動契機ともなっていることが

認められた．

「豊島事件」の解決に導いた最大の要因は，住民と弁護士中坊の出会いで、あった．弁
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護士中坊は，義理や世間体に拘って県との紛争を解決しようとする人々の姿勢を，生活

を守る権利意識の欠如と捉えた．弁護士中坊は住民に運動の見直しをせまり，住民は葛

藤しつつも弁護士中坊の指摘を受け入れ，住民運動を活性化させた．弁護士中坊は，「豊

島事件」解決の過程を住民の自立の過程と評した．住民が拘る義理や世間体意識は，住

民の結束の手段として機能する半面，住民運動停滞要因にもなっていた．

住民は，生活の中でおきるトラブルをp 互いの義理の関係性に配慮し調節することで

争いを収めてきた．離島という閉鎖的環境のなかでは，地域社会の結束を維持するため

にも義理は有効な手段であった．義理の論理で争いを収める場合，双方ともに，自分の

立場を意図的に引き下げることを求められる．俗に言う「喧嘩両成敗」である．しかし，

住民は，産廃撤去を巡る県との争いに自分たちの義理の論理を当てはめるという過ちを

犯した．住民の拘る義理の論理でいけば，県も譲るべきとなる．ところが3 法律に員ljっ

て判断する行政には「譲るJという選択肢はもともと存在しなかった．

｛住民運動の生成，挫折，停滞，活性の経緯について］

住民運動生成の契機となったのは，香川県知事の豊島での演説で住民の拘る世間体を

傷つけたことだ、った（生成）．住民の反対にも関わらず豊島産廃処分場は県の認、可をうけ

た処分場として稼働した（挫折）．認可に当たって県と業者と住民が相互に結んだ約束は，

住民にとってなんの意味もなさなかった．業者が認可処分場に公然と持ち込んだ有害・

無害産廃は 15年間で 56万トンに達し，廃掃法違反で兵庫県警に摘発されるまで続いた

（停滞）．これら残された産廃撤去に向けて住民は再び、住民運動を活性化させた（活性）．

15年もの住民運動の停滞期で特に注目されるのは，県への対抗手段として，「県との

約束違反Jの法的根拠となるべき「和解条項」が全く顧みられなかったことだ．公害調

停の申請代理人として交渉にあたった弁護士大川は，和解条項が顧みられなかったこと

を指摘して，「それだけ住民の挫折感は強かった」と記述する（大川： 16）.弁護士らが

公害調等停申請の根拠にしたのが 1978年に県の仲介で住民と業者が取り交わした「和

解条項」で、あった．

－住民運動の転換と分裂の危機から解決へ

1990年，兵庫県警によって豊島産廃処理場は摘発され「豊島事件」として立件された

が．業者が運び込んだ、産廃の撤去を巡って住民は県とあらたな紛争局面に入った．紛争

は 56万トンの産廃を誰が撤去するかを巡る攻防であった．住民の依頼を受け入れた弁
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護士中坊は，公害等調停員会に申請する手段をとった．弁護士中坊は住民と関わり合い

ながら，県と住民の関係性に注目した．県を親・殿様とたのむ従前の義理の関係が未だ

に住民の社会規範となっているのに気付いた．弁護士中坊は，住民の権利を守るのは，

県ではなく住民自身だと説いた．第 I部でも記したが「義理の関係性には自己意識のな

さが関わっているJとの川島の指摘があるように，県に頼って問題解決しようとする住

民の思いがあったのは事実であった．

公害調停での交渉は，県の責任の全面的否定からスタートし「遺憾の意」を表すまで

には，実に 13回の調停委員会が開催された．調停成立の枠組みをつくるための中間合

意受け入れを巡って，住民も弁護士も 2つに意見が分かれた．争点は，産廃中間処理施

設を豊島に造るかどうかである．産廃処理施設の豊島案を受け入れることは，産廃の島

外撤去とは違う結果になることを意味する．住民のなかには，産廃処理施設ができると

地域にお金が入ってくることに期待する声があった．住民の利益を考えるなら産廃処理

施設豊島案を受け入れるとする弁護士もいた．弁護士中坊は，住民運動の原点（産廃の

島外撤去）に立ち返れと言った．しかし，住民運動が分裂する危機はさけたいとの思惑

もあってこれを受け入れることを決断した．

その後，さらに調停での交渉を有利に導くために，弁護士固と住民は一体になって「豊

島事件」を世間に訴え世論を喚起する戦略的な住民運動を展開していった．住民は香川

県下を歩き回って，「豊島事件Jでの県の責任を県民一人一人に説いた．この住民運動の

転換によって香川県の世論は「豊島住民のエゴJから「県にも責任がある」と変わって

きた．この時期に香川県議会へ豊島代表を送り込もとする機運が盛り上がり，豊島有権

者約 1000票に 6500以上の票を上積みして選挙は勝った．住民は，この選挙に敗れるこ

とは住民運動分裂の危機にもなるとの危機感をいだいて，全島民参加で選挙戦に臨んだ

という．

公害調停は直島町がエコタウン計画を背景に処理施設受け入れに手をあげたことで，

一気に成立にむかった．最後に懸案だった「知事の謝罪」は，調印式の 1週間前に新聞

報道で住民に知らされることになった．当日の豊島中学校体育館で行われた調停調印式

には約 600人の人々が集まり，国唾を飲んで、見守った．

弁護士中坊は裁判ではなく，公害等調停という手法を「豊島事件j解決の手段とした

のは，公害調停が裁判費用より負担が軽いという理由だ、った．中坊はまた，損害賠償誇

求権を放棄して，お金の入りどころのない住民の窮状を考え， 日本初となる産廃排出企
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業（被申請人）が解決金を払うことで和解するように，公害等調停委員に働きかけた．

排出企業から支払われた金額の4割が申請者に渡され， 6割が被申請人である県に渡っ

た．

産廃を巡る紛争が公害等調停に申請されたのも日本で初であり，個人がおこした産廃

不法投棄の処理を国費で行われるのも日本初．産廃排出企業から解決金が支払われたの

も日本初．不法産廃量も当時としては日本一．豊島産廃問題の解決には， 日本初が 5つ

ある．

さらに日本初に加えるのは， 1500人足らず住民が，行政を相手にして時間はかかったも

のの計65万トンの産廃の島外完全撤去という目的を達成したことである．

【豊島事件と住民の義理と世間体への拘り】

住人にとっては 25年もの闘いの日々が続いた．それだけに日常の暮らしの中で，互

いの繋がりを再確認することが必要だ、った．その手段とされたのが例えば病気お見舞い

をはじめとした慣習化された贈答行動で、あった．

最初に住民が結束し住民運動を組織できた要因は，知事発言による住民の世間体がな

いがしろにされたことによる．県を親や殿様に例えることは，住民と県の互いの関係に

絶対的な上下関係，強者と弱者の関係性を前提とすることになり，県と対等な立場での

交渉は当初から困難で、あった．

弁護士中坊は「県に掬された住民が悪いJと怒り 3 住民は「親が子を闘すはずがない」

と反論した．住民にとって県と親は同格だ、った．それだけに県と対峠することは住民に

とって勇気のいることだ、ったと言える．住民運動の過程で何度も傷ついた住民を想って，

弁護士中坊はよく泣いた．調停成立を目前にして弁護士中坊の最後の危倶は，「いつか，

しっぺがえしが あるんじゃないかJという，住民が抱く不安だった．それは県（殿・

親）に刃向かった住民の畏れを意味した．弁護士らが作成した調停書には，「今後も豊島

を他の離島と同じように支援してほしい」との趣旨の文言が挿入された．

日々の暮らしで人々はくまなざし＞を交わし，誰かの入院を知ると病院に駆けつけた．

同じように人々は住民運動にも駆けつけた．闘争に費やした 25年の時間と費用と痛み

によって，自ら産廃を受け入れてしまった住民は， 2000年の「豊島宣言Jに宣言された

ように住民に課せられた債務を支払った．

住民は3 生活の中でおきるトラブノレを，互いの義理の関係性に配慮、し調節することで
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争いを収めてきた．離島という閉鎖的環境のなかでは，地域社会の結束を維持するため

にも義理は有効な手段で、あった．義理の論理で争いを収める場合，双方ともに，自分の

立場を意図的に引き下げることを求められる．しかし，住民は，産廃撤去を巡る県との

争いに自分たちの義理の論理を当てはめるという過ちを犯した．住民の拘る義理の論理

でいけば，県も譲るべきとなる．ところが，法律に則って判断する行政には「譲るJと

いう選択肢はもともと存在しなかった．

【第E部の総括｝

第E部ではF 社会的諸要因で疲弊する地域社会の活性に向けての方策に注目する．

「豊島事件」を巡っての県との紛争が解決した 2000年にスタートした企業による地

域貢献活動（CSR）に注目している．都市圏の若者が豊島にきて，荒廃地で草刈りや植

樹をする．それを補助する地元住民がいて，企業従業員を中心とするボランティアらと

地元の人々を結節する民間機関があり，「行政」を頼まない地域活性の動きが起きている．

筆者はこれを「民民協働Jと名付けた．また彼ら地元住民との協働から，従前の地縁集

団で、はない緩やかな粋で、結ばれた新たな地域集団がつくられている．

2000～2016年の間，住民は関連施設を含めた完全撤去過程を監視するが， 2012年の

産廃撤去作業の目途がたった今，住民はようやく疲弊した地域に目を向けられるように

なった.CSRの一環である地域社会貢献に関心をもっ企業と当該地域の住民の出会いは，

すぐに経済的効果をもたらすものではないが，なによりも産廃解決過程でさまざまに傷

ついた人々を慰める効果があった．慣れない鎌を手に，長靴を履いて無償で手助けする

企業従業員の姿勢は，地元住民の間に年老いて無力だと嘆くだけではなく，自らやれる

ことはやろうという活力ある姿勢を引き出した．

住民運動期には強い幹として機能した住民の拘りは，支援者として豊島にやってくる

外部者への危倶のくまなざし＞として顕在化する恐れがあった．しかし，孫ほどの若者

たちに危機を覚える住民はいなかった．住民の拘る義理や世間体意識が顕在化するのは，

病気お見舞いや住民運動などの事例にみられるように，危機的状況を乗り切るための結

束を求められる時である．地域の危機的状況が改善された今，復興期に求められるのは，

住民の捉われない発想と自発性である．ここでは住民の義理や世間体への強い拘りは，

自発性を削ぐ要因になる．なぜなら，世間を同じくする住民相互の期待に応えることで

行動することを規範としてきた住民にとっては，自発的に外部者との関わりをもつこと

は容易なことではない． しかし，地域社会の衰退した状況にある豊島では，外部からの
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支援なしには地域活性は困難なことは明白である．これまで住民結束に機能していた義

理や世間体への拘りは Uターン者や利害関係のない支援者の参入によって，より都市

化された緩やかな方向へと変容していくと考えられる．

第2節今後の課題

本論文は前節で総括したように，地域社会の疲弊と活性のダイナミックな変動を 3つ

の事例をとおしてみてきた．そこで浮き彫りになったのは，伝統的地域共同体を維持し，

義理や世間体に拘って暮らしている住民姿だ、った．穏やかの日常を暮らしてきた住民が，

東京のど真ん中で自分たちの島が汚されたことを訴えた．そこには外開（＝世間体）を

気にする姿はなかった．大きな権力と闘う人々の武器は，子孫へ「ゴミのない島Jを伝

えるという願いに潜む，地域に対して負う義理であり，住民としての債務の履行であっ

た．

豊島は9 今＇ 1975年の産廃問題スタートから人口は半減し，耕作放棄地が居住区域内

にも広がる． 「豊島事件」に費やされた，人々の時間と労力は取り戻せないが，きれい

な野山は人の手によって戻る.50～60歳で豊島産廃運動の中堅として闘った人々の多く

は，現在 70～80歳を過ぎている．しかし，島から出て世帯を持ち，時々は親元に帰っ

ていた団塊の世代が，定年を迎えてぼちぼちと戻ってきている．住民運動を経験してい

ない世代が次の豊島を拓くことになる．彼らは国民皆年金制度の恩恵、を受ける世代であ

り，ボランティア活動ができる世代ともいえる． 経済的基盤のない地域の活性の担い手

とし条件が整っている．この世代が豊島に戻るということは，豊島の伝統的価値観と都

市的生活での価値観が融合し，より柔軟性のある活動が期待できる．

産廃闘争を，住民と一体となって闘った弁護士らは，豊島の再生への過程にも心を配

る．弁護士岩城は「島の再生にとって成功体験が有害になるかもしれないJと指摘する．

筆者の危倶は，成功体験を諮る者がいなくなるということである.1993年の調停申請時，

549人の申請人のうち 44.2%が70歳代である事実から 単純計算では20年後の 2013

年には彼らは 90歳代になる．近い将来，住民闘争は資料の中にしか存在しなくなる．

その他にも，産廃を撤去した跡地利用の課題がある.2004年に発足した産廃処理事業

を管理する豊島産廃等管理委員会が中心になって跡地利用について検討している．島民

へのアンケート調査で意向を探ってもいるが未だ何も地権者たる住民に示されてはいな

し＼.
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2009年には福武総一郎が豊島にやってきて，瀬戸内国際芸術祭構想、を説明し豊島に美

術館を建てるといい 2010年豊島美術館が，放棄された棚田が広がる同の中腹に建てら

れた．いずれにしろ 産廃という豊島に刺さった萩が抜けたら，外部から資本が入って

くるのは必然であろう．瀬戸内海の真ん中にあって，水資源があり，風光明婦な自然環

境と都市圏から船便で 40分としづ離島としては適度な距離感など，観光資源としての

条件は整っている．

今，豊島の近未来へ何が言えるだろうか．

第 I部でみてきた豊島の地域社会は，伝統的共同体を継承している．長老制度と称し

て，高齢者や役員経験者が長老として自治会での発言役割を担い，その下に中堅，若手

が従うヒエラノレヒー構造があった．女性は子供と同じ最下層に位置づけられていた．し

かし 1997年に組織改編があり中堅・若手が発言の機会が得られるようになった．それ

は，住民会議を率いる者たちが高齢になって，運動の継承が危ぶまれたからである．女

性委員会も新たにでき，女性をもっと活用するという風潮が生まれてきた（1998年）．

人口が 1000人を切るかという今（2011年），男たちだけで長老制度を維持し，地域社

会を担うことが無理になってきている．いままで、表立つた発言を封じられていた豊島の

女性たちが，会合で発言できるようになることが，地域活性化につながるのは確かであ

る．だがここにも問題があって，延々と続いた「女性は台所j といった性役割規範は，

当該女性に深く浸透していて，なかなか変わるものではない． 2011年4月，筆者の所

属する豊島家浦婦人会が休会となったのは， 40・50代の若手会員たちがこれまでの指導

的立場にあった役員に楯突いたことを意味する．いままでは，義理の上下関係で進行し

ていた会の運営に異議を唱える動きが出始めたことは これまでの地域組織に風穴があ

くことにつながると考えられる．

このまま豊島の都市化が進むとも思えないが，リーダーのいなかった豊島社会に，第

E部で論じられたように， Uターン者から役割規範をもたないボランタリーなリーダー

が育っている．人々の繋がりを大事にする伝統的粋を媒介に，新たな都市的ネットワー

クによる中間集団が出現してきている．今はまだ 従前の地域ネットワ｝クとの協働は

ないが，この先はそれも可能となるだろう．

住民は，疲弊した地域活性のために，資金も欲しいし，人も欲しいと願っている．し

かし，外部支援者との対等な協働を視野に入れた地域活性の事業を展開することの重要

性は，すでに住民も気づいている．長い時間をかけて，弁護士たちの支援のもとで「自
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立」してきた住民は，こんごは自分で「自立」の道を歩まなければならない．強い粋の

元に，明治・大正・昭和と引き継がれて共同体社会である豊島が，緩やかの幹を背景と

した新たな「自立」の道を模索する．ゴミの無くなった島に 団塊の世代たちが遠からず

帰ってくる．その未来は決して暗くはない．
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